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令和７年度個別避難計画作成支援モデル実施の結果について 

 

災害要配慮者支援担当課 

危 機 管 理 課 

 

１ 報告概要 

避難行動要支援者が、災害時にどこに誰と避難するかを記入する個別避難計

画について、避難先や避難支援者欄に空欄が多く見られ、実効性向上が課題で

あった。そこで、避難行動要支援者が居住する地域の実情を踏まえた実施可能

な避難支援方法を検討する「モデル実施」を、令和６年から２年間行った。こ

のたび、令和７年度の取組が終了したため、その結果について報告するととも

に、２年間のモデル実施を踏まえた今後の取組の方向性を示すもの 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 実施状況 

（１）地域調整会議の開催（令和７年６月から 12 月、１地区３回ずつ開催） 

 ア 実施内容  

実施自治町会 地 区 実施内容 

西 水 元 飯 塚 

新 町 会 
西水元 

・名簿のマッピングによるハイリスク者の検討 

・知的障害の理解 

住 吉 自 治 会 柴 又 
・名簿のマッピングによる地域性の確認 

・見守り活動実施に向けた案内文作成 

報 和 会 亀 有 
・外国人及び重度心身障害者の避難支援の検討 

・自治町会独自のタイムラインの作成 

西 新 小 岩 

五 丁 目 町 会 
新小岩北 

・名簿のマッピングによる可視化 

・アンケート回収による平時からの見守り活動 

イ 参加者及び参加関係機関 

自治町会（自治町会長、防災部長等関係者）、民生委員児童委員、地域の

民間福祉施設、高齢者総合相談センター 

 

（２）区と地域による訪問を通じた見守り活動（西新小岩五丁目町会のみ） 

   避難行動要支援者の実態把握のため、水害に関するアンケートを実施後、

自治町会役員と区職員が避難行動要支援者宅を訪問した。 

庶務報告Ｎｏ.１ 

地域振興部・福祉部共通 

令和８年３月２３ 日 

【参考】避難行動要支援者（葛飾区地域防災計画より） 

以下のいずれかに該当し、社会福祉施設等に入所していない方 

① 身体障害者手帳を保有する区民のうち 

ア 視覚、聴覚、下肢機能、体幹機能、移動機能障害で総合等級が１・２級

イ 呼吸機能障害で総合等級が１・２・３級 

② 愛の手帳を保有する区民のうち、障害程度が１・２・３度 

③ 介護保険の被保険者で要介護状態区分４・５ 

その他、在宅で人工呼吸器を使用している方 
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（３）令和７年度モデル実施の取組及び成果 

   別紙のとおり 

 

３ モデル実施を踏まえた今後の取組 

（１）取組前の課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）モデル実施を踏まえた取組方針 

  ア 地域における避難行動要支援者名簿活用の推進 

① 平時からの顔の見える関係づくり及び名簿の活用事例の紹介 

連合町会長会でモデル実施における名簿の活用事例の紹介を行う。

（令和８年度は、区西部地域で周知予定） 

② 民生委員児童委員への名簿の提供 

令和８年度から民生委員児童委員へ名簿を配布する。名簿を活用し  

た訪問を進め、個別避難計画記載内容の確認及び救急医療情報キット 

の配布による個別避難計画の保存場所の確保を進める。 

③ 名簿のタイムリーな更新及び活用しやすい名簿への修正 

名簿のタイムリーな更新に向けて、引き続きシステムの導入を検討 

する。また、名簿の記載内容について、居住階層や同居者の有無等、地

域で名簿を活用する際に必要な項目を引き続き精査する。 

 

イ 個別避難計画の実効性向上の取組 

① ケアマネジャー等の訪問による個別避難計画の作成重点支援 

水害高リスク者への個別避難計画の作成重点支援を行う。 

② 避難行動要支援者の避難先の具体化 

今年度から実施している「避難先等検討会」により、    

避難行動要支援者の避難先の基本方針等を検討する。 

③ セルフプラン充実に向けた支援者等向け支援の実施 

         障害施設の家族会、高齢者総合相談センター主催の  

地域ケア会議等で支援者向けの支援を引き続き行う。 

④ 備蓄品チラシの配布による備えの啓発 

災害リスクの周知及び備蓄の啓発を引き続き実施する。 

どこに避難すればいいの？ 避難を手伝うのは難しい 自助・共助の力を 

なんとか引き出したい 

手伝ってくれる人がいない 助けたい気持ちはあるが、 

どうしたらいいのか？ 

個人情報の取扱いが心配 

公助で支援すべきところは？ 

名簿情報は 

タイムリーな更新が必要 

何を備えればいいの？ 

町会に入ってない方の避難

支援は対応が難しい 

本人や家族から声をかけてく

れると地域も声をかけやすい 
 

水害リスク 

判定基準 



1 

令和７年度モデル実施の取組及び成果（各自治町会） 

西水元飯塚新町会（西水元地区） 

「知的障害の理解と知識の普及」 

 都立水元特別支援学校、西水元福祉館のような知的障害者のための通所先

がある西水元地区において、障害者の理解を深めることが課題であった。西水

元飯塚新町会と新型コロナ前に交流する機会が多かった「西水元福祉館」によ

るミニ講座を開催したことで、知的障害の理解が深まった。今後は、福祉避難

所として協定を締結している「西水元福祉館」との交流を再開し、避難行動要

支援者との平時の顔の見える関係づくり、災害時に避難所で受け入れ体制の

構築が進むことが期待される。 

 

「名簿を活用した平時からの見守り体制の構築」 

自治町会内で特に心配していたひとり暮らしの避難行動要支援者を中心

に、その分布を視覚的に把握することができた。町会未加入者への声かけを含

め、平時からの声かけのイメージづくりをすることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 

＜知的障害に関する資料＞ 

（発行：東京都心身障害者福祉センター） 
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住吉自治会（柴又地区） 

「水害の理解と知識の普及」 

大型台風が接近した時に、地域住民が小学校の避難所に殺到し、対応に苦

慮した経験を持つ自治町会役員に対して防災講座を実施した。当該地区の水

害・震災リスク及び避難行動について、自治町会役員だけでなく、地区ごと

の取りまとめ役を担う地区部長など計 30 名と共有することができた。災害

時に、自治町会役員や地区部長を通じて地域住民に正しい情報を伝達するこ

とが期待される。 

 

「名簿に基づいた声かけ訪問の案内文作成と配布」 

具体的な活用方法がわからず金庫に入れたままになっていた避難行動要支

援者名簿情報のマッピングを通して、避難行動要支援者の分布イメージを把

握し、平時の見守りの検討につなげることができた。また、見守り訪問対象者

の警戒心を軽減するために、事前配布用の訪問のお知らせ文の内容について

意見交換を行い、作成することができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜訪問の案内文＞ 
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報和会（亀有地区） 

「災害情報の普及・啓発」 

住民を対象に防災講座を実施し、亀有地区での水害リスクや避難方法、備

蓄品等について情報提供を行った。災害が起きた時の対応方法の理解を促す

ことができ、防災意識を高めることができた。 

 

「水害対策の周知・連絡体制の構築」 

水害時の役員の役割と行動を整理した「報和会版水害タイムライン」を作成

し全戸配布した。外国語版も作成し、住民自身の避難行動を記入することで完

成する。また、連絡網を作成し災害時に住民に声かけを行う連絡員を各階に設

置することで、具体的な声かけイメージを構築した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜外国語版タイムライン＞ 

役員向けタイムライン 
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西新小岩五丁目町会（新小岩北地区） 

「名簿の可視化による見守り支援のイメージ化」 

名簿情報をマッピングすることにより、要支援者の災害リスクや分布が一

目でわかり、要支援者のイメージが共有できた。さらに、自治町会内の地区・

組のエリアごとに、見守り対象者が特定されるため、防犯パトロールなど、見

守りを含めた支援を具体的にイメージすることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

「避難行動要支援者名簿に基づいた声かけ訪問」 

避難行動要支援者の希望を把握するため、水害に関するアンケートを実施。

自治町会役員と区職員が訪問し、顔を合わせることで、要支援者の状況や思い

を理解することができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜アンケート調査用紙＞ 

＜マッピングイメージ＞ 
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庶務報告Ｎｏ.１ 

地 域 振 興 部 

令和８年３月２３ 日 

 

首都直下地震の被害想定（令和７年 12 月公表）について 
  

  危機管理課 

  

１ 概要 

国は、減災目標を定めた首都直下地震対策推進基本計画の策定から 10 年が経

過することから、同基本計画及び政府業務継続計画の見直しや、新たな防災対

策の検討を行うため、令和５年度に「首都直下地震対策検討ワーキンググルー

プ」を設置し、18 回に及ぶ審議を行った。その結果、令和７年 12 月 19 日に、

首都直下地震の被害想定及び首都直下地震対策検討ワーキンググループ報告書

（別紙１）を公表した。 

このことから、新たな被害想定について、区としての取扱いの方向性をまと

めたため、これを報告するもの 

 

２ 新たな被害想定 

新たな首都直下地震想定では、南関東圏で想定される地震として、Ｍ７クラス

の 19 地震、Ｍ８クラスの３地震が想定（図１）されているが、その中で首都中

枢機能に影響が大きな地震として都心南部直下地震、プレート間地震として大

正関東地震タイプとして詳細な被害想定が示されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１：検討において対象とした地震 

 

都心南部直下地震では、最大 18,000 人、建物の全壊・焼失は最大約 40 万棟

で、12 年前の前回想定より２～３割減ったが、「おおむね半減」とした減災目標

には届いていない。（表１参照） 



 

２ 
 

また、新たな対策のポイントとして、「防災意識の醸成（「自分ごと」化）、「社

会全体での体制の構築」が掲げられ、①都市圏で生活する各人が取り組むべきこ

と、②総合的な防災力の向上に資する多様な連携、③防災ＤＸの加速に向けた取

組など、具体的な対策の方向性が示されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２：都心南部直下地震の震度分布  図３：大正関東地震の震度分布 

 

表１：都心南部直下地震の被害想定Ｈ25 とＲ７の比較 
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３ 「首都直下地震の被害想定とその対策について」に対する都の見解 

都は、新たな首都直下地震想定の検討のワーキングループに参画し、新たな防

災対策の検討に加わってきたが、国の公表に合わせ、都の見解（別紙２）を示し

ている。 

この見解では、国の被害想定は広域的な防災対策の立案等に活用するための

基礎資料として策定されるべきものであるが、新たな被害想定は首都圏の実態

を十分に反映していないことから、自治体が真に必要な対策を講じることがで

きないとされている。今後、都は専門家の意見を聞きながら、対策の効果を十分

に評価したうえで、実態に即した被害想定についてスピード感をもってとりま

とめ、ハード整備を含む更なる対策につなげていくとまとめられている。 

 

４ 葛飾区地域防災計画における被害想定の考え方 

本区では、令和４年に公表された「首都直下地震等による東京の被害想定」を

受け、防災会議などでの審議を進め、令和５年「葛飾区地域防災計画」の改定で、

「都心南部直下地震（冬 18 時風速８m/s）」を想定地震と位置付けている。 

議論では、葛飾区に想定される被害の大きい地震とすべきとの意見もあった

が、地域防災計画は東京都や自衛隊、消防、警察、インフラ事業者などと一体と

なった対策をまとめるものであり、首都東京に最も大きな被害が想定される「都

心南部直下地震」を葛飾区の想定とすることに決定した。（首都直下地震が発生

し、災害救助を適用した場合、救助の実施主体は都であり、区は補助となる。） 

なお、南関東ではＭ７クラスの地震がどの場所でも発生する可能性があり、葛

飾区でも震度７の地震が発生することも考えられるため、耐震化や延焼対策な

どの取組を強化している。 

表２：Ｒ４東京都とＨ24 東京都の比較 ※冬 18 時風速 8m/s：葛飾区被害 
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５ 新たな被害想定の本区における取扱いについて 

新たな被害想定では、首都中枢機能に影響が大きな地震として都心南部直下

地震を取り上げているが、震度分布については、葛飾区において最大震度６強と

なっており、過去の被害想定とほぼ同程度となっている。 

また、新たな被害想定については、都県レベルでの被害想定をまとめたものと

なっており、市区町村ごとに公表はされないが、公表されている 23 区全体での

被害を比較すると、表３に示すように４つの想定の人的被害と建物被害は年次

に合わせ減少傾向が見られ、概ね相関関係が認められる。一方、新たな被害想定

で新たな知見が示された電気・通信については、乖離したものとなっている。 

 

表３：Ｒ４・Ｈ24 東京都、H25・R7 国の比較※冬夕(18 時)風速 8m/s：23 区被害 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上のことから、本区の地域防災計画における被害想定については、当面の間

は現在の被害想定を用い、都の検討状況を確認しながら判断していくものとす

る。一方、具体的な対策として新たな対策のポイントで示された住宅の耐震化、

感震ブレーカーの設置、防災ＤＸの加速、企業との連携、在宅避難の促進及び事

前復興計画の推進等については、これまでも本区として対策を推進しており、こ

の公表を踏まえ、より強化していく。 

なお、電気・通信については、想定の乖離が大きくなっているが、これまでも

北海道胆振東部地震の広域ブラックアウト等の教訓を踏まえ、本部へ蓄電池の

配備や通信設備の複数化、小中学校への非常用発電機や太陽光発電設備、停電対

応型 GHP（ガスヒートポンプ）の導入等の対策を進めているところである。 
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別紙１



「首都直下地震の被害想定と対策について」の都の見解（総括）
別紙２
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庶務報告Ｎｏ.２ 

地 域 振 興 部 

令和８年３月２３ 日 

 

葛飾区業務継続計画（BCP）＜水害編＞の改定について 
  

  危機管理課 

  

１ 概要 

  平成 27 年の関東・東北豪雨や令和元年台風第 19 号では、災害対策本部とな

る自治体庁舎が浸水し、災害対応業務の遅延や重要資料の浸水など大きな影響

を与えた。本区も中川や荒川で洪水が発生した場合、本庁舎を含む西部地域は広

く浸水する想定であるため、令和２年度に葛飾区業務継続計画（BCP）<水害編>

（以下「水害 BCP」という。）を策定した。 

令和５年６月の台風第２号及び前線の活発化による大雨や令和６年度水害図

上訓練の結果を踏まえ、全庁的な業務の見直しや施設所管部署を含めたワーク

ショップを開催することで課題の整理及び協議を進め、水害 BCP を改定するた

め、その内容について報告を行うもの 

 

２ 主な改定内容 

（１）各課における災害時優先業務の見直し 

  水害 BCP は危機管理・防災担当部署のみならず、施設所管部署をはじめとし

た各課の意見を取り入れる必要があることから、ワークショップを含めた水害

BCP 庁内検討会議及び全庁への意見照会を各３回実施し、災害時優先業務の見直

しを実施して本編を見直した（資料１）。見直した内容は、以下のとおり 

ア 業務開始時期の具体化及び細分化（第４章 災害時優先業務一覧） 

イ 複数部署における類似業務の開始時期の整合（第４章 災害時優先業務一覧） 

ウ 各課受援業務の追加（第５章 業務執行体制の確保） 

エ 区有施設ごとの浸水深及び浸水到達時間の整理（資料編） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ワークショップの実施風景 



 

２ 
 

（２）中川上流部からの氾濫編の作成 

  これまでの水害 BCP では、計画規模の洪水によって荒川又は中川が氾濫する

ことを想定していた。しかし、実際に氾濫発生する場合は、河川や破堤箇所によ

って対応が異なることから、この想定は残しつつ個別の状況に応じた行動を検

討する必要がある。そこで、現在の河川の堤防の整備状況から、河川の水位が上

昇すると越流破堤する可能性があり、本区への氾濫流到達時間が短い中川上流

部（八潮市大瀬付近）の破堤を想定（図１）し、各課の災害時優先業務等を見直

した「中川上流部からの氾濫編」を作成した（資料２）。 

 

 

 

（３）線状降水帯に関する気象情報を踏まえたフローの作成 

  気象庁の予報技術の精度向上により、線状降水帯の半日前からの予測情報が

府県単位で発表される運用が令和５年から開始した。これに合わせ、本区でも線

状降水帯の発生によって内水氾濫の可能性が高まった際、地区センター等を水

害一時滞在施設として開設する運用を取り決めた。この変更内容を踏まえ、葛飾

区版水害対応フローを作成した。 

 

 

図１ 中川上流部が破堤した場合の地域ごとの浸水深 



 

３ 
 

（４）水害 BCP 研修動画の作成 

  平成30年西日本豪雨では倉敷市真備町で河川氾濫によって大きな被害を受け

たが、倉敷市内の被災地域以外は２日後から通常業務を再開した。葛飾区におい

ても、中川上流部から破堤した場合、区内の西部地域は浸水するが、東部地域及

び南部地域は浸水しない想定であるため、浸水地域では災害対応業務を行い、非

浸水地域では通常業務の継続を行うこととなる。 

災害対応及び優先業務の継続は、全庁的な対応が必要不可欠であることから、

改定した水害 BCP をより深く理解し、自分事として捉えてもらうために水害 BCP

研修動画の作成を行っている。研修を行う項目は次のとおり。 

 

 ア 水害時の行動に必要となる水害 BCP（水害時業務継続計画）とは 

 イ 区で想定されている水害の想定シナリオ 

 ウ BCP の開始時期（職員の参集、発動タイミング、タイムライン） 

 エ 必要となる受援業務（受援の必要性、受援の事例） 

 オ 発災に備えて平時から各自が取り組むこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 今後の予定 

（１）水害 BCP 研修動画による研修の実施 

  令和８年４月以降、全職員向けの水害 BCP 研修動画による研修を実施するこ

とで災害時優先業務の理解度向上を図る。 

（２）令和８年度水害図上訓練 

  令和８年度は、水害 BCP で想定する中川上流部からの破堤を前提に、事前の

対応を含めた訓練を実施し、水害 BCP の実効性の確保を図る。 

研修動画の内容イメージ 

おそれ おそれ おそれ 
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第１章 計画改定の目的・概要 
 
1.本区において業務継続計画（ＢＣＰ）を策定する目的 

地球温暖化の進行が原因とされる気候変動の影響により、台⾵の巨大化や豪雨災害の激
甚化など、葛飾区においても洪⽔による浸⽔被害の発生が危惧されています。 
葛飾区には、荒川・中川・江⼾川・綾瀬川といった複数の河川が流れており、想定雨量や破
堤箇所によっても、区内の浸⽔規模は大きく異なります。しかし、堤防の整備状況や国が公
表する浸⽔シミュレーションによって、区に浸⽔被害をもたらす発生可能性の高い洪⽔は、
想定することができます。 

例えば、荒川の京成本線橋梁部や中川の上流部は、堤防高が低くなっており、豪雨時には
洪⽔の発生が懸念される箇所となっています。 

もし、実際に洪⽔が発生してしまうと、要配慮者を中心に浸⽔区域に取り残されたり、家
屋が浸⽔して財産を喪失したり、避難生活を余儀なくされる区⺠が多く発生してしまいま
す。こうした事態を想定し、区⺠の生命を守り、生活を早期に復旧させるため、⽔害発生後
に優先する業務を平常時から明らかにしておくことが必要です。 

区に浸⽔被害をもたらす発生可能性の高い洪⽔の想定について共有し、災害時優先業務
を抽出するため、『葛飾区業務継続計画（BCP）〈⽔害編〉』を定めます。 
 
2.地域防災計画と業務継続計画の関係 
『葛飾区地域防災計画』は、区の地域にかかる防災に関し、区の処理する業務を中心として、
防災関係機関等が処理すべき業務または事務を、予防から復旧・復興の段階に至るまで包括
的に記載した総合的かつ基本的な計画です。 

これに対し、『業務継続計画』は、⽔害発生時に各所属として優先して取り組むべき業務
を事前に定め、それらの業務に対する目標着手時間等をあらかじめ明らかにしておくもの
です。 
『葛飾区業務継続計画（BCP）〈地震編〉』では、都が公表する⾸都直下地震の被害想定に

基づいて必要人員についても整理をしておりますが、⽔害については浸⽔被害の規模によ
って、業務ごとの必要人員が異なり、事前に想定をしておくことが困難です。そのため、業
務ごとに必要な人員は算出しません。 

本庁舎の位置する区の⻄部地域は、荒川・中川氾濫時の浸⽔リスクが高くなっていますが、
東部地域や南部地域は浸⽔リスクが低くなっています。洪⽔によって浸⽔した地域では、応
急対策業務や早期復旧・復興業務のニーズが高まりますが、浸⽔しなかった地域では、通常
業務の継続が求められます。 

ただし、⽔害発生後には、各業務の実施のために割ける人員は限られ、また本庁舎の地下
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設備が⽔損すると、本庁舎では浸⽔解消後も統合型行政システム等の各システムが⻑期間
使用できない状態が続くかもしれません。浸⽔しない地域にある出先機関においては、シス
テムが使用できる想定もありますので、本庁舎が浸⽔しても実施できる業務であるかも考
慮しながら、優先して取り組むべき業務について整理していく必要があります。 
 
3.『葛飾区業務継続計画（BCP）〈水害編〉』の構成 

葛飾区では、荒川、綾瀬川、中川、江⼾川、利根川等の外⽔氾濫の可能性があるとともに、
線状降⽔帯や集中豪雨等に伴う内⽔氾濫の可能性があるなど、被害規模や被害状況の異な
る様々な⽔害が想定されています。 

 
 
 
 
 
 

<区を取り巻く河川> 
区に様々な⽔害が想定される状況の下、『葛飾区業務継続計画（BCP）〈⽔害編〉』（令和 3

年 3 ⽉）では、計画規模の洪⽔によって荒川または中川が氾濫したことを想定（江⼾川が氾
濫した場合もこの計画を準用する）し、策定しています。この計画では、氾濫発生から洪⽔
到達までの時間や浸⽔の継続時間などについては考慮せず、各課の災害時優先業務などを
整理していました。 

一方、実際の氾濫発生時には、どの河川か、どこの位置で堤防が決壊するかなど、様々な
要因変化により、区が管理する施設の浸⽔有無など⽔害の様相が異なります。更なる⽔害へ
の対応の質的向上を図るためには、⽔害の特性の違い（氾濫範囲や浸⽔の深さ、浸⽔到達時
間、浸⽔継続時間など）を勘案し、その特性に応じた行動を検討すべき事項も存在します。 

 
以上を踏まえ、本計画では、河川の堤防の整備状況から、河川の⽔位が上昇すると破堤す

る可能性が高く、区内の場所でも浸⽔地域と非浸⽔域が分かれ、破堤したタイミングと区内
への氾濫流が到達するタイミングに大きな時間差が発生する極めて特有の対応が求められ
る中川上流部（八潮市大瀬）での破堤を対象として、具体的な破堤位置や氾濫⽔の到達時間
を想定した上で各課の災害時優先業務等の検証を行い、これを別編『中川上流部からの氾濫
（想定最大規模）』としてとりまとめ、一つの計画として編集しています。 
 

<本計画の構成> 
 本編：基本的な考え方や荒川の氾濫（計画規模）等を前提とした編 
 中川上流部からの氾濫編：中川上流部（八潮市大瀬）での破堤を検討対象として、 

⽔害の特性（氾濫到達時間等）を具体的に考慮した場合の各課の行動編 
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第 2 章 被害想定 
1.計画対象水害の概要 

本計画の前提とする⽔害は、計画規模の洪⽔によって荒川が氾濫をしたものとします。破
堤箇所によって浸⽔の規模は異なりますが、本区に影響の大きい浸⽔をもたらすものとし
て、荒川は京成本線（堀切菖蒲園駅周辺）として想定します。 

江⼾川の氾濫リスクは、荒川と⽐較すると低くなっていますが、万が一氾濫した場合には、
本計画に基づいて対応します。（綾瀬川は計画規模の洪⽔の場合、区内では破堤せず、上流
部で破堤しても氾濫⽔は本区まで到達しないと想定されています） 

なお、荒川の氾濫の前提条件となる雨量は、次のとおりです。 
 

荒川 荒川流域で３⽇間に総雨量 516 ㎜（およそ 200 年に１度の規模の大雨） 
 

2.被害想定 
破堤箇所：葛飾区堀切（荒川左岸 10.5ｋｍ）京成本線（堀切菖蒲園駅周辺） 
・破堤から約４時間後に、区内⻄部地域のほぼ全域が浸⽔します。 
・浸⽔をした場合、２階まで浸⽔するおそれのある地域が多くなっています。 
 
 

  

0〜0.5m 未満 
0.5〜1m 未満 
1m〜3m 未満 
3m 以上 
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【参考 1】 江⼾川や利根川の氾濫について 
江⼾川の氾濫 ※計画規模の洪⽔ 
破堤箇所：江⼾川右岸 17.5ｋｍ 

・江⼾川は治⽔事業が進んで、荒川や中川と⽐較すると氾濫のリスクは低くなっていま
す。 

・万が一、江⼾川が氾濫をすると、東部地域も広い範囲で浸⽔するおそれがあります。 
  

  

0〜0.5m 未満 
0.5〜1m 未満 
1m〜3m 未満 
3m 以上 
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利根川の氾濫 ※計画規模の洪⽔ 
破堤箇所：久喜市栗橋（利根川右岸 130.0ｋｍ） 

・利根川が上流部で氾濫した場合は、氾濫⽔が約１⽇後に本区にまで到達する場合もあ
ります。 

・利根川が氾濫した場合でも、破堤箇所によっては、本区は浸⽔被害を受けないため、 
破堤箇所を確認の上、今後の区の態勢について判断します。 

    ・葛飾区が最も深く浸⽔する想定は、利根川上流 133.5km 付近（埼玉県加須市） 
で洪⽔が発生した場合となっています。 
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【参考 2】 その他想定最大規模の洪⽔について 
想定最大規模（１０００年以上に１度の規模）の洪⽔が発生した場合、計画規模の洪⽔で
は浸⽔が想定されていない地域でも浸⽔してしまうおそれがあります。河川上流部での
累積雨量が、計画規模想定の雨量を上回る場合等に備えて、想定最大規模の浸⽔想定等に
ついても、ハザードマップを見て確認しておきましょう。 
荒川の氾濫 ※想定最大規模の洪⽔（３⽇間総⾬量６３２ｍｍ） 
破堤箇所：葛飾区堀切（荒川左岸 10.5ｋｍ） 京成本線（堀切菖蒲園駅周辺） 

・計画規模の洪⽔では、荒川が氾濫しても区内の東部地域の浸⽔は想定されていません 
が、想定最大規模の洪⽔では、東部地域も浸⽔する想定となっています。 

 
破堤箇所：葛飾区堀切（荒川左岸 6.00ｋｍ） 新小岩駅周辺 

・新小岩駅周辺で破堤すると、新小岩等の区内南部地域も浸⽔する想定となっていま 
す。高潮が発生した場合には、南部地域が被害を受ける可能性があります。 
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3.浸水の解消と孤⽴者の発⽣について 
・計画規模（２００年に１度の規模）の洪⽔では、浸⽔は３⽇程度で解消する想定となって 

いますが、想定最大規模（１０００年以上に１度の規模）では、２週間以上浸⽔が解消し 
ない地域もあるため、洪⽔の規模によっては、浸⽔が⻑期化するおそれがあります。 

・荒川は区内で氾濫するおそれがあり、避難をするための時間が限られてきますが、浸⽔区
域外への避難が間に合わない場合、２０万人近くの孤立者が発生するおそれがあります。 

・２階まで浸⽔する地域も広いため、２階建ての⼾建てやアパートに居住している方が逃げ 
遅れると厳しい状況になります。 

・要配慮者利用施設や低層建物の孤立者の救助が優先され、高層建物の孤立者の救助は、浸 
⽔が解消されるまでに間に合わないおそれがあります。 
 

4.ライフライン被害の発⽣のおそれについて 
 想定されるライフラインの被害は、河川の氾濫の規模や程度によって大きく異なります。
以下に荒川の氾濫のような被害範囲や浸⽔深の程度も大きい場合と中川の上流部からの氾
濫のような被害範囲が局所的で浸⽔の程度も⽐較的小さい場合におけるライフラインの被
害様相を以下に示します。 

①電⼒ 
・強⾵、氾濫流によって電柱、架空線が損壊すると、局所的な停電が生じる可能性があ 
ります。 

・浸⽔すると漏電の危険性があるため、安全性確保のため送電を停止する可能性があり 
ます。 

②ガス 
・ガス導管は、密閉された気密構造となっているため、ガスは浸⽔により影響を受ける 
 可能性は低く、停電時にも供給できますが、浸⽔の深さが高くなったり浸⽔が⻑期化 

したりすると、供給が途絶える可能性があります。 
・二次被害発生が想定される場合には、安全性確保のため供給を停止する場合もありま 

す。 
③上⽔道 

・浸⽔・停電をしても⽔道の⽔は出る場合もありますが、浸⽔によって排⽔管が満⽔ 
 状態になると、排⽔ができなくなってしまいます。 
・停電すると上層階（おおむね４階以上）への給⽔ができなくなります。 

④下⽔道 
・浸⽔によって排⽔管が満⽔状態になると、トイレが流せなくなったり、汚⽔が逆流し 

てくるおそれがあります。 
⑤通信（固定） 



 

 

■第 2 章 被害想定 

- 8 - 

・浸⽔によりコンセントが使用できない場合や、停電になった場合は、電源を必要とす 
る固定電話は使用できない可能性が高いです。 

⑥通信（携帯） 
・停電や浸⽔により基地局の被災が想定されますが、被災エリア外の周辺基地局により 

被災エリアをカバーすることができれば、概ね通信を確保することが可能となりま 
す。 

 
5.本庁舎浸水時のシステム等の復旧について 

①電算センターについて 
DX 戦略課の電算センター内で管理している機器等については、稼働にあたり電圧、周

波数の安定化を図る必要があり、地下の CVCF（定電圧定周波数装置）を経由して電力を
供給しています。そのため、地下が浸⽔し、CVCF（定電圧定周波数装置）が稼働できな
い前提であれば、電算センター内管理下にある各課のシステムは稼働再開できないこと
になります。 

CVCF（定電圧定周波数装置）を介さずに受電した場合、ネットワーク機器やサーバ機
器は整流された電力供給を受けられず、機器故障の頻発や不安定な稼働が想定されます。
このため、各業務システムの復旧に向けて、電力の安定供給を第一に考える必要がありま
す。⽔害により CVCF（定電圧定周波数装置）が⽔損した場合、機器の全体交換を行うた
め、機器の調達から設置、調整で約 1 年を見込んでいます。 
②インフラ統合基盤上のシステム 

本区のシステムは、インフラ統合基盤（Iaas）上で構築し運用しています。そのため、
本庁舎が浸⽔した場合でも、業務用端末、プリンター等各業務を再開させるために必要な
機器と電源を確保することができれば、業務を再開できる可能性があります。 

本庁舎の場合、地下高圧受電設備が⽔損すれば、復旧するまでには 3 か⽉程度かかる
見込みであるため、発電機等で業務を継続しつづけることは困難であると思われます。業
務の実施場所を区⺠事務所等庁舎外で継続することが可能であれば、主要窓⼝サービス
は本庁舎外で再開、継続できる可能性が高いです。ただし、インフラ統合基盤と本区各拠
点を接続する通信回線が利用可能であることが前提です。 

以上のように、ＤＸ戦略課の重要な業務であるシステムの安定稼働については、地下の
高圧受電設備と CVCF（定電圧定周波数装置）、通信回線の状況が大きく影響することか
ら、停止する通常業務の判断、通常業務の復旧（順次）は、各課のフェーズによって対応
が変わってきます。 
※電源設備が浸⽔した場合、その建屋ではネットワークやシステムが利用できなくなり 
ます。また、通信回線が利用できない場合、その建屋ではシステムが利用できなくなり
ます。そのため、各主管課において、システムを利用しない運用事務について考慮して
おく必要があります。（システムが利用できない場合に備えて、紙台帳を出力しておく等） 



 
 

■第 3 章 災害対策本部体制について 

- 9 - 

第
５
章 

受
援
・
応
援 

第
１
章 

目
的
・
概
要 

第
２
章 

被
害
想
定 

第
３
章 

災
害
対
策
本
部 

第
４
章 

災
害
時
優
先
業
務 

第
６
章 

維
持
管
理
方
針 

第３章 災害対策本部態勢について 
1.タイムライン 
(1)葛飾区版水害対応フロー(台⾵発⽣〜2 ⽇前) 
 
 
 
  

台⾵発⽣・⽇本接近 

東京地方に 
接近か︖ 

河川事務所や気象台等の 
会議に参加し、情報収集 

引き続き情報注視、 
協定自治体の被害確認 

台風予報円が東京地⽅を含まない 台風予報円が東京地⽅を含む 

広域避難の共同検討開始、江東
５区、内閣府・都総合防災部・
河川事務所・気象台等と情報共
有や協議 

いずれかを超過 

パターン３広域避難対応へ 
【災害対策本部態勢】 

本部統括︓危機管理・防災
担当部⻑ 
※設置基準 
大⾬により、荒川・江⼾
川・中川・綾瀬川・利根川
のいずれかの河川が氾濫す
るおそれがある場合 

【情報連絡態勢】 
統括責任者︓危機管理・防災担当部⻑ 
※設置基準 
１ウェザーニューズでの⽔防体制指標が２となった場合 
２大⾬警報が発表された場合 ※短時間の強⾬ 
３荒川・江⼾川・中川・綾瀬川のうち、いずれかの河川の
⽔位が⽔防団待機⽔位に到達して、なお上昇のおそれがあ
る場合 
４区に被害をもたらすおそれのある台風が発生した場合 

超過⾒込なし 

情報連絡態勢の 
設置基準満たすか︖ 

満たす 

満たさない 

気象情報の悪
化なしの場合 

基準超過した
場合 

上陸時の中⼼気圧 930hPa 以
下予測⼜は、荒川平均流域⾬
量予測が 400mm 以上か︖ 
 

５
⽇
前
〜
４
⽇
前 
３
⽇
前
〜
２
⽇
前 

 

対応フローの判断軸、基準 

葛飾区の⽔害対応パターン 1〜3（※各パターンの概要は P12 参照） 

対応フローのトリガーとなる気象情報等 

※観測史上最大級レベルであり、
国全体として最大級の警戒が⾏わ
れるレベルのもの 
※パターン 3 対応を⾏うことと
なった場合、即時全庁対応を実施 
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(2)葛飾区版タイムライン(2 ⽇前〜BCP 発動まで) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

設置基準︓ 
１ 次の気象情報が発表されたとき 
（１）大⾬警報 ※台風や前線の接近に伴うもの 
（２）洪⽔警報 （３）暴風警報 （４）⾼潮警報 
（５）特別警報 （６）顕著な大⾬に関する気象情報 
２ ⽔防警報又は洪⽔予報が発表されたとき 
３ 被害の発生が予想されたとき 
４ 態勢の切り替えが必要なとき 
５ その他の状況により区⻑が必要と認めたとき 

【情報連絡態勢】※前頁参照 

大⾬のピークは 
休⽇・夜間か︖ 

線状降水帯の発⽣の 
可能性情報が発表 

①職場の浸⽔対策準備の開始 
②事業の継続・休止の判断 
③利⽤者・区⺠向け広報 

①休⽇対応体制の検討・準備 
②職場の浸⽔対策準備の開始 
③休⽇・翌⽇実施事業の休止判断と広報 
④⽔害一時滞在施設の開設準備 

開庁時間帯の場合 休⽇・夜間の場合 

【災害対策準備本部態勢】パターン１ 
内水氾濫対応 

①⽔害一時滞在施設の開設 
②区⺠向け情報の発信 
③職場の浸⽔対策実施 

上昇して 
いない場合 

①被害状況の有無を確認 
②再開時期の検討 
③利⽤者・区⺠向け広報 

【災害対策本部態勢】パターン２ 外水氾濫対応 
①浸⽔想定地域と到達⾒込み時間の情報収集及び 
 情報提供（危機管理課） 
②事業・施設の休止判断と広報（各課） 
③職場の浸⽔対策実施（浸⽔想定地域の施設） 

上昇している場合 

パターン１からパターン２へ移⾏の場合 

大⾬警報、洪水注意報の発表、その後顕著な大⾬に関
する情報（線状降水帯発⽣）⼜は、記録的短時間大⾬
情報の発表 

河川水位が氾濫危険水
位を超過し、さらに上
昇しているか︖ 

１
⽇
前
〜
半
⽇
前 
〜
３
時
間
前 

０
時
間
前 

２
４
時
間
以
内 

【災害対策準備本部態勢】 
①危機管理課職員参集 
②河川⽔位・気象情報の収集 
③区⺠向け情報発信 

 

対応フローの判断軸、基準 

葛飾区の⽔害対応パターン 1〜3（※各パターンの概要は P12 参照） 

対応フローのトリガーとなる気象情報等 

全庁的対応フェーズへ 
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※参考 葛飾区の⽔害対応パターン 1〜3 の解説(各パターンの概要） 
 葛飾区で想定される様々な⽔害を大きく分類すると 3 つのパターンに分類することがで
きます。 
 葛飾区ハザードマップ(令和 7 年 3 ⽉)解説編 P7 では、この 3 つのパターンについて。区
⺠にそれぞれの避難行動の考え方について、以下のようなフローで解説しています。 
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■⽔害対応パターン 

 

これらのパターンの基本的な⾏動は、以下のように考えることができます。 
 
■⾏動パターン 

 
・通常業務と応急業務のバランスを図り、対応する 

ことを考える⽔害     
 

■⽔害対応パターンと本計画各編の関連 

 

 

 
 
  

パターンⅠ パターンⅡ パターンⅢ

パターンⅠ パターンⅡ パターンⅢ
・全面的に通常業務停止 
・人命確保を図る⽔害 

 

パターンⅠ パターンⅡ パターンⅢ

本編で想定(※本編は、区で想定されている全ての⽔害に対する対応⽅針を記載) 

中川上流部からの氾濫で想定 
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2.葛飾区災害対策本部の設置について 
本区において、⾵⽔害による被害が発生するおそれがある際には、区⻑の指示により葛飾

区災害対策本部が設置され、全職員は災害対応に臨まなければなりません。台⾵接近に伴う
公共交通機関の計画運休により、休⽇・夜間時のような勤務時間外に参集することが難しく
なりそうな場合には、区外在住職員等は計画運休前に参集し、災害対応に臨むこととなりま
す。災害対策本部の役割は、災害対策本部マニュアルに整理されていますが、震災を想定し
て作成したものとなりますので、⾵⽔害時の対応は異なる点も出てきます。また、災害対策
本部は、災害対策条例及び災害対策本部に関する規則に基づき設置しますが、発災前等の初
動体制については、以下により設置するものとします。 

危機管理・防災担当部⻑は、庁議室・５階執務室・７階会議室に災害対策本部⻑室を開設
して、災害対策本部⻑室の全体統括を行います。災害対策本部⻑室には、限られた人員を効
果的に活用するため、以下のとおり各班を組織し、初動時の業務を遂行します。配置予定職
員以外にも、参集職員を、班員として各班に配置するものとします。 

災害対策本部態勢時には、災害対策本部⻑室の他、庁内に⽔防本部・災害時要配慮者対策
本部・災害時医療対策本部・避難所運営対策本部・地域連携対策本部を設置して、初動活動
を行います。河川の氾濫等により浸⽔被害が発生し、本部⻑が必要と認めた場合、順次、災
対各部単位の態勢に移行します。 

 

 

 

 

 

 

 

  

災害対策本部態勢 
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統括班  

班⻑：危機管理課⻑ 
副班⻑：運用訓練担当課⻑、地域防災担当課⻑、生活安全担当課⻑ 
（１）計画担当 
リーダー 管理係⻑、計画係⻑ 
班員：危機管理課 
【業務概要】 

・各種情報の分析、総合的な災害対策の企画立案等による意思決定等 
・各班の支援 
（２）受援・渉外担当 
リーダー：運用訓練担当係⻑、生活安全係⻑、防犯強化係⻑ 
班員：運用訓練担当課、生活安全担当課 
【業務概要】 

・各種防災通信機器による外部関係機関や協定事業者との連絡調整（要請・情報収集等） 
（３）避難所統括担当 
リーダー：⾃助・共助係⻑、訓練係⻑ 
班員：地域防災担当課 
【業務概要】 

・避難所運営の統括 
・防災活動拠点や避難場所の状況把握 
 

情報管理班  

班⻑：政策経営部⻑ 
（１）情報連絡担当 
リーダー：政策企画課⻑ サブリーダー：協働推進担当課⻑、経営改⾰担当課⻑ 
班員：政策企画課、総務課（法規担当係指定） 
【業務概要】 

・区内部組織との連絡調整及び収集したすべての情報の集計、管理、提供を主な業務とする 
・問い合わせ対応担当が作成した情報連絡票の、災害対策本部各班、災対各部への移送 
・災害対策本部各班、災対各部及び外部関係機関からの情報収集 
・収集した各種情報について継続的な集計、管理及び各班等への情報提供 
（２）問い合わせ対応担当 
リーダー：選挙管理委員会事務局⻑、すぐやる課⻑ 
サブリーダー：企画担当係⻑、統計調査係⻑、すぐやる係⻑、選挙担当係⻑ 
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班員：政策企画課、財政課、総務課、すぐやる課、人事課、契約管財課、税務課、会計管理
課、選挙管理委員会事務局、災害対策本部室指定職員寮職員、ＤＸ戦略課 
【業務概要】 

・一般電話及び総合庁舎窓⼝における区⺠等からの情報提供、問い合せに対する対応を主業 
務とする 

 

広報班  

班⻑：事業推進担当部⻑ 
リーダー：広報課⻑ 
サブリーダー：広報課広報係⻑、広報課シティセールス係⻑ 
班員：広報課 
【業務概要】 

・区⺠等に対する避難情報を含めた広報活動の管理運営 
・広報に関する区⺠等からの要望等への対応 
・マスメディアの対応管理 
 

本部運営支援班  

班⻑：監査事務局⻑ 
リーダー：秘書課⻑ 
サブリーダー：秘書課担当係⻑、監査事務局担当係⻑ 
班員：秘書課、監査事務局 
【業務概要】 

・災害対策本部において開催される会議開催の準備及び運営 
・災害対策本部における検討過程、決定内容等の記録 
・統括班の補助 
 

資源管理班 ※令和７年３⽉時点 

班⻑：施設部⻑ 
（１）資源維持管理担当 
リーダー：施設管理課⻑ サブリーダー：施設維持課⻑ 
班員：施設調整係⻑、施設維持課、総務課総務係（庁舎） 
【業務概要】 

・備蓄品に係る管理全般及び避難者数等に基づく必要物資の種別、数量の確定 
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・総合庁舎の躯体及びライフラインの状況確認 
（２）輸送担当 
リーダー：税務課⻑ サブリーダー：収納対策課⻑ 
班員：税務課、収納対策課、総務課総務係（車両） 
【業務概要】 

・避難所等への配送ルートを含めた物資輸送方法の確立 
・各対策本部等からの要請に応じた物資輸送の管理 
 

庶務班  

班⻑：総務部⻑ 
副班⻑：総務課⻑ 
（１）職員支援担当 
リーダー：人事課⻑ 
サブリーダー：総務部副参事（法規担当） 
班員：総務課、人事課 
【業務概要】 

・職員の参集状況等の集約 
・各課における勤怠管理・健康管理の支援 
・職員用の飲料⽔、食糧、資器材等の確保及び配布 
・職員用の休憩場所の確保及び利用調整 
・他団体からの災害派遣職員の受入に係る調整 
（２）財務会計担当 
リーダー：財政課⻑ 
サブリーダー：会計管理課⻑、契約管財課⻑ 
班員：財政課財政担当係⻑、契約管財課契約係⻑、会計管理課会計管理係⻑ 
【業務概要】 

・災害対策に要する財政上の管理調整 
・災害対策に係る各種契約の締結等の管理 
・災害対策に係る各種経費の支出等の管理 
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都市施設等応急対策本部  

都市整備部職員が従事する。 

災害時要配慮者対策本部  

【業務概要】 

福祉部職員が従事して、要配慮者の対策業務にあたる。 

災害時医療対策本部  

【業務概要】 

健康部職員が従事して、医療対策業務にあたる。 

避難所運営対策本部  

【業務概要】 

教育委員会事務局職員が従事して、学校避難所の運営対策業務にあたる。 

地域連携対策本部  

【業務概要】 

地域振興部職員が従事して、地区災害対策拠点（地区センター）の運営や⾃治町会との連絡
調整業務にあたる。 
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3.執⾏体制の確保 
平常時の事案決定権は、葛飾区処務規程に定められており、決定権者が不在の場合の代決

については、同規程の第１７条に示されています。そのため、災害時にも原則として同規定
に基づき、事案を決定し、執行するものとします。なお、災害対策本部設置下においては、
組織並びに業務が平常時と大きく異なるため、上記の規定に基づくことが困難な場合には、
参集場所における最上席者の指示に従うものとします。また、区⻑不在の場合には、災害対
応の特殊性に鑑み、以下の順位で区災害対策本部⻑の代理を務めるものとします。 

第１順位：副区⻑（地域振興部を担任） 第２順位：副区⻑（地域振興部を担任しない） 
第３順位：本部員のうちから本部⻑があらかじめ指名する者 
 

4.職員の交代体制 
⾵⽔害に備えて葛飾区災害対策本部を設置した際は、区では全職員が総力を挙げ、業務に

従事することを前提としています。 
その場合、職員一人ひとりの負担も相当なものとなり、⻑期間に及ぶ対応が必要となるこ

とから安定的な業務遂行のためには、職員の健康管理に可能な限り留意する必要がありま
す。 

具体的には、発災後⽐較的早期のうちに職員ローテーションを確立し、可能な限り業務の
負荷を均等にすることが求められます。 
 
5.庁内応援体制の構築 

⽔害時には、各部署間において業務量及び必要な人員数に差が生じます。 
また、職員の参集状況にも差が生じるため、それらに伴い人数が余剰する課、不足する課が
発生することが想定されます。このことから、災害時優先業務遂行に必要な人員数に基づき、
⽐較的人員に余裕がある部から、人員の不足している部へ職員を応援に充てることにより、
人的資源を有効活用するものとします。 

そのためには、⽔害時にも即座に区全体の状況を確認し、適宜、的確かつ迅速な職員の応
援派遣を行うための庁内応援体制を構築する必要があります。 
※応援職員等の受け入れ、受援業務は第 5 章に参照 
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第４章 災害時優先業務一覧 
1.応急対策業務、早期復旧・復興業務一覧 

本章では、洪⽔による浸⽔被害発生からおよそ１か⽉後までの応急対応期のなかで、区と
して取り組むべきことを整理しました。（一部、浸⽔被害発生前から取り組む業務も含まれ
ます） 

 

国・都・他自治体・救助機関等、様々な主体からの人的支援を迅速・
的確に受け入れて情報共有や各種調整等を行えるように、災害対策本
部内に危機管理担当官をリーダーとして、受援担当者を選定し、統括班
付とする。受援担当者は２名以上が情報共有しつつ、専任的に対応でき
るようにする。 

早急に応援職員の執務スペースを設けて、宿泊先については近隣区
の宿泊施設の借り上げについて、都に要請する。 
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・健康部 
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・教育委員会(生涯スポーツ課) 
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政策経営部(DX 戦略課) 
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子育て支援部(子育て政策課・保育課) 
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子育て支援部(育成課・子育て政策課・保育課) 

教育委員会事務局(教育指導課) 

教育委員会事務局(教育総務課・教育指導課)、災害対策本部 
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教育委員会事務局(教育指導課) 

政策経営部(DX 戦略課)、地域振興部(地域振興課、⼾籍住⺠課・危機管理 
課)、都市整備部(建築課)、福祉部(福祉管理課) 
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子育て支援部(子育て応援課)、教育委員会事務局(放課後支援課) 
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2.各課災害時優先業務一覧 

本章では、洪⽔による浸⽔被害発生からおよそ１か⽉後までの応急対応期のなかで、各課
で取り組むべきことを整理しました。 
 この整理結果は、中川上流部からの氾濫編第 3 章にまとめて掲載しています。 
 
 
 
 
 



 
 

■第５章 受援・応援 

- 39 - 

第
１
章 

目
的
・
概
要 

第
２
章 

被
害
想
定 

第
３
章 

災
害
対
策
本
部 

第
４
章 

災
害
時
優
先
業
務 

第
５
章 

受
援
・
応
援 

第
６
章 

維
持
管
理
方
針 

第５章 受援・応援  
 
1.外部応援職員等の受け入れ 

⽔害が発生すると、国・都・他⾃治体・救助機関等、様々な主体からの人的支援を受ける
こととなります。国等による支援で、主に想定される外部応援職員等を整理しています。 

 この整理結果は、中川上流部からの氾濫編第 2 章にまとめて掲載しています。 
 
2.各課の受援業務候補の一覧 

⽔害時には、可能な限り受援の準備をしておくことが重要です。各課の受援業務候補の一
覧を整理しています。 
 この整理結果は、中川上流部からの氾濫編第 3 章にまとめて掲載しています。 
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第 6 章 維持管理方針 
1.計画の⾒直しの必要性とタイミング 
 本計画は、いつ発生するかわからない⽔害に対して、R7.11 時点での各種知見やワークシ
ョップでの意見を基にとりまとめを行っています。以下のような社会情勢の大きな変化や
新たな科学的な知見、区の抜本的な組織体制の見直しなどが生じた場合には、適宜、本計画
の見直しを検討する必要があります。 
 
  【計画の見直しのタイミング 例】 

  ・区の抜本的な災害対策本部体制、組織改⾰が行われた場合（軽微なものは除く） 
  ・浸⽔想定区域の見直し 
  ・洪⽔対策の大幅な進捗 
  ・⽔害対応に関する国や都の新たな考え方、方針の変化 
  ・⽔害対応に関する抜本的な社会要請やニーズの変化    など 
 
 
2.各課での定期的な確認 
 本計画では、各課の災害時優先業務を記載していますが、⽔害対応の実効性向上を目指す
ためには、各職員が所属する業務の所掌事務を把握し、実行することが重要です。一度目を
通した計画であっても、人事異動の際や出⽔期前などには、再度本計画に記載している課の
災害時優先業務の確認や各課内で災害時優先業務見直しの必要性がないか、議論しましょ
う。 
 
3.訓練及び研修教材 
 本計画で記載・整理した内容に基づき、⽔害図上訓練等を行っています。本計画の内容や
⽔害全般を学ぶための研修動画(URL:      )教材も準備しています。これらの訓練や教材
を活用して、平時から⽔害対応のイメージを醸成させ、いざという時に備えましょう。 
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『葛飾区業務継続計画（BCP）〈水害編〉』 

 

（<中川上流部からの氾濫編>） 
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第 1 章 被害想定 
1.計画対象水害の概要 

河川の堤防の整備状況から、河川の⽔位が上昇すると破堤する可能性が高く、区内の場所
でも浸⽔地域と非浸⽔域が分かれ、破堤したタイミングと区内への氾濫流が到達するタイ
ミングに大きな時間差が発生する極めて特有の対応が求められる中川上流部（八潮市大瀬）
での破堤を対象として、具体的な破堤位置や氾濫⽔の到達時間を想定した上で各課の災害
時優先業務等の検証を行い、これを別編『中川上流部からの氾濫（想定最大規模）』として
とりまとめ、一つの計画として編集しています。以下に、中川上流部からの氾濫（想定最大
規模）の概要を示します。 

破堤箇所：八潮市大瀬（中川右岸 19.5ｋｍ） 
・破堤から約 18 時間後に、氾濫⽔が本区に到達します。その後、ゆっくりと本区での

浸⽔が広がり、破堤から約 48 時間後には、区役所周辺にまで氾濫⽔が到達します。 
・浸⽔の解消まで、３⽇間程度を要します。 
・想定最大規模の場合、計画規模と⽐較すると浸⽔深 0.5ｍ以上となる範囲が大きくな 

り、床上浸⽔となる地域が多くなります。 
※浸⽔の解消時間は、地面から浸⽔が全くなくなるまでの時間ではなく、浸⽔の高さが

５０㎝未満になるまでの時間です。また、想定よりも浸⽔の解消までに時間を要する
場合もあり得ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【浸水想定区域】 

0〜0.5m 未満 
0.5〜1m 未満 
1m〜3m 未満 
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※中川の氾濫(破堤箇所：八潮市大瀬（中川右岸 19.5ｋｍ）)は、氾濫流の到達まで多くの時 
間を要するという特徴を有します。このような状況を把握するために、破堤からの時間毎 
の氾濫範囲を示したものを資料編「中川上流部の時間経過毎の浸⽔想定図」に整理 

2.浸水の解消と孤⽴者の発⽣について 
・破堤箇所によって、浸⽔の深さや継続時間も異なります。浸⽔をしても１⽇程度で浸⽔が 

解消する場合もありますが、最大で１週間近く浸⽔が解消しない場合もあります。 
・区より上流部で氾濫が発生した場合、区内が浸⽔するまで数時間〜半⽇程度の猶予がある 
 ため、避難が円滑に行われれば、孤立者は要配慮者を中心とする数千人規模に抑えられる 
 かもしれません。 

 
3.ライフライン被害の発⽣のおそれについて 

①電⼒ 
・強⾵、氾濫流によって電柱、架空線が損壊すると、局所的な停電が生じる可能性があ 
 ります。エリア停電は起きない可能性が高いです。 
・個別施設毎では、コンセントや電気設備が浸⽔した場合に、停電する可能性がありま 

す。 
 
※参考 コンセントの浸⽔(例：堀切地区センター) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

コンセント位置が 1m 以下となっ
ている場合も多い。そのため、浸⽔
深以下にあるコンセントは、浸⽔
到達前にこのようなコンセントへ
接続している機器は予め取り外し
ておく必要がある。 

堀切地区センターでは、災害時に天井
より電源を供給できる設備がある。 

3
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②ガス 

・ガス導管は、密閉された気密構造となっているため、ガスは浸⽔により影響を受ける 
 可能性は低く、停電時にも供給できますが、浸⽔が⻑期化したりすると、供給が途絶 

える可能性があります。 
・二次被害発生が想定される場合には、安全性確保のため供給を停止する場合もありま 

す。 
③上⽔道 

・浸⽔・停電をしても、⽔道の⽔は出る場合もありますが、浸⽔によって排⽔管が満⽔ 
 状態になると、排⽔ができなくなってしまいます。 
・停電によってポンプが停止すると上層階（おおむね４階以上）への給⽔ができなくな 

ります。 
④下⽔道 

・浸⽔によって排⽔管が満⽔状態になると、トイレが流せなくなったり、汚⽔が逆流し 
てくるおそれがあります。 

⑤通信（固定） 
・浸⽔によりコンセントが使用できない場合には、電源を必要とする固定電話は使用で 
きない可能性が高いです。 

⑥通信（携帯） 
・停電や浸⽔により基地局の被災が想定されますが、被災エリア外の周辺基地局により 

被災エリアをカバーすることができる可能性が高く、概ね通信を確保することが可 
能となります。 

 
※参考 執務室内の浸⽔(例：堀切地区センター) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

室内の書類等においても、浸⽔以下に
あるものは、氾濫⽔によって被害を受
ける可能性があります。 
各施設の位置と浸⽔深の関係をよく
確認し、これらの対応を準備しておく
必要があります。 
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4.各区有施設の被害想定一覧 
中川の氾濫の場合、破堤箇所によって、浸⽔の深さや継続時間も異なります。このような

浸⽔の深さや浸⽔開始時間、継続時間を知ることは、施設の管理、対応を行う上で非常に重
要です。そこで、中川上流部の氾濫の場合における各区有施設の被害想定一覧を資料編「各
区有施設の被害想定一覧」に整理しています。各施設担当者は、管理する施設の想定される
被害の状況を事前に把握しましょう。 

5
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第 2 章 災害時優先業務一覧 
1.各課災害時優先業務一覧 

本章では、洪⽔による浸⽔被害発生からおよそ１か⽉後までの応急対応期のなかで、各課
で取り組むべきことを整理しました。中川上流部の氾濫の場合、破堤から区までの氾濫⽔の
到達に半⽇以上の猶予があります。この猶予時間を踏まえ、中川上流の氾濫の場合は、以下
のような考え方で時間区分を行っています。 

 
<とるべき行動の基本的な考え方> 

 
 
※この各課災害時優先業務候補の一覧は、R7 年度に実施したワークショップでの意見を基
に整理しています。

時間区分とりべき⾏動の
基本的な考え方

災害対応
フェーズ

気象予警報等が発表、発令
・発災に備え、各種準備

を⾏うフェーズ
警
戒
期 中川上流の水位が氾濫危険水位に到達し、さらに水位が上昇

中

中川上流部で破堤確認。氾濫流が区域まで到達する恐れ（破
堤〜21時間）

・氾濫流到達に備え、緊
急性の⾼い事前⾏動を
⾏うフェーズ

応
急
準
備
期

区に浸水が到達し、概ね1⽇以内・氾濫流が到達し、⾏動
内容が制約されるなか
で、命・財産を守るた
めのフェーズ

応
急
期 区に浸水が到達し、概ね1週間以内

区に浸水が到達後に解消し、概ね２週間以内・氾濫が解消し。暮らし
の再建を⾏うフェーズ

※通常業務は再開されて
いるため、復旧・復興業
務の記載が中⼼

復
旧
期 区に浸水が到達後に解消し、概ね１か月以内

6
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各課災害時優先業務一覧 
【政策経営部】 

 
  

応急
準備期

気
象
予
警
報

1
時
間
以
内

破
堤
か
ら
2
1
時
間

〜
2
4
時
間

1
週
間

２
週
間

1
か
月

政経 01 01 政経01-01 政策経営部 政策企画課 応急対策 本部
【災害対策本部・情報管理班】
情報連絡担当業務

●

◆区内部組織及び外部関係機関との連絡
調整、情報収集
◆収集したすべての情報の管理及び当該
情報の外部提供

政経 01 02 政経01-02 政策経営部 政策企画課 応急対策 本部
【災害対策本部・情報管理班】
問い合わせ対応担当業務

●

◆一般電話及び臨時窓⼝において区⺠等
からの情報提供、問い合わせ等への対応
◆情報提供、要請等の分類及び災害対策
本部等への報告

政経 01 03 政経01-03 政策経営部 政策企画課 優先・継続 課 指定管理者制度 ●

◆指定管理施設の被害状況確認
◆指定管理施設が洪⽔緊急避難場所と
なった際の所管課サポート
◆関係各所の全体調整

政経 02 01 政経02-01 政策経営部 財政課 応急対策 本部
【災害対策本部・情報管理班】
問い合わせ対応担当業務

●

◆一般電話及び臨時窓⼝において区⺠等
からの情報提供、問い合わせ等への対応
◆情報提供、要請等の分類及び災害対策
本部等への報告

政経 02 02 政経02-02 政策経営部 財政課 応急対策 本部
【災害対策本部・庶務班】
財務会計担当業務

●
◆災害対策に要する予算の管理調整
◆災害対策に起因する補償等に係る交渉
等

政経 02 05 政経02-05 政策経営部 財政課 復旧・復興 課 義援⾦品の受⼊れ、配分計画 ●

◆義援⾦品の受付 ◆東京都に設置され
ることになっている「義援⾦品募集配分
委員会」へ義援⾦の送⾦ ◆被災者へ義
援品の配分

政経 02 06 政経02-06 政策経営部 財政課 復旧・復興 課 震災復興基⾦への出捐 ● 復興基⾦への出捐
政経 02 03 政経02-03 政策経営部 財政課 優先・継続 課 地⽅債の償還 ● 地⽅債の償還

政経 02 04 政経02-04 政策経営部 財政課 優先・継続 課 各種交付⾦等の収⼊ ●
地⽅譲与税、税関連交付⾦、財政調整交
付⾦、交通安全特別交付⾦、基⾦利⼦収
⼊の収⼊

政経 03 02 政経03-02 政策経営部 ＤＸ戦略課 応急対策 本部
代替拠点への
情報システム関連作業

●

区総合庁舎が浸⽔し、システム利⽤が不
可となることが想定される場合に、代替
拠点でのシステムが利⽤できるよう環境
を整備及び必要な備品の搬⼊を⾏う。

政経 03 03 政経03-03 政策経営部 ＤＸ戦略課 応急対策 課 事業者への情報提供・対応依頼 ●
システム・機器等の保守に係る事業者へ
の情報提供及び氾濫発生時の復旧作業等
に関する対応の事前依頼

政経 03 01 政経03-01 政策経営部 ＤＸ戦略課 応急対策 本部
【災害対策本部・情報管理班】
問い合わせ対応担当業務

●

◆一般電話及び臨時窓⼝において区⺠等
からの情報提供、問い合わせ等への対応
◆情報提供、要請等の分類及び災害対策
本部等への報告

政経 03 04 政経03-04 政策経営部 ＤＸ戦略課 応急対策 課
庁内ネットワークの
疎通確認・復旧

●
庁内統合認証系ネットワークの復旧作
業・保守事業者に復旧依頼をする。

政経 03 06 政経03-06 政策経営部 ＤＸ戦略課 応急対策 課
データセンター（DC)内
ネットワークの疎通確認・復旧

●
庁外のデータセンター内ネットワークの
復旧作業・保守事業者に復旧依頼をす
る。

政経 03 07 政経03-07 政策経営部 ＤＸ戦略課 応急対策 課
仮想デスクトップ基盤（VDI)の
稼働確認・復旧

●
仮想デスクトップ基盤（VDI)の稼働確
認・保守事業者に復旧依頼をする。

政経 03 08 政経03-08 政策経営部 ＤＸ戦略課 応急対策 課
インターネット接続
の確認・復旧

●
東京都セキュリティクラウド、インター
ネット接続サービス提供事業者とイン
ターネット接続の復旧作業をおこなう。

政経 03 09 政経03-09 政策経営部 ＤＸ戦略課 応急対策 課
区公式HP/CMS
の稼働確認・復旧

●
区公式HPおよびCMSの稼働確認・保守事
業者に復旧依頼をするとともに広報課へ
情報共有する。

政経 03 10 政経03-10 政策経営部 ＤＸ戦略課 応急対策 課
グループウェアシステムの稼働
確認・復旧

●
グループウェアの稼働確認・保守事業者
に復旧依頼をする

政経 03 11 政経03-11 政策経営部 ＤＸ戦略課 応急対策 課
庁内電算センターの被害状況確
認・復旧

●
庁内電算センター内の機器、ネットワー
ク等の被害状況を確認し、復旧する

政経 03 12 政経03-12 政策経営部 ＤＸ戦略課 応急対策 課
ファイルサーバの稼働確認・復
旧

●
ファイルサーバの稼働確認・保守事業者
に復旧依頼をする

政経 03 13 政経03-13 政策経営部 ＤＸ戦略課 復旧・復興 課
各業務システムの稼働確認・復
旧

●
各業務システムの稼働確認・各保守事業
者に復旧依頼をする

政経 03 05 政経03-05 政策経営部 ＤＸ戦略課 応急対策 課 出先内線機能の復旧 ●
出先機関の内線機能について施設維持課
とともに復旧作業（保守事業者に復旧依
頼含む）にあたる。

部 課

政策経営部
政策企画課

財政課

ＤＸ戦略課

業務区分 所管 業務名

■業務開始時期

業務内容

警戒期 応急期 復旧期

部C 課C 連C 業務NO
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【総務部(1/2)】 

 

応急
準備期

気
象
予
警
報

1
時
間
以
内

破
堤
か
ら
2
1
時
間

〜
2
4
時
間

1
週
間

２
週
間

1
か
月

総務 01 01 総務01-01 総務部 総務課 応急対策 本部
【災害対策本部・情報管理班】
情報連絡担当業務

●
◆区内部組織及び外部関係機関との連絡調整、
情報収集 ◆収集したすべての情報の管理及び
当該情報の外部提供

総務 01 02 総務01-02 総務部 総務課 応急対策 本部
【災害対策本部・情報管理班】
問い合わせ対応担当業務

●

◆一般電話及び臨時窓⼝において区⺠等からの
情報提供、問い合わせ等への対応
◆情報提供、要請等の分類及び災害対策本部等
への報告

総務 01 04 総務01-04 総務部 総務課 応急対策 本部
【災害対策本部・庶務班】
副班⻑業務

●
庶務班の業務全般の管理
（担当︓総務課⻑）

総務 01 05 総務01-05 総務部 総務課 応急対策 部 自衛消防（避難誘導） ●

⻄部地域への避難指⽰発令後に周囲に逃げ遅れ
た住⺠がいた場合、本庁舎を洪⽔緊急避難建物
として避難者の受⼊れを⾏い、区⺠ホール等へ
の誘導等を⾏う。

総務 01 06 総務01-06 総務部 総務課,施設維持課 応急対策 本部
代表交換電話から情報連絡室
（本庁舎7階）への切替

●

◆施設維持課及び委託業者と連携し、一般電話
回線、区役所内線及び代表電話交換（コールセ
ンターを含む）の稼働・導通状況を確認をす
る。
◆施設維持課及び委託業者と連携し、情報連絡
室の開設を⾏った場合は⼊電先の切替を⾏う。

総務 01 03 総務01-03 総務部 総務課 応急対策 本部
【災害対策本部・資源管理班】
資源維持管理担当業務

●

◆総合庁舎躯体、設備等の点検及び使⽤可否の
検討 ◆通信機器等の疎通状況等の確認
◆備蓄品に係る管理全般及び救援物資の受け⼊
れの決定 ◆給⽔拠点の管理、運⽤

総務 01 07 総務01-07 総務部 総務課 優先・継続 課 庁舎管理 ●

◆総合庁舎の会議室等の部屋を災害対策本部設
置等の調整を⾏う
◆庁内放送による来庁者への情報提供
◆庁内放送による各課への情報提供

総務 01 09 総務01-09 総務部 総務課 優先・継続 課 庁⽤⾞の維持管理、⼿配調整 ●
◆災害対策本部の状況に合わせ、庁⽤⾞の維持
管理・⼿配について資源管理班への移⾏調整を
⾏う。

総務 01 08 総務01-08 総務部 総務課,施設維持課 優先・継続 課 庁舎内⾞両誘導・管理業務 ●
災害対策本部の決定を踏まえ、施設維持課及び
委託業者と連携し、⾞両で来庁された⽅の自動
⾞を的確に駐⾞場に誘導する業務（業者委託）

総務 02 01 総務02-01 総務部 秘書課 応急対策 本部
【災害対策本部運営支援班】災
害対策本部会議の運営支援業務

●
◆災害対策本部において開催される会議体の準
備及び運営 ◆災害対策本部において講じた応
急対策業務に係る検討過程、決定内容等の記録

総務 02 02 総務02-02 総務部 秘書課 優先・継続 課 区⻑・副区⻑の秘書業務 ● 区⻑・副区⻑の秘書業務を⾏う

総務 03 01 総務03-01 総務部 広報課 応急対策 本部
【災害対策本部・広報班】
リーダー業務

●
広報班の業務全般の管理
（担当︓広報課⻑）

総務 03 02 総務03-02 総務部 広報課 応急対策 本部
【災害対策本部・広報班】
広報及び報道業務

●

◆区⺠等に対する避難情報を含めた広報活動全
般 ◆広報活動に要する各種広報⼿段（かつし
かFMを含む）の確保、維持 ◆定期記者会⾒等
のマスメディア対応全般

総務 03 06 総務03-06 総務部 広報課 復旧・復興 課 広報及び報道業務 ●

◆災害対策本部及び災対各部等から復旧・復興
に関する広報内容を受領し、区ＨＰや各種ＳＮ
Ｓにて情報発信を⾏う。◆他自治体や地域の被
害情報等について取材や報道機関との情報交換
を⾏う。

総務 03 07 総務03-07 総務部 広報課 復旧・復興 課
ポスター掲出（区内設置掲⽰板
管理事務）

●
区内に設置された広報掲⽰板と区内の浴場に、
区の生活再建支援情報等を周知するポスターを
掲出する

総務 03 03 総務03-03 総務部 広報課 優先・継続 課
はなしょうぶコールセンターの
運営

●
区に関する様々な問い合わせに専門のオペレー
ターが一元的に応じるコールセンターを運営

総務 03 05 総務03-05 総務部 広報課 優先・継続 課
広報かつしか発⾏（点字・⾳声
版含む）

●

◆広報かつしかを区内全世帯に対し、⽉3回発⾏
する ◆大規模な災害が発生した際、災害情
報・救援活動を区⺠に伝達するために災害対策
⽤臨時広報紙を発⾏する

総務 03 04 総務03-04 総務部 広報課 優先・継続 課 広報スタンド管理 ●
◆各駅１4カ所に設置の広報スタンドの管理
◆広報かつしかの他、区主催のイベント、講座
などのチラシの配布

部 課

総務課
総務部

業務区分 所管 業務名

■業務開始時期

業務内容

警戒期 応急期 復旧期

部C 課C 連C 業務NO

秘書課

広報課
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【総務部(2/2)】 

 

応急
準備期

気
象
予
警
報

1
時
間
以
内

破
堤
か
ら
2
1
時
間

〜
2
4
時
間

1
週
間

２
週
間

1
か
月

総務 03 01 総務03-01 総務部 すぐやる課 応急対策 本部
【災害対策本部・情報管理班】
問い合わせ対応担当業務

●
◆一般電話及び臨時窓⼝において区⺠等からの
情報提供、問い合わせ等への対応 ◆情報提
供、要請等の分類及び災害対策本部等への報告

総務 03 02 総務03-02 総務部 すぐやる課 優先・継続 課 （法律等専門）区⺠相談事務 ●

◆区役所本庁舎や地区センターにて定期的に法
律相談を開催 ◆税⾦と経理相談、建築相談な
ど専門相談を関係団体と協⼒のもと、区役所本
庁舎で実施している。本庁舎が浸⽔した場合に
は、オンラインや電話で対応する。

総務 03 03 総務03-03 総務部 すぐやる課 優先・継続 課
区⻑へのはがき（陳情・要望・
苦情処理事務）

●

◆区⻑へのはがきを区内各所に設置し、区⺠か
らの意⾒・要望を受け付ける ◆すぐやる課で
収受後、関係部署へ回答文案の作成依頼、取り
まとめを⾏い、区⻑回答案として区⻑決裁後に
区⻑名で回答する

総務 03 01 総務03-01 総務部 人権推進課 応急対策 課
災害ボランティアセンターの運
営支援

●

災害発生時に葛飾区社会福祉協議会が男⼥平等
推進センター内に設置する「災害ボランティア
センター」の運営が円滑に進むよう、必要な支
援を⾏う

総務 03 02 総務03-02 総務部 人権推進課 優先・継続 課 拠点施設の保全管理 ●
館内利⽤者の安全を確保するため、館内各設備
を保全管理する

総務 04 01 総務04-01 総務部 人事課 応急対策 本部
【災害対策本部・情報管理班】
問い合わせ対応担当業務

●
◆一般電話及び臨時窓⼝において区⺠等からの
情報提供、問い合わせ等への対応◆情報提供、
要請等の分類及び災害対策本部等への報告

総務 04 02 総務04-02 総務部 人事課 応急対策 本部
【災害対策本部・庶務班】
職員支援担当業務

●

◆職員の安否情報等の確認及び各施設の被害状
況の確認 ◆職員の健康管理等の支援 ◆職員
⽤の飲料⽔、⾷糧等の供給 ◆職員⽤の宿泊場
所等の確保 ◆災害派遣職員の受⼊に係る調整

総務 04 03 総務04-03 総務部 人事課 応急対策 本部
【災害対策本部・庶務班】
受援・応援職員の受⼊れ態勢の
確保、調整

●
◆外部からの応援職員等の受⼊れ場所、応援先
の部署・応援人数の調整、休憩場所の検討

総務 04 04 総務04-04 総務部 人事課 優先・継続 課 例⽉給与支給 ●
給与計算、各種⼿当、住⺠税等控除関係、⼝座
振替業務

総務 04 05 総務04-05 総務部 人事課 優先・継続 課 会計年度任⽤職員報酬等支給 ● 報酬計算及び支給、社会保険・雇⽤保険⼿続き

総務 05 01 総務05-01 総務部 契約管財課 応急対策 本部
【災害対策本部・情報管理班】
問い合わせ対応担当業務

●
◆一般電話及び臨時窓⼝において区⺠等からの
情報提供、問い合わせ等への対応 ◆情報提
供、要請等の分類及び災害対策本部等への報告

総務 05 03 総務05-03 総務部 契約管財課 復旧・復興 本部
【災害対策本部・庶務班】
財務会計担当業務

●
◆災害対策に係る各種契約の締結等の管理
◆災害対策に起因する補償等に係る交渉等

総務 05 02 総務05-02 総務部 契約管財課 優先・継続 課 契約・検査事務 ●

区事業の執⾏に必要な物品の調達、売却、賃
借、請負その他の契約に関して、区にとって最
も有利な条件を提⽰した事業者を選定し、その
契約内容を確実に履⾏させる

総務 06 01 総務06-01 総務部 収納対策課 応急対策 本部
【災害対策本部・資源管理班】
輸送担当業務

●
◆輸送拠点の管理運営 ◆輸送⾞両及び燃料の
確保、管理 ◆物資輸送に係る調整、実施全般

総務 06 02 総務06-02 総務部 収納対策課 優先・継続 課
債権保全、取⽴て等債権の管理
に関する業務

●

滞納者より、⽔害のため身体的・経済的に影響
を受けたと申出があった場合、生活状況の調査
を⾏った上で、財産調査、差押等滞納処分の実
施及び納付相談などを⾏う

総務 07 01 総務07-01 総務部 税務課 応急対策 本部
【災害対策本部・資源管理班】
輸送担当業務

●
◆輸送拠点の管理運営 ◆輸送⾞両及び燃料の
確保、管理 ◆物資輸送に係る調整、実施全般

総務 07 03 総務07-03 総務部 税務課 復旧・復興 課 減 免 ●
被災した納税義務者の申請を受けて納期未到来
の税額について減免を⾏うための準備及び履⾏

総務 07 02 総務07-02 総務部 税務課 優先・継続 課 特別区税の賦課 ●
納税義務者、特別徴収義務者等からの申告、報
告を受け、税額を算出し、納税通知、税額通知
等の送付を⾏う

部 課

収納対策課

すぐやる課
総務部

業務区分 所管 業務名

■業務開始時期

業務内容

警戒期 応急期 復旧期

部C 課C 連C 業務NO

人権推進課

人事課

契約管財課

税務課
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【施設部】 

 

応急
準備期

気
象
予
警
報

1
時
間
以
内

破
堤
か
ら
2
1
時
間

〜
2
4
時
間

1
週
間

２
週
間

1
か
月

施設 02 01 施設02-01 施設部 営繕課 応急対策 課
区有建築物の設計・⼯事監理監
督等

● 災害時における⼯事中の区有建築物安全確認

施設 01,02 03 施設01,02-03 施設部 営繕課,施設管理課 復旧・復興 部 公共建築物現況調査 ● 公共施設の復旧に向けた調査を実施

施設 01,02 04 施設01,02-04 施設部 営繕課,施設管理課 復旧・復興 部 公共施設（建築物）の復旧支援 ●
◆公共施設の復旧、利⽤再開に向けた技術的な
助⾔や調整支援を⾏う

施設 03 01 施設03-01 施設部 施設維持課 応急対策 部
台風・集中豪⾬時の⽔防態勢
（警戒）

● ◆⽔防態勢に応じた⽔防業務の実施（警戒）

施設 03 02 施設03-02 施設部 施設維持課 応急対策 部
台風・集中豪⾬時の⽔防態勢
（対応）

●
◆⽔防態勢に応じた⽔防業務の実施（発災後対
応）

施設 03 04 施設03-04 施設部 施設維持課 応急対策 本部
【災害対策本部・資源管理班】
資源維持管理担当業務

● ◆給⽔拠点の管理、運⽤

施設 03 03 施設03-03 施設部 施設維持課 応急対策 本部
【災害対策本部・資源管理班】
総合庁舎維持管理業務

●
◆総合庁舎の躯体・設備等の点検、応急措置及
び使⽤可否の検討 ◆通信機器の導通状況の確
認等

施設 03 05 施設03-05 施設部 施設維持課 応急対策 部 公共建築物現況調査 ● 公共施設の復旧に向けた調査を実施

施設 03 06 施設03-06 施設部 施設維持課 復旧・復興 部 公共施設（建築物）の復旧支援 ●
◆公共施設の復旧、利⽤再開に向けた技術的な
助⾔や調整支援を⾏う

施設 01 01 施設01-01 施設部 施設管理課 応急対策 本部
【災害対策本部・資源管理班】
資源維持管理担当業務

●

◆総合庁舎躯体、設備等の点検及び使⽤可否の
検討 ◆通信機器等の疎通状況等の確認
◆備蓄品に係る管理全般及び救援物資の受け⼊
れの決定 ◆給⽔拠点の管理、運⽤

施設 01,02 03 施設01,02-03 施設部 営繕課,施設管理課 復旧・復興 部 公共建築物現況調査 ● 公共施設の復旧に向けた調査を実施

施設 01,02 04 施設01,02-04 施設部 営繕課,施設管理課 復旧・復興 部 公共施設（建築物）の復旧支援 ●
◆公共施設の復旧、利⽤再開に向けた技術的な
助⾔や調整支援を⾏う

部 課

施設部

施設管理課

施設維持課

業務区分 所管 業務名

■業務開始時期

業務内容

警戒期 応急期 復旧期

部C 課C 連C 業務NO

営繕課
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【地域振興部(1/3)】 

 

応急
準備期

気
象
予
警
報

1
時
間
以
内

破
堤
か
ら
2
1
時
間

〜
2
4
時
間

1
週
間

２
週
間

1
か
月

地振 01 01 地振01-01 地域振興部 地域振興課 応急対策 部
【連携本部 庶務】
地域連携対策本部 庶務班とし
ての業務

●
地域連携対策本部 各班の人員配置の調整
と活動班からの情報を収集・整理し、災害
対策本部へ情報提供する

地振 01 02 地振01-02 地域振興部 地域振興課 応急対策 部
【被害状況確認】
地域連携対策本部 活動班とし
ての業務①

●
地域コミュニティ施設の施設利⽤者の安全
確保と被害状況を確認する

地振 01 03 地振01-03 地域振興部 地域振興課 応急対策 部

【⽔害時一時滞在施設 開設準
備】
地域連携対策本部 活動班とし
ての業務②

●
地区センター等に⽔害時一時滞在施設を開
設する準備のため、配置要員の確保・備蓄
品等を確認する

地振 01 04 地振01-04 地域振興部 地域振興課 応急対策 部

【⽔害時一時滞在施設 開設運
営】
地域連携対策本部 活動班とし
ての業務③

●
地区センター等に⽔害時一時滞在施設を開
設し、運営する。

地振 01 05 地振01-05 地域振興部 地域振興課 応急対策 部
【災対拠点 開設・情報収集】
地域連携対策本部 活動班とし
ての業務④

●
地域コミュニティ施設において、町会・自
治会等の地域の被害状況や要望事項等の情
報を収集する

地振 01 06 地振01-06 地域振興部 地域振興課 応急対策 部

【災対拠点 相談窓⼝設置・情
報収集・情報発信】
地域連携対策本部 活動班とし
ての業務⑤

●

地域コミュニティ施設に区⺠問い合わせ対
応窓⼝を設置し、区⺠等からの問い合わせ
や相談に応じるとともに、災害対策本部か
らの被害状況等の各種情報を区⺠へ提供す
る

地振 01 07 地振01-07 地域振興部 地域振興課 応急対策 部
【帰宅困難者対応】
地域連携対策本部 活動班とし
ての業務⑥

●
地域コミュニティ施設に避難した避難者や
帰宅困難者の一時滞在の受⼊れ、施設の管
理運営

地振 01 08 地振01-08 地域振興部 地域振興課 応急対策 課
【被害状況の点検調査】
地域コミュニティ施設の被害状
況の点検調査

●
地域コミュニティ施設の浸⽔等の被害状況
について点検調査を⾏う

地振 01 09 地振01-09 地域振興部 地域振興課 応急対策 部 遺体の収容計画の検討 ●

「遺体収容マニュアル」に基づき、遺体収
容所の開設施設、都及び警察への検視班・
検案班の派遣要請、死亡者情報の管理、遺
族への遺体等の引き渡し、身元不明遺体の
保管・埋火葬について検討する

地振 01 11 地振01-11 地域振興部 地域振興課 復旧・復興 課
支援内容の自治町会への情報提
供

●
区⺠や町会に対する各種被災者支援の情報
を提供する。

地振 01 12 地振01-12 地域振興部 地域振興課 復旧・復興 部
区役所職員
り災証明書の発⾏

●
住家被害認定調査結果を踏まえたり災証明
書の申請受付及び発⾏等の実施

地振 01 13 地振01-13 地域振興部 地域振興課 復旧・復興 部
応援職員
り災証明書の発⾏

●
住家被害認定調査結果を踏まえたり災証明
書の申請受付及び発⾏等の実施

地振 01 10 地振01-10 地域振興部 地域振興課 優先・継続 課 地域活動の支援・協働の推進 ●

住みよいまちづくりのために自治町会等が
自発的に⾏う地域活動を側⾯から支援する
(19地区センター⻑の配置) ◆地域住⺠に
関する情報収集、提供 ◆地域住⺠との連
絡・調整

部 課

地域振興部
地域振興課

業務区分 所管 業務名

■業務開始時期

業務内容

警戒期 応急期 復旧期

部C 課C 連C 業務NO

11



 

 

■第 3 章 受援・応援 

- 52 - 

【地域振興部(2/3)】 

 

応急
準備期

気
象
予
警
報

1
時
間
以
内

破
堤
か
ら
2
1
時
間

〜
2
4
時
間

1
週
間

２
週
間

1
か
月

地振 02 01 地振02-01 地域振興部 ⼾籍住⺠課 応急対策 部
【連携本部 庶務】
地域連携対策本部 庶務班とし
ての業務

●
地域連携対策本部 各班の人員配置の調整
と活動班からの情報を収集・整理し、災害
対策本部へ情報提供する

地振 02 02 地振02-02 地域振興部 ⼾籍住⺠課 応急対策 部
【被害状況確認】
地域連携対策本部 活動班とし
ての業務①

●
地域コミュニティ施設の施設利⽤者の安全
確保と被害状況を確認する

地振 02 03 地振02-03 地域振興部 ⼾籍住⺠課 応急対策 部

【⽔害時一時滞在施設 開設準
備】
地域連携対策本部 活動班とし
ての業務②

●
地区センター等に⽔害時一時滞在施設を開
設する準備のため、配置要員の確保・備蓄
品等を確認する

地振 02 04 地振02-04 地域振興部 ⼾籍住⺠課 応急対策 部

【⽔害時一時滞在施設 開設運
営】
地域連携対策本部 活動班とし
ての業務③

●
地区センター等に⽔害時一時滞在施設を開
設し、運営する。

地振 02 05 地振02-05 地域振興部 ⼾籍住⺠課 応急対策 部
【災対拠点 開設・情報収集】
地域連携対策本部 活動班とし
ての業務④

●
地域コミュニティ施設において、町会・自
治会等の地域の被害状況や要望事項等の情
報を収集する

地振 02 06 地振02-06 地域振興部 ⼾籍住⺠課 応急対策 部

【災対拠点 相談窓⼝設置・情
報収集・情報発信】
地域連携対策本部 活動班とし
ての業務⑤

●

地域コミュニティ施設に区⺠問い合わせ対
応窓⼝を設置し、区⺠等からの問い合わせ
や相談に応じるとともに、災害対策本部か
らの被害状況等の各種情報を区⺠へ提供す
る

地振 02 07 地振02-07 地域振興部 ⼾籍住⺠課 応急対策 部
【帰宅困難者対応】
地域連携対策本部 活動班とし
ての業務⑥

●
地域コミュニティ施設に避難した避難者や
帰宅困難者の一時滞在の受⼊れ、施設の管
理運営

地振 02 08 地振02-08 地域振興部 ⼾籍住⺠課 応急対策 課
浸⽔に応じた業務継続施設の判
断

●
浸⽔被害や浸⽔想定に応じ、浸⽔しないエ
リアでの区⺠事務所の継続や業務移⾏の判
断を⾏う。

地振 02 23 地振02-23 地域振興部 ⼾籍住⺠課 復旧・復興 部
区役所職員
り災証明書の発⾏

●
住家被害認定調査結果を踏まえたり災証明
書の申請受付及び発⾏等の実施

地振 02 24 地振02-24 地域振興部 ⼾籍住⺠課 復旧・復興 部
応援職員
り災証明書の発⾏

●
住家被害認定調査結果を踏まえたり災証明
書の申請受付及び発⾏等の実施

地振 02 15 地振02-15 地域振興部 ⼾籍住⺠課 優先・継続 課
個人の印鑑登録事務
（区⺠事務所）

● （外国人を含む）を受付、印鑑登録証を発
⾏する

地振 02 19 地振02-19 地域振興部 ⼾籍住⺠課 優先・継続 課
各種証明書の交付
（区⺠事務所）

●
住⺠票の写し・⼾籍の証明・税証明書等の
交付を⾏う

地振 02 21 地振02-21 地域振興部 ⼾籍住⺠課 優先・継続 課
個人番号カード交付及び公的個
人認証事務
（区⺠事務所）

●

◆国により作成された個人番号カードを区
で交付する ◆オンライン⼿続等をする際
の本人であることの証明として、個人番号
カードに認証する

地振 02 09 地振02-09 地域振興部 ⼾籍住⺠課 優先・継続 課 各種⼾籍窓⼝業務 ●

◆⼾籍の照会、調査及び回答 ◆特別永住
許可申請・特別永住者証明書交付等事務
◆各種証明書の交付 ◆⼾籍の届出（死亡
を除く）受付及び記載、編成に関する事務
◆個人の印鑑登録事務

地振 02 11 地振02-11 地域振興部 ⼾籍住⺠課 優先・継続 課
個人番号カード交付及び公的個
人認証事務

●

◆国により作成された個人番号カードを区
で交付する ◆オンライン⼿続等をする際
の本人であることの証明として、個人番号
カードに認証する

地振 02 12 地振02-12 地域振興部 ⼾籍住⺠課 優先・継続 課 住⺠基本台帳の整備 ●

住⺠異動（転出⼊・主変・分離・合併等）
の届出を受付、住⺠基本台帳へ記載すると
ともに、国⺠健康保険証、介護保険証、⼦
ども医療証等の発⾏を⾏う

地振 02 13 地振02-13 地域振興部 ⼾籍住⺠課 優先・継続 課
住⺠基本台帳の整備
（区⺠事務所）

●

住⺠異動（転出⼊・主変・分離・合併等）
の届出を受付、住⺠基本台帳へ記載すると
ともに、国⺠健康保険証、介護保険証等の
発⾏を⾏う

地振 02 10 地振02-10 地域振興部 ⼾籍住⺠課 優先・継続 課 死亡届の受付及び火葬許可 ●
死亡届に基づき、火葬許可証を交付すると
ともに、⼾籍簿へ記載する

地振 02 17 地振02-17 地域振興部 ⼾籍住⺠課 優先・継続 課
出生届の受付及び死亡届の受付
及び火葬許可
（区⺠事務所）

●
出生届の受付及び死亡届に基づき、火葬許
可証を交付する

地振 02 22 地振02-22 地域振興部 ⼾籍住⺠課 優先・継続 課
個人番号カード交付及び公的個
人認証事務
（浸⽔した区⺠事務所）

●

◆国により作成された個人番号カードを区
で交付する ◆オンライン⼿続等をする際
の本人であることの証明として、個人番号
カードに認証する

地振 02 14 地振02-14 地域振興部 ⼾籍住⺠課 優先・継続 課
住⺠基本台帳の整備
（浸⽔した区⺠事務所）

●

住⺠異動（転出⼊・主変・分離・合併等）
の届出を受付、住⺠基本台帳へ記載すると
ともに、国⺠健康保険証、介護保険証等の
発⾏を⾏う

地振 02 16 地振02-16 地域振興部 ⼾籍住⺠課 優先・継続 課
個人の印鑑登録事務
（浸⽔した区⺠事務所）

● （外国人を含む）を受付、印鑑登録証を発
⾏する

地振 02 18 地振02-18 地域振興部 ⼾籍住⺠課 優先・継続 課
出生届の受付及び死亡届の受付
及び火葬許可
（浸⽔した区⺠事務所）

●
出生届の受付及び死亡届に基づき、火葬許
可証を交付する

地振 02 20 地振02-20 地域振興部 ⼾籍住⺠課 優先・継続 課
各種証明書の交付
（浸⽔した区⺠事務所）

●
住⺠票の写し・⼾籍の証明・税証明書等の
交付を⾏う

部 課

地域振興部
⼾籍住⺠課

業務区分 所管 業務名

■業務開始時期

業務内容

警戒期 応急期 復旧期

部C 課C 連C 業務NO

12
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【地域振興部(3/3)】 

 

応急
準備期

気
象
予
警
報

1
時
間
以
内

破
堤
か
ら
2
1
時
間

〜
2
4
時
間

1
週
間

２
週
間

1
か
月

地振 03 03 地振03-03 地域振興部 危機管理課 応急対策 計画
【災害対策本部・統括班】
態勢移⾏

●
気象情報、河川⽔位に応じて本部態勢の移⾏を
検討し、必要に応じて各部への情報提供や態勢
構築を⾏う。

地振 03 04 地振03-04 地域振興部 危機管理課 応急対策 本部
【災害対策本部・統括班】
計画担当業務

●

◆各種情報分析、総合的な災害対策の企画⽴案
等による本部⻑の意思決定等支援 ◆災害対策
本部各班及び各対策本部単独の対応が困難な事
案の対応策の調整決定 ◆災害対策本部会議の
開催 ◆災害救助法の適⽤⼿続きに関すること

地振 03 06 地振03-06 地域振興部 危機管理課 応急対策 本部
【災害対策本部・統括班】
避難所統括担当業務

●
◆⽔害一時滞在施設や各種避難所の開設状況及
び運営状況の把握及び取りまとめを⾏う。

地振 03 01 地振03-01 地域振興部 危機管理課 応急対策 本部
【災害対策本部】
本部統括

● 災害対策本部活動を統括する

地振 03 02 地振03-02 地域振興部 危機管理課 応急対策 本部
【災害対策本部・統括班】
班⻑業務

●
災害対策本部統括班の班⻑を務め、統括班業務
を管理する（担当︓危機管理課⻑）

地振 03 05 地振03-05 地域振興部 危機管理課 応急対策 本部
【災害対策本部・統括班】
受援渉外担当業務

●
◆受援に関する状況把握及び取りまとめ ◆資
源の調達及び整理 ◆応援職員の支援 ◆防災
関係機関、協定事業者との連絡調整

地振 03 07 地振03-07 地域振興部 危機管理課 応急対策 本部 孤⽴者の救助・救急活動 ●
◆通報を受けた孤⽴者について、消防や警察な
どの防災関係機関と連携して救助・救急活動を
支援する。

地振 03 09 地振03-09 地域振興部 危機管理課 優先・継続 課
【本部装備品】
各種通信・情報収集機器の運⽤
維持

●

◆防災⾏政無線、災害監視カメラ、ＩＰ無線
機、災害対策スマートフォン、東京都防災無
線、蓄電池等の各種通信・情報収集機器の運⽤
維持 ◆停電時の災害監視カメラ及び防災⾏政
無線室の空調⽤電源の確保

地振 03 11 地振03-11 地域振興部 危機管理課 優先・継続 課
防災気象情報の収集及び情報共
有

●
屋外対応等を支援するため、防災気象情報の収
集及び情報共有を⾏う。

地振 03 13 地振03-13 地域振興部 危機管理課 優先・継続 課
【施設維持】
学校備蓄倉庫維持管理

●
各小・中学校内にある備蓄倉庫（外倉庫含む）
の維持管理

地振 03 14 地振03-14 地域振興部 危機管理課 優先・継続 課
【施設維持】
災害備蓄倉庫及び資器材倉庫維
持管理

●
◆災害対策⽤の備蓄倉庫（⾼砂災害備蓄倉庫ほ
か）及び資器材倉庫の維持管理 ◆シャッター
の稼働状況や小荷物昇降機等の維持管理

地振 03 08 地振03-08 地域振興部 危機管理課 優先・継続 課
【本部装備品】
本部装備品の購⼊及び維持管理

●
拡声器や発電機、庁議室モニターシステムなど
の本部装備品の維持管理

地振 03 10 地振03-10 地域振興部 危機管理課 優先・継続 課 犯罪情報等の提供 ●
犯罪情報などの区⺠へ緊急にお伝えする必要の
ある情報を、安全・安心情報メール等を通じて
周知

地振 03 12 地振03-12 地域振興部 危機管理課 優先・継続 課
【危機管理関係】
危機事象への対応

区内で発生する危機事象（新型インフルエンザ
等、武⼒攻撃、大規模事故等）に対応する。
（随時対応のため、開始時期設定なし）

地振 04 10 地振04-10 地域振興部 文化国際課 応急対策 課

【⽔害時一時滞在施設開設準
備】
⽔害時一時滞在施設運営の体制
構築及び運営準備

●

◆職員参集 ◆役割確認 ◆一時待機場所の設
置
◆１階フロアの準備 ◆２階・４階・５階フロ
アの準備
◆誘導員の配置 ◆開設準備完了報告

地振 04 01 地振04-01 地域振興部 文化国際課 応急対策 課 外国人区⺠への災害情報等提供 ●
災害発生後、外国人区⺠へ迅速かつ正確に災
害・避難情報を伝達する

地振 04 11 地振04-11 地域振興部 文化国際課 応急対策 課
【⽔害時一時滞在施設運営】
一時滞在者への対応及び管理

●

◆施設運営に係る情報の⼊⼿ ◆滞留者の案
内・誘導 ◆滞留者の受け⼊れ、集計 ◆施設
滞在者への情報提供 ◆配⾷、給⽔ ◆滞在者
の安全確保 ◆保健衛生活動

地振 04 07 地振04-07 地域振興部 文化国際課 応急対策 課
【施設利⽤者の安全確保】
施設の被害状況の確認

●
◆ 各自の安全確保 ◆ 施設利⽤者の安全確認
◆ 避難⾏動の判断・指⽰

地振 04 12 地振04-12 地域振興部 文化国際課 応急対策 課
【施設の機能維持】
ライフライン等の継続的管理

●

◆災害対策本部への報告、要請 ◆備蓄物資等
の管理 ◆し尿処理対策 ◆ごみの収集・分
別・処理 ◆定期的な警備・点検 ◆不具合に
対する速やかな措置

地振 04 06 地振04-06 地域振興部 文化国際課 復旧・復興 課
支援内容の外国人区⺠への情報
発信

●

外国人区⺠向けの支援情報等を区HP「外国人の
みなさんへ」のページへ集約し発信する。特に
重要な情報は、概要を「やさしい⽇本語」や国
際交流ボランティアを活⽤して中国語や英語に
翻訳し、同ページ内へ掲載する。

地振 04 08 地振04-08 地域振興部 文化国際課 応急対策 課
【被害状況確認】
施設全体の被害状況の確認

● ◆災害対策本部への被害状況の報告

地振 04 09 地振04-09 地域振興部 文化国際課 応急対策 課
【被害状況確認】
施設内部及び設備の被害状況の
確認

●

◆各フロアの確認 ◆電気設備の確認
◆ガス設備の確認 ◆⽔道設備の確認
◆通信機器類の確認 ◆下⽔道設備の確認
◆エレベーター設備の確認 ◆被害状況の集約
と本部への報告

地振 04 05 地振04-05 地域振興部 文化国際課 復旧・復興 課 深井⼾給⽔施設の保全、管理 ●
文化会館に設置された震災対策⽤深井⼾給⽔施
設の被害状況等を点検し、設置者である危機管
理課へ報告・対応協議を⾏う。

地振 04 13 地振04-13 地域振興部 文化国際課 応急対策 課
【廃止】
施設の廃止

●
◆災害対策本部からの廃止指⽰を受ける
◆資器材等の処置 ◆閉鎖報告

地振 04 14 地振04-14 地域振興部 文化国際課 復旧・復興 課
【事後処理】
必要経費の協議・精算

●
◆⽔害時一時滞在施設開設に伴い発生した経費
について、指定管理者と協議し、精算事務を⾏
う

地振 04 02 地振04-02 地域振興部 文化国際課 優先・継続 課 外国人生活相談 ●
外国人区⺠からの区政及び⽇常生活一般に関す
る相談に応じる

地振 04 04 地振04-04 地域振興部 文化国際課 優先・継続 課
指定管理者との協議・調整及び
指導・監督
（施設の維持管理）

●
施設の破損故障部分の修繕・設備等の保守につ
いて指定管理者と協議・調整を⾏い、区⺠が安
全に利⽤できる状態に整備する

部 課

地域振興部

業務区分 所管 業務名

■業務開始時期

業務内容

警戒期 応急期 復旧期

部C 課C 連C 業務NO

文化国際課

危機管理課

13
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【産業観光部】 

 

応急
準備期

気
象
予
警
報

1
時
間
以
内

破
堤
か
ら
2
1
時
間

〜
2
4
時
間

1
週
間

２
週
間

1
か
月

産観 01 03 産観01-03 産業観光部 産業経済課 応急対策 課
東四つ木⼯場ビル及び創業支援
施設利⽤者の安全確保・避難及
び被害状況確認

●
◆ 施設利⽤者の安全確認を⾏い、 避難⾏動
の判断・指⽰を⾏う。◆ 施設の被害状況を確
認する。

産観 01,02,03 01 産観01,02,03-01 産業観光部 産業経済課,商工振興課,観光課 応急対策 部
【施設利⽤者の安全確保】
施設の被害状況の確認

●
◆ 各自の安全確保 ◆ 施設利⽤者の安全確
認

産観 01,02,03 06 産観01,02,03-06 産業観光部 産業経済課,商工振興課,観光課 応急対策 本部
【区災害対策本部への報告】
物資輸送拠点としての開設準備

●
◆開設準備が完了次第、災害対策本部の統括
班（情報管理担当）へ、物資輸送拠点の開設
準備完了した旨を報告

産観 01,02,03 02 産観01,02,03-02 産業観光部 産業経済課,商工振興課,観光課 応急対策 部
【施設全体の被害状況の確認】
施設の被害状況の確認

●
◆施設全体（外観）の目視点検 ◆施設近隣
の被害状況の確認 ◆災害対策本部への被害
状況の報告【第１報】

産観 01,02,03 09 産観01,02,03-09 産業観光部 産業経済課,商工振興課,観光課 応急対策 本部
【情報の継続的提供・管理】
物資輸送拠点の機能維持

●
◆原則１⽇に２回（本部会議後）、区の災害
対策に係る最新情報を、事務所近傍の空きス
ペースに掲⽰する

産観 01,02,03 03 産観01,02,03-03 産業観光部 産業経済課,商工振興課,観光課 応急対策 部
【施設内部及び設備の被害状況
の確認】
 施設の被害状況の確認

●

◆各階フロア部分の確認 ◆ライフラインの
確認
◆通信機器類の確認 ◆各階下⽔道設備（ト
イレ等）の確認 ◆エレベーター設備の確認
◆被害状況のとりまとめ ◆災害対策本部へ
の報告【第２報】

産観 01,02,03 04 産観01,02,03-04 産業観光部 産業経済課,商工振興課,観光課 応急対策 本部
【１階フロア部分の準備】
物資輸送拠点としての開設準備

●
◆物資搬⼊⼝の設営 ◆物資搬出⼝の設営
◆荷下し場所及び仕分け場所、分別場所、保
管場所の設営 ◆事務所の設営

産観 01,02,03 05 産観01,02,03-05 産業観光部 産業経済課,商工振興課,観光課 応急対策 本部
【２階フロア部分の準備】
物資輸送拠点としての開設準備

●

◆拠点要員等の休憩場所として、２階和室及
び大会議室控室を確保 ◆休憩場所に「物資
輸送拠点休憩室」の表⽰を掲⽰ ◆毛布等の
資材の搬⼊

産観 01,02,03 07 産観01,02,03-07 産業観光部 産業経済課,商工振興課,観光課 応急対策 本部
【救援物資の受領・保管】
物資輸送拠点の運営

●
◆物資の受け⼊れ【⾞両誘導】 ◆物資の受
領

産観 01,02,03 08 産観01,02,03-08 産業観光部 産業経済課,商工振興課,観光課 応急対策 本部
【ライフライン等の継続的管
理】
物資輸送拠点の機能維持

●
◆ライフライン等の点検と処置の継続 ◆施
設の備蓄物資等の管理 ◆し尿処理対策 ◆
ごみの収集・分別・処理

産観 01 01 産観01-01 産業観光部 産業経済課 応急対策 課
区内産業の被災状況調査及び被
災者の支援

●
区内事業者・⼯場等の被災状況の把握及び被
災者への支援を検討する

産観 01 02 産観01-02 産業観光部 産業経済課 応急対策 課
農作物の被害調査及び被災者の
支援

●
区内の農地、農作物等の被害状況調査、都へ
の被害額等の報告、被災農家等への支援制度
の周知・相談対応

産観 01 04 産観01-04 産業観光部 産業経済課 復旧・復興 課
東四つ木⼯場ビル及び創業支援
施設の復旧及び再開準備

●
◆施設の復旧や修繕等の維持管理を実施す
る。
◆再開の時期や周知⽅法を検討し、再開準備

産観 01 99
産観01-

01
産業観光部

産業経済課,商工振
興課,観光課

中止・休止 課
施設等利⽤休止判断、利⽤者の
避難及び施設の被害状況の確認

●
◆所管施設やイベントの利⽤休止判断や、利
⽤者の避難、施設被害状況を確認する

産観 01 05 産観01-05 産業観光部 産業経済課 優先・継続 課
被災者の消費者トラブルにかか
る相談

●
◆被災後、悪質な事業者等とのトラブルに対
応するため、消費生活相談を実施（必要に応
じて夜間特別相談を実施する）

産観 01 06 産観01-06 産業観光部 産業経済課 優先・継続 課
被災者の消費者トラブルにかか
る相談

●
◆災害に便乗した悪質商法についての注意喚
起チラシを作成し、避難所などに周知する

産観 01 07 産観01-07 産業観光部 産業経済課 優先・継続 本部
農作物の被害調査及び被災者の
支援

●
区内の農地、農作物等の被害状況調査、都へ
の被害額等の報告、被災農家等への支援制度
の周知・相談対応

産観 02 01 産観02-01 産業観光部 商工振興課 応急対策 課
区内産業の被災状況調査及び被
災者の支援

●
区内商⼯業の被災状況調査、都への被害額等
の報告、被災企業等への支援制度の周知・相
談対応

産観 03 02 産観03-02 産業観光部 観光課 復旧・復興 課 施設の復旧及び再開準備 ●
◆施設の復旧や修繕等の維持管理を実施す
る。
◆再開の時期や周知⽅法を検討し、再開準備

産観 03 01 産観03-01 産業観光部 観光課 中止・休止 課
施設等利⽤休止判断、利⽤者の
避難及び施設の被害状況の確認

●
◆所管施設やイベントの利⽤休止判断や、利
⽤者の避難、施設被害状況を確認する

部 課

観光課

業務区分 所管 業務名

■業務開始時期

業務内容

警戒期 応急期 復旧期

部C 課C 連C 業務NO

産業観光部
産業経済課

商工振興課

14
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【環境部(1/2)】 

 

応急
準備期

気
象
予
警
報

1
時
間
以
内

破
堤
か
ら
2
1
時
間

〜
2
4
時
間

1
週
間

２
週
間

1
か
月

環境 01 02 環境01-02 環境部 環境課 応急対策 部 活動体制の確⽴ ●

◆従事可能な職員が概ね参集した時点
で、本格的な業務体制を整える
◆指揮班・本部運営班の編成と各人の
役割を確認する

環境 01 01 環境01-01 環境部 環境課 応急対策 部 災害廃棄物対策本部の設置 ●
災害廃棄物対策本部マニュアルに基づ
き、災害廃棄物対策本部を設置する

環境 01 03 環境01-03 環境部 環境課 応急対策 部 災害廃棄物の排出ルールの周知 ●
避難所や一般家庭から排出される災害
廃棄物の排出や回収についてのルール
を広報、周知する

環境 01 10 環境01-10 環境部 環境課 復旧・復興 課 広報・広聴の実施 ●

◆（広報）部所管業務について、早急
に区⺠へ知らせるべき事項の集約、掲
⽰物・配布物の作成 ◆（広聴）臨時
相談窓⼝の開設 ◆緊急を要する事案
については現地調査・対応を⾏う

環境 01 07 環境01-07 環境部 環境課 復旧・復興 課 環境保全体制の確⽴ ●
環境課各係に関連する庁舎外施設等の
復旧計画・体制を検討する

環境 01 08 環境01-08 環境部 環境課 復旧・復興 課 環境保全活動の実施 ●
環境保全体制の確⽴で検討した環境保
全活動を実施する

環境 01 09 環境01-09 環境部 環境課 復旧・復興 課 ⼯場等の被害状況調査 ●
適正管理化学物質使⽤量報告書を提出
した⼯場、指定作業場の被害状況の把
握（約８０件）

環境 01 04 環境01-04 環境部 環境課 優先・継続 課
他の課、係、関係者（国、都、
環境保全団体等）との調整

●
自然環境関連業務に関する連絡・調整
業務

環境 01 05 環境01-05 環境部 環境課 優先・継続 課
石綿含有建材を使⽤している解
体現場被害の把握

●

アスベスト除去⼯事、アスベスト含有
建材を使⽤している解体・改修⼯事が
⽔害による流出等により、一般大気中
にアスベストが飛散した恐れがないか
を調査、把握する

環境 01 06 環境01-06 環境部 環境課 優先・継続 課 エコ助成⾦ ●

◆個人住宅、事業所などが、太陽光発
電システムや断熱改修を導⼊する際の
費⽤の一部を助成する
◆設置が完了し、請求のあった件につ
いては、支出する

環境 02 02 環境02-02 環境部 リサイクル清掃課 応急対策 部 活動体制の確⽴ ●

◆従事可能な職員が概ね参集した時点
で、本格的な業務体制を整える
◆指揮班・本部運営班の編成と各人の
役割を確認する

環境 02 03 環境02-03 環境部 リサイクル清掃課 応急対策 部 災害廃棄物の排出ルールの周知 ● ●
避難所や一般家庭から排出される災害
廃棄物の排出や回収についてのルール
を広報、周知する

環境 02 05 環境02-05 環境部 リサイクル清掃課 応急対策 課
集積所の被災状況の把握・
ごみ収集・処理作業の調整

●

災害対策本部に避難所の状況、災対都
市整備部に道路の状況を確認し、ごみ
集積所の被災状況を把握した上で、清
掃事務所と協⼒し、ごみ排出量を推計
する

環境 02 10 環境02-10 環境部 リサイクル清掃課 復旧・復興 課 収集運搬⾞両等の広域支援要請 ●

収集運搬⾞両の必要台数の推計を⾏
い、支援を要する運搬⾞両の種類ごと
の台数と期間を決定し、特別区災害廃
棄物処理対策本部を通して、広域支援
を要請する

環境 02 07 環境02-07 環境部 リサイクル清掃課 復旧・復興 課
地区集積所等・一次仮置場の確
保

●
公園課等と調整し、地区集積所等・一
次仮置場を確保し、近隣住⺠への周知
を⾏う

環境 02 09 環境02-09 環境部 リサイクル清掃課 復旧・復興 課
災害廃棄物処理実⾏計画の作成
及び処理の調整

●
◆災害廃棄物処理実⾏計画を作成する
◆処理状況に関する情報収集・解析を
⾏う

環境 02 12 環境02-12 環境部 リサイクル清掃課 復旧・復興 課 ⼆次仮置場への搬⼊調整 ●

特別区災害廃棄物処理対策本部の選定
した⼆次仮置場を把握し、一次仮置場
から⼆次仮置場への搬⼊路の確保、⾞
両の決定及び搬⼊調整を⾏う。

環境 02 01 環境02-01 環境部 リサイクル清掃課 応急対策 課
清掃分野に関する情報集約及び
提供

●
清掃⼯場、雇上会社、ごみ集積所等の
被害状況を集約し、関係機関に情報提
供する

環境 02 08 環境02-08 環境部 リサイクル清掃課 復旧・復興 課
地区集積所等・一次仮置場の設
置・管理

●
協定業者へ地区集積所等・一次仮置場
の設置・管理を委託する

環境 02 04 環境02-04 環境部 リサイクル清掃課 応急対策 課 し尿収集の調整 ●
道路啓開状況、し尿収集⾞の配⾞可能
台数、し尿搬⼊先の被害状況等の情報
を収集し、清掃事務所に提供する

環境 02 06 環境02-06 環境部 リサイクル清掃課 復旧・復興 課 災害廃棄物発生量の推計 ●
関係部署から必要な情報を得て、災害
廃棄物発生量の推計を⾏う

環境 02 11 環境02-11 環境部 リサイクル清掃課 復旧・復興 課 広域処理の調整 ●

東京都へ事務委託の協議を⾏い、対策
本部より受⼊先自治体についての情報
提供を受け、特別区災害廃棄物処理対
策本部を通して、受⼊先自治体の災害
廃棄物処理の進捗状況を把握する

部 課 業務区分 所管 業務名

■業務開始時期

業務内容

警戒期 応急期 復旧期

部C 課C 連C 業務NO

環境課
環境部

リサイクル清掃課

15
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【環境部(2/2)】 

 

応急
準備期

気
象
予
警
報

1
時
間
以
内

破
堤
か
ら
2
1
時
間

〜
2
4
時
間

1
週
間

２
週
間

1
か
月

環境 03 01 環境03-01 環境部 清掃事務所 応急対策 課 ごみ集積所の状況確認 ●
ごみ集積所の被害状況や区内道路の被
害状況を確認し、集積所利⽤の可否や
運搬ルートの判断を⾏う。

環境 03 04 環境03-04 環境部 清掃事務所 応急対策 課 区⺠への情報提供の検討・実施 ●

⾞両の稼働状況や従事可能職員数、集
積所や道路状況で収集ルートなどが変
更となった場合、区⺠へチラシや広
報・ホームページ・町会・自治会経由
で周知する

環境 03 05 環境03-05 環境部 清掃事務所 応急対策 課
ごみ集積所の場所や収集曜⽇、
収集時間等の一時的な変更

●
災害規模によっては避難所等に臨時集
積所の設置や情報の掲⽰を⾏う

環境 03 07 環境03-07 環境部 清掃事務所 応急対策 課 し尿収集運搬（可燃ごみ扱い） ●
避難所や一般家庭から排出される凝固
剤等によって固形化されたし尿を可燃
ごみとして回収する。

環境 03 02 環境03-02 環境部 清掃事務所 応急対策 課
災害を契機として発生する問合
せ業務

●

ごみの収集に関する問い合わせや、清
掃⼯場等の稼働状況、搬⼊可否、粗大
ごみ業務の稼働状況等、収集全般に対
する問い合わせ対応を⾏う

環境 03 03 環境03-03 環境部 清掃事務所 応急対策 課 一般廃棄物処理業関連業務 ●

◆東京⼆十三区清掃一部事務組合及び
清掃協議会との連絡調整 ◆一般廃棄
物処理業許可業者への⽴⼊検査、⼿数
料⼊⾦処理等

環境 03 06 環境03-06 環境部 清掃事務所 応急対策 課
し尿収集運搬（バキューム⾞使
⽤）

●
◆汲み取り式便所を利⽤している世帯
に対し、通常作業と依頼があれば適時
対応する

環境 03 11 環境03-11 環境部 清掃事務所 優先・継続 課 ⾞両維持管理 ●
◆⾞両の状態確認 ◆使⽤可能⾞両台
数の確認
◆作業計画と⾞両数の調整

環境 03 14 環境03-14 環境部 清掃事務所 優先・継続 課 マニフェスト関連業務 ●
◆一般廃棄物を継続的に清掃⼯場へ持
込みする事業者との連絡調整 ◆マニ
フェスト番号の登録

環境 03 09 環境03-09 環境部 清掃事務所 優先・継続 課
粗大ごみ収集受託事業者の状況
確認（準備）

● 粗大ごみ収集受託事業者との連絡調整

環境 03 10 環境03-10 環境部 清掃事務所 優先・継続 課 廃棄物収集運搬 ●

清掃⼯場や中継所の稼動状況、稼動可
能⾞両（雇上含む）と従事可能職員
数、集積所や道路状況等の情報から策
定した収集計画に基づき、早期に収集
作業を開始する

環境 03 08 環境03-08 環境部 清掃事務所 優先・継続 課 動物死体処理 ●

◆処理業者により通常の回収や処理が
出来るか状況を確認する ◆区⺠が飼
育する動物や、敷地内や集積所で死亡
した動物について、依頼があれば回収
し処理業者へ引き渡す

環境 03 13 環境03-13 環境部 清掃事務所 優先・継続 課 粗大ごみ作業 ●
◆収集業務委託 ◆⾼齢者宅からの運
びだし業務 ◆⼿数料減免⼿続き業務
◆受託事業者との連絡調整

環境 03 12 環境03-12 環境部 清掃事務所 優先・継続 課
資源化受託事業者の状況確認
（準備）

● 資源化受託事業者との連絡調整

部 課 業務区分 所管 業務名

■業務開始時期

業務内容

警戒期 応急期 復旧期

部C 課C 連C 業務NO

環境部
清掃事務所

16
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【福祉部(1/6)】 

 

応急
準備期

気
象
予
警
報

1
時
間
以
内

破
堤
か
ら
2
1
時
間

〜
2
4
時
間

1
週
間

２
週
間

1
か
月

福祉 01 01 福祉01-01 福祉部 福祉管理課 応急対策 部
福祉避難所（第2順位避難所）
の安全確認
【災対福祉部】

●

福祉避難所51か所（区⽴施設︓2、特
養︓22、⽼健︓8、養護︓1、ケ
ア:1、障害者施設︓17）の安全確認を
⾏い、開設可能かを確認する

福祉 01 02 福祉01-02 福祉部 福祉管理課 応急対策 部
福祉避難所開設の決定
【災対福祉部】

●
区内の被害⾒込みを確認し、福祉避難
所の開設の判断

福祉 01 04 福祉01-04 福祉部 福祉管理課 応急対策 部
最優先となる避難⾏動要支援者
の安否確認
【災対福祉部】

●

最優先に支援が必要となる、平常時で
も生命維持に不可⽋な医療、介護等の
サービスを受けている⾼齢者や障害者
の安否確認

福祉 01 06 福祉01-06 福祉部 福祉管理課 応急対策 部

最優先で対応すべき避難⾏動要
支援者への支援者（ホームヘル
パー等）の派遣準備【災対福祉
部】

●
最優先で安否確認が必要な者への支援
者（ホームヘルパー等）の派遣が可能
な事業者の把握

福祉 01 05 福祉01-05 福祉部 福祉管理課 応急対策 部
福祉避難所の開設、運営
【災対福祉部】

●

福祉避難所の開設と運営（要配慮者で
避難が必要な区⺠の受⼊れ、⾏動障害
のある障害者はできるだけ障害者施設
へ案内する）

福祉 01 07 福祉01-07 福祉部 福祉管理課 応急対策 部
最優先で対応すべき避難⾏動要
支援者への支援者（ホームヘル
パー等）の派遣【災対福祉部】

●
最優先安否確認者への緊急支援（⾷
事、飲料⽔、ホームヘルパー等の提
供・派遣）

福祉 01 08 福祉01-08 福祉部 福祉管理課 応急対策 部
福祉避難所の運営状況の確認と
支援【災対福祉部】

●
防災害対策⽤ＩＰ無線等を使い、各福
祉避難所の運営状況を確認し、必要な
支援を⾏う

福祉 01 13 福祉01-13 福祉部 福祉管理課 応急対策 部
避難⾏動要支援者の安否確認
【災対福祉部】

●
最優先対応者を除く⾼齢者や障害者の
安否確認

福祉 01 14 福祉01-14 福祉部 福祉管理課 応急対策 部
避難⾏動要支援者への支援者
（ホームヘルパー等）の派遣準
備【災対福祉部】

●
最優先対応者を除く⾼齢者や障害者へ
の支援者（ホームヘルパー等）の派遣
が可能な事業者の把握

福祉 01 09 福祉01-09 福祉部 福祉管理課 応急対策 部
災害ボランティアセンター設置
の要請
【災対福祉部】

●
災害対策本部において、災害ボラン
ティアセンター設置の決定を受け、社
会福祉協議会に開設の要請を⾏う

福祉 01 12 福祉01-12 福祉部 福祉管理課 応急対策 部
避難⾏動要支援者の相談窓⼝の
開設
【災対福祉部】

●
◆福祉ニーズの把握 ◆具体的な支援
やサービス提供支援 ◆⼊所措置等

福祉 01 15 福祉01-15 福祉部 福祉管理課 応急対策 部
避難⾏動要支援者への支援者
（ホームヘルパー等）の派遣
【災対福祉部】

●
最優先対応者を除く⾼齢者や障害者へ
の支援（ホームヘルパー等の提供）

福祉 01 16 福祉01-16 福祉部 福祉管理課 復旧・復興 課 災害弔慰⾦等の支給 ●
災害弔慰⾦・災害障害⾒舞⾦支給制度
の周知、申請受付、支給⼿続き事務

福祉 01 17 福祉01-17 福祉部 福祉管理課 復旧・復興 課 災害援護資⾦等の融資 ●
災害援護資⾦、生活福祉資⾦等の制度
の周知、申請受付、貸付⼿続き事務

福祉 01 10 福祉01-10 福祉部 福祉管理課 応急対策 課
災害ボランティアセンターの開
設、運営
【災対福祉部】

●
社会福祉協議会による災害ボランティ
アセンターの開設、運営の支援

福祉 01 11 福祉01-11 福祉部 福祉管理課 応急対策 課
サテライト型災害ボランティア
センターの開設、運営
【災対福祉部】

●
社会福祉協議会によるサテライト型災
害ボランティアセンターの開設、運営
の支援

福祉 01 03 福祉01-03 福祉部 福祉管理課 優先・継続 課
⺠生委員関係事務
（⺠生委員の安否確認）

●
⺠生委員の安否を確認し、活動を支援
する

部 課 業務区分 所管 業務名

■業務開始時期

業務内容

警戒期 応急期 復旧期

部C 課C 連C 業務NO

福祉管理課
福祉部

17
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【福祉部(2/6)】 

 

応急
準備期

気
象
予
警
報

1
時
間
以
内

破
堤
か
ら
2
1
時
間

〜
2
4
時
間

1
週
間

２
週
間

1
か
月

福祉 02 02 福祉02-02 福祉部 くらしのまるごと相談課 応急対策 部
最優先となる避難⾏動要支援者
の安否確認
【災対福祉部】

●

最優先に支援が必要となる、平常時で
も生命維持に不可⽋な医療、介護等の
サービスを受けている⾼齢者や障害者
の安否確認

福祉 02 04 福祉02-04 福祉部 くらしのまるごと相談課 応急対策 部

最優先で対応すべき避難⾏動要
支援者への支援者（ホームヘル
パー等）の派遣準備【災対福祉
部】

●
最優先で安否確認が必要な者への支援
者（ホームヘルパー等）の派遣が可能
な事業者の把握

福祉 02 01 福祉02-01 福祉部 くらしのまるごと相談課 応急対策 部
福祉避難所開設の決定
【災対福祉部】

●
区内の被害⾒込みを確認し、福祉避難
所の開設の判断

福祉 02 03 福祉02-03 福祉部 くらしのまるごと相談課 応急対策 部
福祉避難所の開設、運営
【災対福祉部】

●

福祉避難所の開設と運営（要配慮者で
避難が必要な区⺠の受⼊れ、⾏動障害
のある障害者はできるだけ障害者施設
へ案内する）

福祉 02 05 福祉02-05 福祉部 くらしのまるごと相談課 応急対策 部
最優先で対応すべき避難⾏動要
支援者への支援者（ホームヘル
パー等）の派遣【災対福祉部】

●
最優先安否確認者への緊急支援（⾷
事、飲料⽔、ホームヘルパー等の提
供・派遣）

福祉 02 07 福祉02-07 福祉部 くらしのまるごと相談課 応急対策 部
避難⾏動要支援者の安否確認
【災対福祉部】

●
最優先対応者を除く⾼齢者や障害者の
安否確認

福祉 02 08 福祉02-08 福祉部 くらしのまるごと相談課 応急対策 部
避難⾏動要支援者への支援者
（ホームヘルパー等）の派遣準
備【災対福祉部】

●

常時、生命維持に不可⽋な医療、介護
等のサービスを受けていない⾼齢者や
障害者への支援者（ホームヘルパー
等）の派遣が可能な事業者の把握

福祉 02 06 福祉02-06 福祉部 くらしのまるごと相談課 応急対策 部
避難⾏動要支援者の相談窓⼝の
開設
【災対福祉部】

●
◆福祉ニーズの把握 ◆具体的な支援
やサービス提供支援 ◆⼊所措置等

福祉 02 09 福祉02-09 福祉部 くらしのまるごと相談課 応急対策 部
避難⾏動要支援者への支援者
（ホームヘルパー等）の派遣
【災対福祉部】

●

常時、生命維持に不可⽋な医療、介護
等のサービスを受けていない⾼齢者や
障害者への支援（ホームヘルパー等の
提供）

福祉 03 01 福祉03-01 福祉部 ⾼齢者支援課 応急対策 部
福祉避難所（第2順位避難所）
の安全確認
【災対福祉部】

●

福祉避難所51か所（区⽴施設︓2、特
養︓22、⽼健︓8、養護︓1、ケア︓
1、障害者施設︓17）の安全確認を⾏
い、開設可能かを確認する

福祉 03 02 福祉03-02 福祉部 ⾼齢者支援課 応急対策 部
福祉避難所開設の決定
【災対福祉部】

●
区内の被害⾒込みを確認し、福祉避難
所の開設の判断

福祉 03 03 福祉03-03 福祉部 ⾼齢者支援課 応急対策 部
最優先となる避難⾏動要支援者
の安否確認
【災対福祉部】

●
最優先対応者を除く⾼齢者や障害者の
安否確認

福祉 03 05 福祉03-05 福祉部 ⾼齢者支援課 応急対策 部

最優先で対応すべき避難⾏動要
支援者への支援者（ホームヘル
パー等）の派遣準備【災対福祉
部】

●
最優先対応者を除く⾼齢者や障害者へ
の支援者（ホームヘルパー等）の派遣
が可能な事業者の把握

福祉 03 04 福祉03-04 福祉部 ⾼齢者支援課 応急対策 部
福祉避難所の開設、運営
【災対福祉部】

●

福祉避難所の開設と運営（要配慮者で
避難が必要な区⺠の受⼊れ、⾏動障害
のある障害者はできるだけ障害者施設
へ案内する）

x 03 07 福祉03-07 福祉部 ⾼齢者支援課 応急対策 部
最優先で対応すべき避難⾏動要
支援者への支援者（ホームヘル
パー等）の派遣【災対福祉部】

●
最優先対応者を除く⾼齢者や障害者へ
の支援（ホームヘルパー等の提供）

福祉 03 08 福祉03-08 福祉部 ⾼齢者支援課 応急対策 部
福祉避難所の運営状況の確認と
支援
【災対福祉部】

●
災害対策⽤ＩＰ無線等を使い、各福祉
避難所の運営状況を確認し、必要な支
援を⾏う

福祉 03 10 福祉03-10 福祉部 ⾼齢者支援課 応急対策 部
避難⾏動要支援者の安否確認
【災対福祉部】

●
最優先対応者を除く⾼齢者や障害者へ
の支援者（ホームヘルパー等）の派遣
が可能な事業者の把握

福祉 03 11 福祉03-11 福祉部 ⾼齢者支援課 応急対策 部
避難⾏動要支援者への支援者
（ホームヘルパー等）の派遣準
備【災対福祉部】

●
最優先対応者を除く⾼齢者や障害者へ
の支援（ホームヘルパー等の提供）

福祉 03 06 福祉03-06 福祉部 ⾼齢者支援課 応急対策 部

協定に基づく在宅要支援者の安
全確保等に関する葛飾区介護
サービス事業者協議会等との協
働

●

◆介護サービス事業者の被災状況等報
告 ◆在宅要支援者の被災状況等報告
◆⾒守り型緊急通報システム、配⾷
サービス等利⽤者の安否確認等を事業
者へ要請

福祉 03 09 福祉03-09 福祉部 ⾼齢者支援課 応急対策 部
避難⾏動要支援者の相談窓⼝の
開設
【災対福祉部】

●
◆福祉ニーズの把握 ◆具体的な支援
やサービス提供支援 ◆⼊所措置等

福祉 03 12 福祉03-12 福祉部 ⾼齢者支援課 応急対策 部
避難⾏動要支援者への支援者
（ホームヘルパー等）の派遣
【災対福祉部】

●

常時、生命維持に不可⽋な医療、介護
等のサービスを受けていない⾼齢者や
障害者への支援（ホームヘルパー等の
提供）

部 課 業務区分 所管 業務名

■業務開始時期

業務内容

警戒期 応急期 復旧期

部C 課C 連C 業務NO

⾼齢者支援課

くらしのまるごと相談課
福祉部

18
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【福祉部(3/6)】 

 

応急
準備期

気
象
予
警
報

1
時
間
以
内

破
堤
か
ら
2
1
時
間

〜
2
4
時
間

1
週
間

２
週
間

1
か
月

福祉 04 01 福祉04-01 福祉部 障害福祉課 応急対策 部
福祉避難所（第2順位避難所）
の安全確認
【災対福祉部】

●

福祉避難所51か所（区⽴施設︓2、特
養︓22、⽼健︓8、養護︓1、ケア︓
1、障害者施設︓17）の安全確認を⾏
い、開設可能かを確認する

福祉 04 02 福祉04-02 福祉部 障害福祉課 応急対策 部
福祉避難所開設の決定
【災対福祉部】

●
第1順位避難所や区内の被災状況を確
認し、福祉避難所の開設の判断

福祉 04 03 福祉04-03 福祉部 障害福祉課 応急対策 部
最優先となる避難⾏動要支援者
の安否確認
【災対福祉部】

●

最優先に支援が必要となる、平常時で
も生命維持に不可⽋な医療、介護等の
サービスを受けている⾼齢者や障害者
の安否確認

福祉 04 05 福祉04-05 福祉部 障害福祉課 応急対策 部

最優先で対応すべき避難⾏動要
支援者への支援者（ホームヘル
パー等）の派遣準備【災対福祉
部】

●
最優先で安否確認が必要な者への支援
者（ホームヘルパー等）の派遣が可能
な事業者の把握

福祉 04 04 福祉04-04 福祉部 障害福祉課 応急対策 部
福祉避難所の開設、運営
【災対福祉部】

●

福祉避難所の開設と運営（要配慮者で
避難が必要な区⺠の受⼊れ、⾏動障害
のある障害者はできるだけ障害者施設
へ案内する）

福祉 04 06 福祉04-06 福祉部 障害福祉課 応急対策 課

協定に基づく在宅要支援者の安
全確保等に関する葛飾区介護
サービス事業者協議会等との協
働

●

◆介護サービス事業者の被災状況等報
告 ◆在宅要支援者の被災状況等報告
◆⾒守り型緊急通報システム、配⾷
サービス等利⽤者の安否確認等を事業
者へ要請

福祉 04 07 福祉04-07 福祉部 障害福祉課 応急対策 部
最優先で対応すべき避難⾏動要
支援者への支援者（ホームヘル
パー等）の派遣【災対福祉部】

●
最優先安否確認者への緊急支援（⾷
事、飲料⽔、ホームヘルパー等の提
供・派遣）

福祉 04 08 福祉04-08 福祉部 障害福祉課 応急対策 部
福祉避難所の運営状況の確認と
支援【災対福祉部】

●
災害対策⽤ＩＰ無線等を使い、各福祉
避難所の運営状況を確認し、必要な支
援を⾏う

福祉 04 11 福祉04-11 福祉部 障害福祉課 応急対策 部
避難⾏動要支援者の安否確認
【災対福祉部】

●
最優先対応者を除く⾼齢者や障害者の
安否確認

福祉 04 12 福祉04-12 福祉部 障害福祉課 応急対策 部
避難⾏動要支援者への支援者
（ホームヘルパー等）の派遣準
備【災対福祉部】

●
最優先対応者を除く⾼齢者や障害者へ
の支援者（ホームヘルパー等）の派遣
が可能な事業者の把握

福祉 04 10 福祉04-10 福祉部 障害福祉課 応急対策 部
避難⾏動要支援者の相談窓⼝の
開設
【災対福祉部】

●
◆福祉ニーズの把握 ◆具体的な支援
やサービス提供支援 ◆⼊所措置等

福祉 04 13 福祉04-13 福祉部 障害福祉課 応急対策 部
避難⾏動要支援者への支援者
（ホームヘルパー等）の派遣
【災対福祉部】

●
最優先対応者を除く⾼齢者や障害者へ
の支援（ホームヘルパー等の提供）

福祉 04 09 福祉04-09 福祉部 障害福祉課 優先・継続 課 ⼿話相談 ●

◆聴覚障害者及び⾳声⾔語機能障害者
に対して⼿話通訳者が福祉に関する相
談及び受付を⾏う
◆他課からの依頼に基づき、⼿話通訳
者を派遣し聴覚障害者等の⼿続き等の
支援を⾏う

部 課 業務区分 所管 業務名

■業務開始時期

業務内容

警戒期 応急期 復旧期

部C 課C 連C 業務NO

障害福祉課
福祉部

19
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【福祉部(4/6)】 

 

応急
準備期

気
象
予
警
報

1
時
間
以
内

破
堤
か
ら
2
1
時
間

〜
2
4
時
間

1
週
間

２
週
間

1
か
月

福祉 05 01 福祉05-01 福祉部 障害者施設課 応急対策 部
福祉避難所（第2順位避難所）
の安全確認
【災対福祉部】

●

福祉避難所51か所（区⽴施設︓2、特
養︓22、⽼健︓8、養護︓1、ケア︓
1、障害者施設︓17）の安全確認を⾏
い、開設可能かを確認する

福祉 05 02 福祉05-02 福祉部 障害者施設課 応急対策 課
災害ＨＰでの情報発信
メール配信 ●

緊急時のお知らせをメール配信システ
ム等を使⽤し、保護者に伝える

福祉 05 03 福祉05-03 福祉部 障害者施設課 応急対策 部
福祉避難所開設の決定
【災対福祉部】

●
第1順位避難所や区内の被災状況を確
認し、福祉避難所の開設の判断

福祉 05 04 福祉05-04 福祉部 障害者施設課 応急対策 部
最優先となる避難⾏動要支援者
の安否確認
【災対福祉部】

●

最優先に支援が必要となる、平常時で
も生命維持に不可⽋な医療、介護等の
サービスを受けている⾼齢者や障害者
の安否確認

福祉 05 05 福祉05-05 福祉部 障害者施設課 応急対策 部
福祉避難所の開設、運営
【災対福祉部】

●

福祉避難所の開設と運営（要配慮者で
避難が必要な区⺠の受⼊れ、⾏動障害
のある障害者はできるだけ障害者施設
へ案内する）

福祉 05 06 福祉05-06 福祉部 障害者施設課 応急対策 部

最優先で対応すべき避難⾏動要
支援者への支援者（ホームヘル
パー等）の派遣準備【災対福祉
部】

●
最優先で安否確認が必要な者への支援
者（ホームヘルパー等）の派遣が可能
な事業者の把握

福祉 05 07 福祉05-07 福祉部 障害者施設課 応急対策 部
最優先で対応すべき避難⾏動要
支援者への支援者（ホームヘル
パー等）の派遣【災対福祉部】

●
最優先安否確認者への緊急支援（⾷
事、飲料⽔、ホームヘルパー等の提
供・派遣）

福祉 05 08 福祉05-08 福祉部 障害者施設課 応急対策 部
福祉避難所の運営状況の確認と
支援
【災対福祉部】

●
災害対策⽤ＩＰ無線等を使い、各福祉
避難所の運営状況を確認し、必要な支
援を⾏う

福祉 05 10 福祉05-10 福祉部 障害者施設課 応急対策 部
避難⾏動要支援者の安否確認
【災対福祉部】

●
最優先対応者を除く⾼齢者や障害者の
安否確認

福祉 05 11 福祉05-11 福祉部 障害者施設課 応急対策 部
避難⾏動要支援者への支援者
（ホームヘルパー等）の派遣準
備【災対福祉部】

●
最優先対応者を除く⾼齢者や障害者へ
の支援者（ホームヘルパー等）の派遣
が可能な事業者の把握

福祉 05 09 福祉05-09 福祉部 障害者施設課 応急対策 部
避難⾏動要支援者の相談窓⼝の
開設
【災対福祉部】

●
◆福祉ニーズの把握 ◆具体的な支援
やサービス提供の⼿配 ◆⼊所措置等
への仲介

福祉 05 12 福祉05-12 福祉部 障害者施設課 応急対策 部
避難⾏動要支援者への支援者
（ホームヘルパー等）の派遣
【災対福祉部】

●
最優先対応者を除く⾼齢者や障害者へ
の支援（ホームヘルパー等の提供）

福祉 06 01 福祉06-01 福祉部 国保年⾦課 応急対策 部
福祉避難所開設の決定
【災対福祉部】

●
第1順位避難所や区内の被災状況を確
認し、福祉避難所の開設の判断

福祉 06 02 福祉06-02 福祉部 国保年⾦課 応急対策 部
最優先となる避難⾏動要支援者
の安否確認
【災対福祉部】

●

最優先に支援が必要となる、平常時で
も生命維持に不可⽋な医療、介護等の
サービスを受けている⾼齢者や障害者
の安否確認

福祉 06 04 福祉06-04 福祉部 国保年⾦課 応急対策 部

最優先で対応すべき避難⾏動要
支援者への支援者（ホームヘル
パー等）の派遣準備【災対福祉
部】

●
最優先で安否確認が必要な者への支援
者（ホームヘルパー等）の派遣が可能
な事業者の把握

福祉 06 03 福祉06-03 福祉部 国保年⾦課 応急対策 部
福祉避難所の開設、運営
【災対福祉部】

●

福祉避難所の開設と運営（要配慮者で
避難が必要な区⺠の受⼊れ、⾏動障害
のある障害者はできるだけ障害者施設
へ案内する）

福祉 06 05 福祉06-05 福祉部 国保年⾦課 応急対策 部
最優先で対応すべき避難⾏動要
支援者への支援者（ホームヘル
パー等）の派遣【災対福祉部】

●
最優先安否確認者への緊急支援（⾷
事、飲料⽔、ホームヘルパー等の提
供・派遣）

福祉 06 06 福祉06-06 福祉部 国保年⾦課 応急対策 部
福祉避難所の運営状況の確認と
支援
【災対福祉部】

●
災害対策⽤ＩＰ無線等を使い、各福祉
避難所の運営状況を確認し、必要な支
援を⾏う

福祉 06 08 福祉06-08 福祉部 国保年⾦課 応急対策 部
避難⾏動要支援者の安否確認
【災対福祉部】

●
最優先対応者を除く⾼齢者や障害者の
安否確認

福祉 06 09 福祉06-09 福祉部 国保年⾦課 応急対策 部
避難⾏動要支援者への支援者
（ホームヘルパー等）の派遣準
備【災対福祉部】

●
最優先対応者を除く⾼齢者や障害者へ
の支援者（ホームヘルパー等）の派遣
が可能な事業者の把握

福祉 06 07 福祉06-07 福祉部 国保年⾦課 応急対策 部
避難⾏動要支援者の相談窓⼝の
開設
【災対福祉部】

●
◆福祉ニーズの把握 ◆具体的な支援
やサービス提供支援 ◆⼊所措置等

福祉 06 10 福祉06-10 福祉部 国保年⾦課 応急対策 部
避難⾏動要支援者への支援者
（ホームヘルパー等）の派遣
【災対福祉部】

●
最優先対応者を除く⾼齢者や障害者へ
の支援（ホームヘルパー等の提供）

福祉 06 11 福祉06-11 福祉部 国保年⾦課 復旧・復興 課
国⺠健康保険料及び一部負担⾦
の減免等

●
災害時などの事由により保険料等の支
払いが困難な場合の減免⼿続きの準備

福祉 06 12 福祉06-12 福祉部 国保年⾦課 復旧・復興 課
後期⾼齢者医療保険料及び一部
負担⾦の減免等

●
災害時などの事由により保険料等の支
払いが困難な場合の減免⼿続きの準備

部 課 業務区分 所管 業務名

■業務開始時期

業務内容

警戒期 応急期 復旧期

部C 課C 連C 業務NO

障害者施設課

国保年⾦課

福祉部

20
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【福祉部(5/6)】 

 

応急
準備期

気
象
予
警
報

1
時
間
以
内

破
堤
か
ら
2
1
時
間

〜
2
4
時
間

1
週
間

２
週
間

1
か
月

福祉 07 01 福祉07-01 福祉部 介護保険課 応急対策 部
福祉避難所（第2順位避難所）
の安全確認
【災対福祉部】

●

福祉避難所51か所（区⽴施設︓2、特
養︓22、⽼健︓8、養護︓1、ケア︓
1、障害者施設︓17）の安全確認を⾏
い、開設可能かを確認する

福祉 07 02 福祉07-02 福祉部 介護保険課 応急対策 部
福祉避難所開設の決定
【災対福祉部】

●
第1順位避難所や区内の被災状況を確
認し、福祉避難所の開設の判断

福祉 07 03 福祉07-03 福祉部 介護保険課 応急対策 部
最優先となる避難⾏動要支援者
の安否確認
【災対福祉部】

●

最優先に支援が必要となる、平常時で
も生命維持に不可⽋な医療、介護等の
サービスを受けている⾼齢者や障害者
の安否確認

福祉 07 05 福祉07-05 福祉部 介護保険課 応急対策 部

最優先で対応すべき避難⾏動要
支援者への支援者（ホームヘル
パー等）の派遣準備【災対福祉
部】

●
最優先で安否確認が必要な者への支援
者（ホームヘルパー等）の派遣が可能
な事業者の把握

福祉 07 04 福祉07-04 福祉部 介護保険課 応急対策 部
福祉避難所の開設、運営
【災対福祉部】

●

福祉避難所の開設と運営（要配慮者で
避難が必要な区⺠の受⼊れ、⾏動障害
のある障害者はできるだけ障害者施設
へ案内する）

福祉 07 07 福祉07-07 福祉部 介護保険課 応急対策 部
最優先で対応すべき避難⾏動要
支援者への支援者（ホームヘル
パー等）の派遣【災対福祉部】

●
最優先安否確認者への緊急支援（⾷
事、飲料⽔、ホームヘルパー等の提
供・派遣）

福祉 07 08 福祉07-08 福祉部 介護保険課 応急対策 部
福祉避難所の運営状況の確認と
支援
【災対福祉部】

●
災害対策⽤ＩＰ無線等を使い、各福祉
避難所の運営状況を確認し、必要な支
援を⾏う

福祉 07 10 福祉07-10 福祉部 介護保険課 応急対策 部
避難⾏動要支援者の安否確認
【災対福祉部】

●
最優先対応者を除く⾼齢者や障害者の
安否確認

福祉 07 11 福祉07-11 福祉部 介護保険課 応急対策 部
避難⾏動要支援者への支援者
（ホームヘルパー等）の派遣準
備【災対福祉部】

●
最優先対応者を除く⾼齢者や障害者へ
の支援者（ホームヘルパー等）の派遣
が可能な事業者の把握

福祉 07 06 福祉07-06 福祉部 介護保険課 応急対策 課

協定に基づく在宅要支援者の安
全確保等に関する葛飾区介護
サービス事業者協議会等との協
働

●

◆介護サービス事業者の被災状況等報
告 ◆在宅要支援者の被災状況等報告
◆⾒守り型緊急通報システム、配⾷
サービス等利⽤者の安否確認等を事業
者へ要請

福祉 07 09 福祉07-09 福祉部 介護保険課 応急対策 部
避難⾏動要支援者の相談窓⼝の
開設
【災対福祉部】

●
◆福祉ニーズの把握 ◆具体的な支援
やサービス提供支援 ◆⼊所措置等

福祉 07 12 福祉07-12 福祉部 介護保険課 応急対策 部
避難⾏動要支援者への支援者
（ホームヘルパー等）の派遣
【災対福祉部】

●
最優先対応者を除く⾼齢者や障害者へ
の支援（ホームヘルパー等の提供）

福祉 07 13 福祉07-13 福祉部 介護保険課 復旧・復興 課
介護保険料及び一部負担⾦の支
払いの減免等

●

部 課 業務区分 所管 業務名

■業務開始時期

業務内容

警戒期 応急期 復旧期

部C 課C 連C 業務NO

介護保険課
福祉部

21
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【福祉部(6/6)】 

 
  

応急
準備期

気
象
予
警
報

1
時
間
以
内

破
堤
か
ら
2
1
時
間

〜
2
4
時
間

1
週
間

２
週
間

1
か
月

福祉 08 01 福祉08-01 福祉部 ⻄⽣活課 応急対策 部
福祉避難所開設の決定
【災対福祉部】

●
第1順位避難所や区内の被災状況を確
認し、福祉避難所の開設の判断

福祉 08 02 福祉08-02 福祉部 ⻄⽣活課 応急対策 部
最優先となる避難⾏動要支援者
の安否確認
【災対福祉部】

●

最優先に支援が必要となる、平常時で
も生命維持に不可⽋な医療、介護等の
サービスを受けている⾼齢者や障害者
の安否確認

福祉 08 04 福祉08-04 福祉部 ⻄⽣活課 応急対策 部

最優先で対応すべき避難⾏動要
支援者への支援者（ホームヘル
パー等）の派遣準備【災対福祉
部】

●
最優先で安否確認が必要な者への支援
者（ホームヘルパー等）の派遣が可能
な事業者の把握

福祉 08 03 福祉08-03 福祉部 ⻄⽣活課 応急対策 部
福祉避難所の開設、運営
【災対福祉部】

●

福祉避難所の開設と運営（要配慮者で
避難が必要な区⺠の受⼊れ、⾏動障害
のある障害者はできるだけ障害者施設
へ案内する）

福祉 08 06 福祉08-06 福祉部 ⻄⽣活課 応急対策 部
福祉避難所の運営状況の確認と
支援
【災対福祉部】

●
災害対策⽤ＩＰ無線等を使い、各福祉
避難所の運営状況を確認し、必要な支
援を⾏う

福祉 08 08 福祉08-08 福祉部 ⻄⽣活課 応急対策 部
避難⾏動要支援者の安否確認
【災対福祉部】

●
最優先対応者を除く⾼齢者や障害者の
安否確認

福祉 08 09 福祉08-09 福祉部 ⻄⽣活課 応急対策 部
避難⾏動要支援者への支援者
（ホームヘルパー等）の派遣準
備【災対福祉部】

●
最優先対応者を除く⾼齢者や障害者へ
の支援者（ホームヘルパー等）の派遣
が可能な事業者の把握

福祉 08 05 福祉08-05 福祉部 ⻄⽣活課 応急対策 部
避難⾏動要支援者への支援者
（ホームヘルパー等）の派遣
【災対福祉部】

●
最優先安否確認者への緊急支援（⾷
事、飲料⽔、ホームヘルパー等の提
供・派遣）

福祉 08 07 福祉08-07 福祉部 ⻄⽣活課 応急対策 部
避難⾏動要支援者の相談窓⼝の
開設
【災対福祉部】

●
◆福祉ニーズの把握 ◆具体的な支援
やサービス提供支援 ◆⼊所措置等

福祉 08 10 福祉08-10 福祉部 ⻄⽣活課 応急対策 部
避難⾏動要支援者への支援者
（ホームヘルパー等）の派遣
【災対福祉部】

●
最優先対応者を除く⾼齢者や障害者へ
の支援（ホームヘルパー等の提供）

福祉 09 04 福祉09-04 福祉部 東⽣活課 応急対策 部
災害を契機として発生する中国
残留邦人等に対する相談等業務
（中国語対応を含む）

●
災害発生時の生活上の諸問題に関する
相談及び問い合わせ等業務

福祉 09 01 福祉09-01 福祉部 東⽣活課 応急対策 部
福祉避難所開設の決定
【災対福祉部】

●
第1順位避難所や区内の被災状況を確
認し、福祉避難所の開設の判断

福祉 09 02 福祉09-02 福祉部 東⽣活課 応急対策 部
最優先となる避難⾏動要支援者
の安否確認
【災対福祉部】

●

最優先に支援が必要となる、平常時で
も生命維持に不可⽋な医療、介護等の
サービスを受けている⾼齢者や障害者
の安否確認

福祉 09 03 福祉09-03 福祉部 東⽣活課 応急対策 部
福祉避難所の開設、運営
【災対福祉部】

●

福祉避難所の開設と運営（要配慮者で
避難が必要な区⺠の受⼊れ、⾏動障害
のある障害者はできるだけ障害者施設
へ案内する）

福祉 09 07 福祉09-07 福祉部 東⽣活課 応急対策 部
福祉避難所の運営状況の確認と
支援
【災対福祉部】

●
災害対策⽤ＩＰ無線等を使い、各福祉
避難所の運営状況を確認し、必要な支
援を⾏う

福祉 09 09 福祉09-09 福祉部 東⽣活課 応急対策 部
避難⾏動要支援者の安否確認
【災対福祉部】

●
最優先対応者を除く⾼齢者や障害者の
安否確認

福祉 09 05 福祉09-05 福祉部 東⽣活課 応急対策 部
避難⾏動要支援者への支援者
（ホームヘルパー等）の派遣準
備【災対福祉部】

●
最優先で安否確認が必要な者への支援
者（ホームヘルパー等）の派遣が可能
な事業者の把握

福祉 09 10 福祉09-10 福祉部 東⽣活課 応急対策 部
避難⾏動要支援者への支援者
（ホームヘルパー等）の派遣準
備【災対福祉部】

●
最優先対応者を除く⾼齢者や障害者へ
の支援者（ホームヘルパー等）の派遣
が可能な事業者の把握

福祉 09 06 福祉09-06 福祉部 東⽣活課 応急対策 部
避難⾏動要支援者への支援者
（ホームヘルパー等）の派遣
【災対福祉部】

●
最優先安否確認者への緊急支援（⾷
事、飲料⽔、ホームヘルパー等の提
供・派遣）

福祉 09 08 福祉09-08 福祉部 東⽣活課 応急対策 部
避難⾏動要支援者の相談窓⼝の
開設
【災対福祉部】

●
◆福祉ニーズの把握 ◆具体的な支援
やサービス提供支援 ◆⼊所措置等

部 課 業務区分 所管 業務名

■業務開始時期

業務内容

警戒期 応急期 復旧期

部C 課C 連C 業務NO

⻄⽣活課
福祉部

東⽣活課

22
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【健康部(1/3)】 

 

応急
準備期

気
象
予
警
報

1
時
間
以
内

破
堤
か
ら
2
1
時
間

〜
2
4
時
間

1
週
間

２
週
間

1
か
月

健康 01 01 健康01-01 健康部 地域保健課 応急対策 課 物資等輸送体制の確保 ●
医薬品等の物資、また必要に応じて職
員や傷病者を⾞を使⽤して輸送する

健康 01 02 健康01-02 健康部 地域保健課 応急対策 課 災対健康部の移設検討 ●
建物等の施設設備の被災状況を想定し
て設置場所を決める。

健康 01 03 健康01-03 健康部 地域保健課 応急対策 課 職員の勤務態勢の把握 ●
従事職員の勤務時間等の割振り、健康
管理⾯の把握、勤務に必要な物資の調
達、休息場所の確保等を⾏う。

健康 01 11 健康01-11 健康部 地域保健課 応急対策 部
医療依存度の⾼い在宅療養者や
要支援者の対応

●

人⼯呼吸器等医療等医療機器を使⽤し
て在宅で療養している⽅、介助が必要
な⽅の安全確認。
医療や避難所などの紹介、助⾔の必要
な区⺠への対応

健康 01 05 健康01-05 健康部 地域保健課 応急対策 課
洪⽔緊急避難建物への緊急避難
者対応

●
洪⽔緊急避難建物に指定されているた
め、避難者が来所した場合の誘導や避
難スペースの確保等を⾏う。

健康 01 06 健康01-06 健康部 地域保健課 応急対策 課 情報連絡体制の確保 ●
◆医師会等関係機関、災害拠点病院等
医療機関、避難所等救護所との通信業
務を⾏う

健康 01 09 健康01-09 健康部 地域保健課 応急対策 課
避難所における健康相談、衛生
管理

●
学校避難所等における避難者の健康相
談、衛生管理の準備を⾏う。

健康 01 10 健康01-10 健康部 地域保健課 応急対策 部
避難所における健康管理・感染
症予防

●
学校避難所等における避難者の健康管
理、感染症予防の準備を⾏う。

健康 01 08 健康01-08 健康部 地域保健課 応急対策 課  応援医療救護班等の総合調整 ●
応援医療救護班、自治体公衆衛生医
師・保健師・獣医師等の受け⼊れ後、
配置先等の調整

健康 01 12 健康01-12 健康部 地域保健課 応急対策 課 避難所等救護所の設置運営 ●
緊急医療救護所を開設しない場合に開
設する避難所等救護所の設置場所や開
設時期の検討を⾏う。

健康 01 04 健康01-04 健康部 地域保健課 中止・休止 課
休⽇応急診療所の閉鎖・復旧の
判断

●
閉鎖・復旧の判断を⾏い、閉鎖・復旧
後に区HPや各種SNS等を利⽤し、区
⺠向けに情報発信する。

健康 02 04 健康02-04 健康部 ⽣活衛⽣課 応急対策 課 毒物・劇物取扱施設の注意喚起 ●
毒物・劇物取扱事業者に対して、毒
物・劇物の飛散防止についての助⾔

健康 02 11 健康02-11 健康部 ⽣活衛⽣課 応急対策 課 飼い主へのペット対策 ●
◆外飼いをしている飼い主に対しての
注意喚起

健康 02 10 健康02-10 健康部 ⽣活衛⽣課 応急対策 課 避難所の飼育動物同⾏避難対策 ●
◆同⾏避難についての飼い主に対する
周知

健康 02 14 健康02-14 健康部 ⽣活衛⽣課 応急対策 課 避難所等の⾷品衛生管理 ●

◆避難所の衛生設備や⾷品取扱状況の
確認と助⾔ ◆炊き出し等における衛
生管理についての助⾔ ◆⾷中毒発生
時の対応

健康 02 05 健康02-05 健康部 ⽣活衛⽣課 応急対策 課
毒物・劇物取扱施設の対応・指
導

●

◆毒物・劇物取扱施設の被災状況の確
認 ◆事業者に対して、毒物・劇物の
飛散・漏えい状況の報告及び中和作業
等の指⽰ ◆流出した場合は、近隣の
汚染状況の検査

健康 02 08 健康02-08 健康部 ⽣活衛⽣課 応急対策 課 負傷動物対策 ● ◆負傷動物に関する調整

健康 02 09 健康02-09 健康部 ⽣活衛⽣課 応急対策 課 逸走動物対策 ● ◆一時保護施設の設置及び運営

健康 02 16 健康02-16 健康部 ⽣活衛⽣課 応急対策 課
避難者⽤⾷料製造施設の巡回指
導業務

●

◆避難所や避難者向けの⾷品を製造し
ている施設に対する衛生指導及び現場
簡易検査の実施 ◆⾷中毒発生時の対
応

健康 02 06 健康02-06 健康部 ⽣活衛⽣課 応急対策 課
負傷動物対策
逸走動物対策

●
◆獣医師会及び都動物救護本部との連
絡調整 ◆区内動物病院の開設確認及
び公表

健康 02 17 健康02-17 健康部 ⽣活衛⽣課 優先・継続 課
公衆浴場の早期営業再開施設へ
の巡回指導業務

●
公衆浴場の早期営業再開施設に対する
衛生指導

健康 02 18 健康02-18 健康部 ⽣活衛⽣課 優先・継続 課
早期営業再開店舗等への巡回指
導業務

●

◆早期に営業を再開する店舗、仮設店
舗、臨時販売所、移動営業自動⾞等に
対する衛生指導 ◆⾷中毒発生時の対
応

部 課 業務区分 所管 業務名

■業務開始時期

業務内容

警戒期 応急期 復旧期

部C 課C 連C 業務NO

健康部
地域保健課

⽣活衛⽣課

23
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【健康部(2/3)】 

 
  

応急
準備期

気
象
予
警
報

1
時
間
以
内

破
堤
か
ら
2
1
時
間

〜
2
4
時
間

1
週
間

２
週
間

1
か
月

健康 03 03 健康03-03 健康部 健康推進課 応急対策 部
医療依存度の⾼い在宅療養者や
要支援者の対応

●

人⼯呼吸器等医療等医療機器を使⽤して在宅
で療養している⽅、介助が必要な⽅の安全確
認。
医療や避難所などの紹介、助⾔の必要な区⺠
への対応

健康 03 02 健康03-02 健康部 健康推進課 応急対策 部  応援医療救護班等の調整 ●
応援医療救護班、自治体公衆衛生医師・保健
師・獣医師等の派遣要請及び受け⼊れ調整

健康 03 05 健康03-05 健康部 健康推進課 応急対策 課 避難所等の健康管理（栄養） ●
避難住⺠の栄養に関する健康調査、指導、相
談及び慢性疾患患者等への支援

健康 04 03 健康04-03 健康部 保健予防課 応急対策 部
医療依存度の⾼い在宅療養者や
要支援者の対応

●

人⼯呼吸器等医療等医療機器を使⽤して在宅
で療養している⽅、介助が必要な⽅の安全確
認。
医療や避難所などの紹介、助⾔の必要な区⺠
への対応

健康 04 04 健康04-04 健康部 保健予防課 応急対策 部
避難所等の健康管理・感染症予
防

●
◆避難住⺠の健康調査、指導、相談（メンタ
ルヘルスを含む）及び慢性疾患患者等への支
援 ◆感染症の発生及びまん延防止

健康 04 10 健康04-10 健康部 保健予防課 応急対策 課 感染症予防業務 ●
◆避難所等での集団生活の中で、蔓延の可能
性の⾼い感染性疾患の患者把握と感染拡大防
止

健康 04 11 健康04-11 健康部 保健予防課 応急対策 課
被災地域における感染症防止対
策

●

◆災害時に遺体・動物の死骸などを原因とす
る害虫や感染症の発生を予防するための害虫
駆除・消毒の準備 ◆感染症発生時には、通
常の感染症発生時の対応に準じ対応する

健康 04 15 健康04-15 健康部 保健予防課 応急対策 課 予防接種事業 ●

◆避難所等での集団生活の中で必要になった
場合、緊急予防接種を実施する ◆結核予防
のBCG接種をした乳児のうち、コッホ現象出
現時に対応することで、結核患者の早期発⾒
と治療を⾏う

健康 04 12 健康04-12 健康部 保健予防課 優先・継続 課
感染症予防対策（結核審査会・
感染症診査会）

●

結核等の１類・２類感染症の患者が発生した
場合、感染症法に基づき、感染拡大防止と、
患者が適切な医療を受けることができるよう
診査を⾏う

健康 04 13 健康04-13 健康部 保健予防課 優先・継続 課 結核患者の治療向上事業 ●

結核患者が治療を中断することなく、必要な
期間適正な医療を受けることができるように
するとともに、治療中断者などのハイリスク
者に、適切な保健指導を実施することにより
治療を継続する

健康 04 14 健康04-14 健康部 保健予防課 優先・継続 課 結核検診（結核予防事業） ●

結核を早期発⾒し、結核患者を早期に治療に
つなげるために、結核患者に接触した⽅、結
核治療が治癒し経過観察している⽅を対象に
健診を実施する

健康 04 05 健康04-05 健康部 保健予防課 優先・継続 課
警察官からの精神障害のため自
傷他害のおそれがある者に関す
る通報（23条通報）

●

◆精神障害のために自身を傷つけ又は他人に
害を及ぼすおそれがあると認められる者に関
する通報を区内警察から受け、東京都に報告
◆都知事は、措置診察の要否、措置⼊院の要
否を決定する

健康 04 07 健康04-07 健康部 保健予防課 優先・継続 課 区⻑同意による医療保護⼊院 ●

精神保健指定医の診察の結果、⼊院が必要で
あり、本人の同意が得られず、保護者がいな
い場合、病院より区⻑同意の依頼を受け、概
況調査を⾏い、区⻑同意の依頼書の提出を受
ける

健康 04 08 健康04-08 健康部 保健予防課 優先・継続 課
１類・２類感染症患者の⼊院勧
告

●

感染症法に基づき、１類・２類感染症（結核
を含む）患者に対して、患者の医療の確保と
感染拡大防止のために強制⼒と患者の人権保
障制度を伴った⼊院勧告を⾏う

健康 04 06 健康04-06 健康部 保健予防課 優先・継続 課 感染症予防対策 ●
◆感染症の発生に伴い、患者の治療及び感染
症の拡大を防止する ◆発生届の受理、⼊院
勧告、疫学調査、診査会、決定、接触者健診

部 課 業務区分 所管 業務名

■業務開始時期

業務内容

警戒期 応急期 復旧期

部C 課C 連C 業務NO

健康部
健康推進課

保健予防課

24
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【健康部(3/3)】 

 
  

応急
準備期

気
象
予
警
報

1
時
間
以
内

破
堤
か
ら
2
1
時
間

〜
2
4
時
間

1
週
間

２
週
間

1
か
月

健康 05 05 健康05-05 健康部 ⻘⼾保健センター 復旧・復興 課 保健センターの再開 ●
⻘⼾または新小岩保健センターの再開業務を
⾏う

健康 05 01 健康05-01 健康部 ⻘⼾保健センター 優先・継続 課 難病訪問看護 ●

難病患者の⽅とその介護者を対象に家庭訪問
し、看護⽅法やリハビリ、栄養摂取や⼝腔衛
生について看護及び指導を⾏い、心身の機能
低下を防止し、健康の保持増進を図る

健康 05 02 健康05-02 健康部 ⻘⼾保健センター 優先・継続 課 精神保健相談 ●

◆精神科医師及び保健師がこころの問題等で
困っている⽅を訪問し、本人等に医療機関へ
の受診及び医療の継続等の相談・援助を⾏う
◆精神障害者が社会生活に適応するための生
活の相談等を⾏う

健康 05 03 健康05-03 健康部 ⻘⼾保健センター 優先・継続 課
健康相談（⾯接や家庭訪問によ
る保健指導）

●

◆⺟⼦、成人、精神、難病等の区⺠に対し、
必要に応じて⾯接や家庭を訪問し、本人や家
庭の状況を把握のうえ、生活習慣病予防等の
生活指導･助⾔等を⾏う ◆必要時関係機関と
の連絡調整を⾏う

健康 06 04 健康06-04 健康部 ⾦町保健センター 応急対策 部
医療依存度の⾼い在宅療養者や
要支援者の対応

●

人⼯呼吸器等医療等医療機器を使⽤して在宅
で療養している⽅、介助が必要な⽅の安全確
認。
医療や避難所などの紹介、助⾔の必要な区⺠
への対応

健康 06 03 健康06-03 健康部 ⾦町保健センター 応急対策 部
避難所等の健康管理・感染症予
防

●
◆避難住⺠の健康調査、指導、相談（メンタ
ルヘルスを含む）及び慢性疾患患者等への支
援 ◆感染症の発生及びまん延防止

健康 06 10 健康06-10 健康部 ⾦町保健センター 復旧・復興 課 保健センターの再開 ●
⾦町または⽔元保健センターの再開業務を⾏
う

健康 06 06 健康06-06 健康部 ⾦町保健センター 優先・継続 課 難病訪問看護 ●

難病患者の⽅とその介護者を対象に相談等を
⾏う。家庭訪問し、看護⽅法やリハビリ、栄
養摂取や⼝腔衛生について看護及び指導を⾏
い、心身の機能低下を防止し、健康の保持増
進を図る

健康 06 01 健康06-01 健康部 ⾦町保健センター 中止・休止 課 保健センターの閉鎖 ●

⻘⼾及び新小岩保健センターの閉鎖により保
健センター業務の集約のため⾦町または⽔元
保健センターの閉鎖判断と区⺠向けの周知を
⾏う
災害時庶務班庶務担当（情報連絡担当）より
医療機関（分勉医療機関含む）、平⽇夜間、
休⽇応急診療所の情報確認

健康 06 07 健康06-07 健康部 ⾦町保健センター 優先・継続 課 精神保健相談 ●

◆精神科医師及び保健師がこころの問題等で
困っている⽅を訪問し、本人等に医療機関へ
の受診及び医療の継続等の相談・援助を⾏う
◆精神障害者が社会生活に適応するための生
活の相談等を⾏う

健康 06 08 健康06-08 健康部 ⾦町保健センター 中止・休止 課
健康相談（⾯接や家庭訪問によ
る保健指導）

●

◆⺟⼦、成人、精神、難病等の区⺠に対し、
必要に応じて⾯接や家庭を訪問し、本人や家
庭の状況を把握のうえ、生活習慣病予防等の
生活指導･助⾔等を⾏う ◆必要時関係機関と
の連絡調整を⾏う

部 課 業務区分 所管 業務名

■業務開始時期

業務内容

警戒期 応急期 復旧期

部C 課C 連C 業務NO

⻘⼾保健センター
健康部

⾦町保健センター

25
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【子育て支援部(1/2)】 

 
 

応急
準備期

気
象
予
警
報

1
時
間
以
内

破
堤
か
ら
2
1
時
間

〜
2
4
時
間

1
週
間

２
週
間

1
か
月

⼦育 01 02 子育01-02 子育て支援部 子育て政策課 応急対策 課
⼦ども未来プラザ・児童館・学
童保育クラブ利⽤者の安全確保

●
⼦ども未来プラザ・児童館・学童保育クラブ
利⽤者の安全確保・避難誘導を図る

⼦育 01 03 子育01-03 子育て支援部 子育て政策課 応急対策 課
学童児等の安否・建物の状況確
認

●

学童児等の安否を随時確認する。建物の状況
を確認し、⾬漏り等不具合発⾒時には本庁へ
報告し、⽔の侵⼊防止策を可能な限り実施す
る。

⼦育 01 04 子育01-04 子育て支援部 子育て政策課 応急対策 課
学童保育クラブの引き取り困難
児童の対応

●
引き取り困難児童について、保護者へ引き渡
す⽅法を検討し、浸⽔流到達前に安全に引き
渡しができる場所に移動させる。

⼦育 01 08 子育01-08 子育て支援部 子育て政策課 応急対策 部
避難所開設検討及び準備（妊産
婦乳児避難所/⼦ども未来プラ
ザ及び基幹児童館）

●
妊産婦・乳児避難所の開設を検討し、対象施
設で施設内の確認や備蓄品の確認をする。

⼦育 01 05 子育01-05 子育て支援部 子育て政策課 応急対策 部 避難所開設検討（地域児童館） ● 第３順位避難所の開設を検討

⼦育 01 09 子育01-09 子育て支援部 子育て政策課 応急対策 部
避難所運営（妊産婦乳児避難所
/⼦ども未来プラザ及び基幹児
童館）

● 妊産婦乳児避難所の開設及び運営

⼦育 01 07 子育01-07 子育て支援部 子育て政策課 応急対策 課
⼦ども未来プラザ・児童館の応
急復旧

●
⼦ども未来プラザ・児童館の建物、設備等の
状況把握及び被害の確認された箇所には応急
処置をする

⼦育 01 10 子育01-10 子育て支援部 子育て政策課 復旧・復興 課
被災地域の施設に通所する⼦ど
も等の学童保育

●
ライフラインの復旧作業に従事する等の理由
により保育できない状態となった保護者の⼦
どもを優先的とした学童保育の提供

⼦育 01 11 子育01-11 子育て支援部 子育て政策課 復旧・復興 課
⼦ども未来プラザ・児童館・学
童保育クラブ再開に必要な業務

● ♦児童館⻑会 ♦スポーツ振興センター事務

⼦育 01 01 子育01-01 子育て支援部 子育て政策課 中止・休止 課 災害情報の収集や判断 ●
災害情報を収集、確認し、臨時休園の判断を
⾏う。

⼦育 01 01 子育01-01 子育て支援部 子育て政策課 中止・休止 課 臨時休園等の情報発信 ●
区⺠・利⽤者向けに臨時休園の周知や通知を
⾏う。

⼦育 01 06 子育01-06 子育て支援部 子育て政策課 優先・継続 課 代替施設での学童保育継続検討 ●
浸⽔地域外の学童保育施設における代替業務
について検討を⾏う

⼦育 02 04 子育02-04 子育て支援部 子育て応援課 応急対策 課
⺟⼦生活支援施設⼊居者の安全
確保

●
⺟⼦生活支援施設と連携し、⼊所者の安全確
保・避難誘導を図る

⼦育 02 06 子育02-06 子育て支援部 子育て応援課 復旧・復興 課 ⺟⼦生活支援施設の再開支援 ●
⺟⼦生活支援施設の建物、設備等の状況把握
及び応急対応

⼦育 02 05 子育02-05 子育て支援部 子育て応援課 応急対策 課
⺟⼦生活支援施設使⽤困難時の
住居確保

●
⺟⼦生活支援施設⼊所者の住居（一時避難
先）の確保を⾏う

⼦育 02 02 子育02-02 子育て支援部 子育て応援課 優先・継続 課 ひとり親家庭に関する相談業務 ●
支援を必要としているひとり親家庭からの相
談を受け、支援を⾏う

⼦育 02 01 子育02-01 子育て支援部 子育て応援課 優先・継続 部
第３順位避難所開設・運営の支
援

●

⼦育て政策課及び保育課が⼦ども未来プラ
ザ・児童館・保育園等第３順位避難所の開
設・運営するにあたり、要請があった場合は
支援する

⼦育 02 03 子育02-03 子育て支援部 子育て応援課 優先・継続 課 各種⼿当・助成等に関する業務 ●
◆児童育成⼿当・児童扶養⼿当・児童⼿当等
支給事業 ◆ひとり親家庭等医療費・⼦ども
医療費助成事業 ◆児童虐待対応事業

⼦育 03 01 子育03-01 子育て支援部 子育て施設支援課 応急対策 課
私⽴教育・保育施設への災害情
報等の情報発信

●
私⽴教育・保育施設に向けて、災害等の情報
を提供する

⼦育 03 02 子育03-02 子育て支援部 子育て施設支援課 応急対策 課
私⽴教育・保育施設の被災状況
等の収集

●
各施設の被災状況、園児の保護状況及び引き
取りが⾒込めない園児の状況を収集する

⼦育 03 04 子育03-04 子育て支援部 子育て施設支援課 復旧・復興 課 私⽴教育・保育施設の再開 ●
私⽴教育・保育施設の再開に向けて、適切な
運営ができるよう連絡・調整を⾏う

⼦育 03 03 子育03-03 子育て支援部 子育て施設支援課 優先・継続 課 一時預かり実施の調整 ●
保護者が引き取りに来られない場合の一時的
預かり実施の調整

部 課 業務区分 所管 業務名

■業務開始時期

業務内容

警戒期 応急期 復旧期

部C 課C 連C 業務NO

子育て支援部
子育て政策課

子育て応援課

子育て施設支援課

26
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【子育て支援部(2/2)】 

 

応急
準備期

気
象
予
警
報

1
時
間
以
内

破
堤
か
ら
2
1
時
間

〜
2
4
時
間

1
週
間

２
週
間

1
か
月

⼦育 04 02 子育04-02 子育て支援部 保育課 応急対策 課 保育園児の安全確保 ● 保育園児の安全確保を図る

⼦育 04 03 子育04-03 子育て支援部 保育課 応急対策 課
園児等の安否・建物の被災状況
の確認

●

特に浸⽔予想地域の園児等の安否等を随時確
認する。建物の状況を確認し、⾬漏り等不具
合発⾒時には速やかに本庁へ報告し、⽔の侵
⼊を防ぐためのできる限りの対策を実施す
る。

⼦育 04 04 子育04-04 子育て支援部 保育課 応急対策 課 引き取り困難園児の対応 ●
引き取り困難児童について、警戒期に保護者
へ引き渡す⽅法を検討し、浸⽔流到達前に安
全に引き渡しができる場所に移動させる。

⼦育 04 05 子育04-05 子育て支援部 保育課 応急対策 部 避難所運営（保育園） ● 第３順位避難所の開設

⼦育 04 07 子育04-07 子育て支援部 保育課 復旧・復興 課 保育園の応急復旧 ●
保育園の建物、設備等の状況把握及び被害の
確認された箇所には応急処置をする

⼦育 04 08 子育04-08 子育て支援部 保育課 復旧・復興 課
被災地域の施設に通園する⼦ど
も等の保育

●
ライフラインの復旧作業に従事する等の理由
により保育できない状態となった保護者の⼦
どもを優先的とした保育の提供

⼦育 04 09 子育04-09 子育て支援部 保育課 復旧・復興 課 保育園再開に必要な業務 ●
◆園⻑会運営 ◆賄事務 ◆スポーツ振興セ
ンター事務（事故報告書事務含む） ◆細菌
検査実施事務

⼦育 04 10 子育04-10 子育て支援部 保育課 復旧・復興 課 保育料の減免 ● 被災児童の保育料の減免を実施する。

⼦育 04 01 子育04-01 子育て支援部 保育課 中止・休止 課 災害情報やの収集や判断 ●
災害情報を収集、確認し、臨時休園の判断を
⾏う。

⼦育 04 01 子育04-01 子育て支援部 保育課 中止・休止 課 臨時休園等の情報発信 ●
区⺠・利⽤者向けに臨時休園の周知や通知を
⾏う。

⼦育 04 06 子育04-06 子育て支援部 保育課 優先・継続 課 代替施設での保育継続検討 ●
浸⽔地域外の保育施設における代替業務につ
いて検討を⾏う

部 課 業務区分 所管 業務名

■業務開始時期

業務内容

警戒期 応急期 復旧期

部C 課C 連C 業務NO

子育て支援部
保育課

27
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【児童相談部】 

 

応急
準備期

気
象
予
警
報

1
時
間
以
内

破
堤
か
ら
2
1
時
間

〜
2
4
時
間

1
週
間

２
週
間

1
か
月

児相 01 01 児相01-01 児童相談部 児童相談課 応急対策 部 児童相談所の災害対策の統括 ●

◆児童相談所災害対策活動の統括 ◆緊急一
時保護の判断・決定
◆避難⾏動の判断・指⽰ ◆災害対策本部や
関係機関との連携・応援要請等

児相 01 02 児相01-02 児童相談部 児童相談課 応急対策 部 情報収集・事務 ●

◆災害情報の収集・共有 ◆来所者、一時保
護児童等の安否情報の集約 ◆所内の会議運
営、資料作成等 ◆職員の参集状況の把握、
勤怠管理等 ◆その他関連事務

児相 01 03 児相01-03 児童相談部 児童相談課 応急対策 課 施設の維持管理 ●

◆建物・設備の安全確認及び復旧対応
◆通信機器、業務システムの動作確認、復旧
対応
◆備蓄品に係る管理・運営
◆来所者（帰宅困難者）の滞在場所の開設・
運営

児相 01 04 児相01-04 児童相談部 児童相談課 応急対策 課 応急救護 ●

◆来所者、一時保護児童の安否確認 ◆負傷
者の応急処置、緊急医療救護所への搬送、１
１９番（救急）通報等 ◆来所者（帰宅困難
者）、一時保護児童の健康状態の把握等 ◆
医薬品の管理

児相 01 05 児相01-05 児童相談部 児童相談課 応急対策 課 文書・備品等の管理 ●

◆重要文書の浸⽔想定範囲外の階への移動
◆業務端末の浸⽔想定範囲外の階への移動
◆庁⽤⾞の浸⽔想定範囲外への移動
◆移動した物品の管理

児相 01 06 児相01-06 児童相談部 児童相談課 応急対策 課
在宅指導中の⼦どもと保護者の
被災状況の確認等

●
◆在宅指導中の⼦どもや保護者等の安否確認
等及び必要な支援の実施

児相 01 08 児相01-08 児童相談部 児童相談課 応急対策 課
要保護児童・施設・⾥親等の被
災状況の確認等

●

◆施設及び⾥親等の被災状況の確認 ◆施設
⼊所中、⾥親等委託中の⼦どもの安全確認及
び必要な支援の実施 ◆保護者等の安否確認
等

児相 01 11 児相01-11 児童相談部 児童相談課 復旧・復興 課
措置費の支払いに係る業務の継
続

●
◆児童福祉法に基づく措置費の支払いに関す
る事務の継続

児相 01 12 児相01-12 児童相談部 児童相談課 復旧・復興 課
徴収⾦の認定及び徴収に係る業
務の継続

●
◆児童養護施設等への⼊所措置及び児童自⽴
生活援助の実施に係る徴収⾦の認定及び徴収
に関する事務の継続

児相 01 07 児相01-07 児童相談部 児童相談課 優先・継続 課 要保護児童等の相談支援の継続 ●
◆要保護児童等に関する相談・受付の継続
◆緊急一時保護の⼊所調整

児相 01 09 児相01-09 児童相談部 児童相談課 優先・継続 課 一時保護所の運営継続 ●

◆一時保護児童の安全確保と生活支援の継続
◆居室が利⽤できない場合の避難生活スペー
スの開設・運営（停電時） ◆緊急一時保護
の受⼊れ対応

児相 01 10 児相01-10 児童相談部 児童相談課 優先・継続 課 援助業務の継続 ●
◆⻑期的に支援が必要な⼦どもと家庭の情報
を整理し、担当職員による継続的な援助を実
施

児相 02 03 児相02-03 児童相談部 子ども家庭支援課 応急対策 課
ショートステイ・トワイライト
ステイ等事業利⽤保護者及び施
設との連絡調整

●

ショートステイ・トワイライトステイ等事業
利⽤保護者の今後の利⽤意向及び⼦の引き取
り等に関する状況・意向の確認を⾏い、実施
施設との連絡調整を⾏う

児相 02 01 児相02-01 児童相談部 子ども家庭支援課 応急対策 課 要保護児童に関する事務 ●
保護者とはぐれた⼦どもへの対応を⾏う窓⼝
等を設置する

児相 02 02 児相02-02 児童相談部 子ども家庭支援課 優先・継続 課 ⼦どもと家庭の総合相談 ●
支援を要する家庭との相談、訪問等による生
活指導・支援を⾏う

部 課 業務区分 所管 業務名

■業務開始時期

業務内容

警戒期 応急期 復旧期

部C 課C 連C 業務NO

児童相談部
児童相談課

子ども家庭支援課

28
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【都市整備部(1/4)】 

 

応急
準備期

気
象
予
警
報

1
時
間
以
内

破
堤
か
ら
2
1
時
間

〜
2
4
時
間

1
週
間

２
週
間

1
か
月

都整 01 01 都整01-01 都市整備部 調整課 応急対策 計画 台風・集中豪⾬時の⽔防態勢 ● づく態勢を決定し、都市整備部の必要配備要
員を召集し、⽔害を防止する

都整 01 03 都整01-03 都市整備部 調整課 応急対策 部
災対都市整備部庶務班
としての業務

● ◆災害対策本部及び部内他課との連絡調整

都整 01 02 都整01-02 都市整備部 調整課 応急対策 部
災対都市整備部災対街づくり課
（調整課、交通政策課、都市計画
課）の業務

●
◆災対都市整備部⻑の補佐及び災対街づくり
課（庶務班、情報連絡班、計画班）業務全般
の統括

都整 01 06 都整01-06 都市整備部 調整課 復旧・復興 部
災対都市整備部庶務班
としての復旧業務

● ◆物品調達及び災害復旧⼯事の契約等

都整 02 01 都整02-01 都市整備部 交通政策課 応急対策 計画 台風・集中豪⾬時の⽔防態勢 ● づく態勢を決定し、都市整備部の必要配備要
員を召集し、⽔害を防止する

都整 02 02 都整02-02 都市整備部 交通政策課 応急対策 部
災対都市整備部情報連絡班として
の業務

●
◆被害状況の収集 ◆作業状況・復旧状況等
の報告

都整 02 03 都整02-03 都市整備部 交通政策課 応急対策 課 交通事業者等との連絡調整 ●

◆交通事業者（鉄道、バス）を通じて、交通
機関の運⾏状況や被害状況を収集する
◆指定管理者を通じて、駐輪場、駐⾞場の被
害状況を把握する

都整 02 04 都整02-04 都市整備部 交通政策課 応急対策 課 交通規制情報の収集 ●
関係機関（交通管理者）と連絡をとりあい、
交通規制状況の情報を収集する

都整 02 05 都整02-05 都市整備部 交通政策課 復旧・復興 部 住家被害認定調査応援 ●
住家被害認定調査の応援職員を建築課へ派遣
する

都整 02 06 都整02-06 都市整備部 交通政策課 優先・継続 課
自転⾞駐⾞場
公共駐⾞場管理

●

浸⽔地域での駐⾞場管理委託業者への指⽰、
連絡調整
（洪⽔緊急避難建物に指定された駐⾞場での
受⼊れ準備等）
⾮浸⽔地域で通常営業する駐⾞場管理委託業
者との連絡調整浸⽔地域での駐⾞場管理委託
業者への指⽰、連絡調整
（洪⽔緊急避難建物に指定された駐⾞場での
受⼊れ準備等）
⾮浸⽔地域で通常営業する駐⾞場管理委託業
者との連絡調整

都整 03 01 都整03-01 都市整備部 都市計画課 応急対策 計画 台風・集中豪⾬時の⽔防態勢 ● づく態勢を決定し、都市整備部の必要配備要
員を召集し、⽔害を防止する

都整 03 03 都整03-03 都市整備部 都市計画課 復旧・復興 課 地域協働復興の推進 ● 復興市⺠組織などの活動状況調査

都整 03 04 都整03-04 都市整備部 都市計画課 復旧・復興 部
家屋・住家の被害概況の把握（被
害区域調査）

●

◆区及び都の災害対策本部に集約される被害
状況に基づいて家屋被害状況を把握する ◆
大被害地区・中被害地区については、現地踏
査により補⾜調査を⾏う

都整 03 05 都整03-05 都市整備部 都市計画課 復旧・復興 部
家屋被害調査準備（住家被害認定
調査 第一次）

●
家屋被害調査の実施準備
街区別被害度分布図・地区別被害状況図の作
成

都整 03 06 都整03-06 都市整備部 都市計画課 復旧・復興 課 復興に係る業務 ●

◆都市復興基本⽅針及び⾻⼦案の策定 ◆都
市復興基本計画の策定 ◆第1次建築制限区域
の指定 ◆復興対象地区の設定 ◆第2次建築
制限区域の指定 ◆時限的市街地

都整 03 07 都整03-07 都市整備部 都市計画課 復旧・復興 課
相談所の設置
（事業地区）

●
復興事業を適⽤する地区に復興相談所を設置
し、復興に係る⼟地や建物、住宅等に関する
相談業務を⾏う

都整 03 02 都整03-02 都市整備部 都市計画課 優先・継続 課
密集事業、不燃化事業に係る支払
業務

● 密集事業、不燃化事業に係る支払業務

部 課 業務区分 所管 業務名

■業務開始時期

業務内容

警戒期 応急期 復旧期

部C 課C 連C 業務NO

都市計画課

交通政策課

都市整備部
調整課

29
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【都市整備部(2/4)】 

 

応急
準備期

気
象
予
警
報

1
時
間
以
内

破
堤
か
ら
2
1
時
間

〜
2
4
時
間

1
週
間

２
週
間

1
か
月

都整 04 01 都整04-01 都市整備部 住環境整備課 応急対策 計画 台風・集中豪⾬時の⽔防態勢 ● づく態勢を決定し、都市整備部の必要配備要
員を召集し、⽔害を防止する

都整 04 02 都整04-02 都市整備部 住環境整備課 応急対策 課 調査業務 ●
建物のり災状況の情報収集、分析及び基礎資
料作成、被災宅地危険度判定

都整 04 12 都整04-12 都市整備部 住環境整備課 復旧・復興 課
応急仮設住宅の可能⽤地の確保、
確認、建設等計画策定

●
都市整備部及び東京都と調整し、応急仮設住
宅可能⽤地の選定及び確保を⾏うとともに、
応急仮設住宅の建設計画を策定する

都整 04 17 都整04-17 都市整備部 住環境整備課 復旧・復興 課 被災者生活再建支援⾦の支給 ●
被災者生活再建支援法に基づく制度の周知、
申請受付、支給⼿続きの事務

都整 04 11 都整04-11 都市整備部 住環境整備課 復旧・復興 課
被災者の住宅相談、応急仮設住宅
の⼊居者募集事務等の相談業務

●
◆被災者への住宅相談及び応急融資・斡旋
◆応急仮設住宅の⼊居募集・⼊居決定の上、
維持管理を⾏う

都整 04 16 都整04-16 都市整備部 住環境整備課 復旧・復興 部 住家被害認定調査応援 ●
住家被害認定調査の応援職員を建築課へ派遣
する

都整 04 14 都整04-14 都市整備部 住環境整備課 復旧・復興 課 空き家対策 ●

空家等対策の推進に関する特別措置法に基づ
き、空家等についての情報収集、除却、修
繕、⽴木⽵の伐採等の措置の助⾔又は指導、
勧告、命令等を⾏う

都整 04 03 都整04-03 都市整備部 住環境整備課 優先・継続 課 公営住宅等管理 ●

住宅に困窮する低所得者のための公営住宅等
（区営住宅、区⺠住宅、シルバーピア住宅、
⾼齢者借上住宅、コミュニティ住宅）を管理
する

都整 04 05 都整04-05 都市整備部 住環境整備課 優先・継続 課 建築基準法に基づく道路管理 ●

◆区内に存する道路の法的位置づけ、道路幅
員、位置等を明らかにし、道路に関する情報
を的確に提供するもの ◆建築基準法４２条
１項５号の道路位置指定の指定業務を⾏うも
の

都整 04 09 都整04-09 都市整備部 住環境整備課 優先・継続 課
東京都福祉のまちづくり条例に基
づく指導・助⾔

●

◆条例に基づき、一定規模以上の特定都市施
設を新設、改修する場合に計画内容の届出を
受理し審査、指導、助⾔を⾏う ◆基準適合
施設に対し、請求に基づき整備基準適合証を
交付する

都整 04 10 都整04-10 都市整備部 住環境整備課 優先・継続 課 開発⾏為許可事務 ●

都市計画法に基づき、一定規模以上の⼟地で
開発⾏為を⾏う者から提出された協議申請書
を審査し、協議終了後に開発許可申請を受付
し、開発内容を書類、現場調査を含め審査す
る

都整 04 13 都整04-13 都市整備部 住環境整備課 優先・継続 課 盛⼟規制法許可事務 ●
盛⼟規制法に基づき、一定規模以上の⼟地で
⾏う切⼟や盛⼟⾏為の許可事務

都整 04 04 都整04-04 都市整備部 住環境整備課 優先・継続 課 ⾼齢者向け優良賃貸住宅供給事業 ●

必要な要件が整った⾼齢者向け優良賃貸住宅
を建設する⺠間事業者に対し、建設費の一部
を助成するとともに、当該住宅の⼊居者に対
して家賃助成を⾏なうもの

都整 04 06 都整04-06 都市整備部 住環境整備課 優先・継続 課 都営住宅募集 ●
東京都が管理する都営住宅、都⺠住宅の募集
案内の配布等を⾏なう

都整 04 07 都整04-07 都市整備部 住環境整備課 優先・継続 課 住宅⽤家屋証明 ●
租税特別措置法に定められた要件を満たす住
宅について、登録免許税軽減措置を受けるた
めの証明書を発⾏する

都整 04 08 都整04-08 都市整備部 住環境整備課 優先・継続 課 建築紛争調停委員会 ●

近隣関係住⺠と建築主間で、紛争の解決が図
られない場合、区による指導調整、あっせ
ん、及び紛争調停委員会による調停を⾏い紛
争の解決を図るもの

都整 04 15 都整04-15 都市整備部 住環境整備課 優先・継続 課 集合住宅等の建築指導 ●
集合住宅等の建築及び管理に関する条例に基
づき建築指導を⾏うもの

部 課 業務区分 所管 業務名

■業務開始時期

業務内容

警戒期 応急期 復旧期

部C 課C 連C 業務NO

住環境整備課
都市整備部

30
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【都市整備部(3/4)】 

 

応急
準備期

気
象
予
警
報

1
時
間
以
内

破
堤
か
ら
2
1
時
間

〜
2
4
時
間

1
週
間

２
週
間

1
か
月

都整 05 01 都整05-01 都市整備部 建築課 応急対策 計画 台風・集中豪⾬時の⽔防態勢 ● づく態勢を決定し、都市整備部の必要配備要
員を召集し、⽔害を防止する

都整 05 06 都整05-06 都市整備部 建築課 応急対策 課
被災した住家の写真撮影について
の広報

●
浸⽔被害を受け、住家被害認定調査を⾏う前
に写真による記録をとることを広報、周知す
る

都整 05 07 都整05-07 都市整備部 建築課 応急対策 課 建築技術に係る調整 ●
国、都からの一般的及び災害に対する技術情
報の取得

都整 05 08 都整05-08 都市整備部 建築課 応急対策 課 住家被害認定調査の実施検討 ●
住家被害認定調査を実施する範囲、人員、⼿
順の事前検討や準備

都整 05 09 都整05-09 都市整備部 建築課 復旧・復興 課 住家被害認定調査支援要請 ●
住家被害認定調査等の資料と本部会の決定を
受け、必要人数を割り出す。

都整 05 10 都整05-10 都市整備部 建築課 復旧・復興 課
住家被害認定調査計画の策定・周
知

●

住家被害認定調査の必要機材の調達及び調査
⽤ＤＢの設定を⾏い、災害名を決定。住家被
害認定調査に必要な人員の参集・受⼊し研修
を⾏う。班編成を⾏い、現地調査の準備。

都整 05 11 都整05-11 都市整備部 建築課 復旧・復興 課
住家被害認定調査状況調査、住家
被害認定調査票（結果）をＤＢに
取り込み処理【区役所職員】

●

現場に⾏き、調査対象建築物の全半壊等を判
定し地図に記⼊すると共に、全景や損壊箇所
を撮影する。 調査票を調査員より受け取
り、調査⽤ＤＢに取り込む。（データーのエ
ラー処理、全景や損壊箇所の撮影データも調
査票と結びつける）

都整 05 12 都整05-12 都市整備部 建築課 復旧・復興 課
住家被害認定調査状況調査、住家
被害認定調査票（結果）をＤＢに
取り込み処理【応援職員】

●

現場に⾏き、調査対象建築物の全半壊等を判
定し地図に記⼊すると共に、全景や損壊箇所
を撮影する。 調査票を調査員より受け取
り、調査⽤ＤＢに取り込む。（データーのエ
ラー処理、全景や損壊箇所の撮影データも調
査票と結びつける）

都整 05 13 都整05-13 都市整備部 建築課 復旧・復興 課 住居表⽰事務 ●
◆住居表⽰申請の受付 ◆住居表⽰の付定
◆Ａ型台帳の整備

都整 05 14 都整05-14 都市整備部 建築課 復旧・復興 課 共⽤ＤＢシステム ●
◆確認申請・完了検査等の⼊⼒ ◆確認済・
検査済等の出⼒ ◆地図システムによる概要
書の検索

都整 05 15 都整05-15 都市整備部 建築課 復旧・復興 課 建築確認審査等 ●
◆建築物等の確認審査・検査 ◆各種申請等
の受付 ◆建築諸証明事務 ◆特殊建築物等
定期報告

都整 05 16 都整05-16 都市整備部 建築課 復旧・復興 課 ⻑期優良住宅認定等 ●
◆⻑期優良住宅認定 ◆低酸素住宅認定 ◆
都市計画法53条許可 ◆バリアフリー法認定

都整 05 17 都整05-17 都市整備部 建築課 復旧・復興 課 指定確認検査機関関係業務 ●
◆⾏政照会・回答 ◆確認・検査等の報告
◆地図システムへの⼊⼒

都整 06 01 都整06-01 都市整備部 道路管理課 応急対策 計画 台風・集中豪⾬時の⽔防態勢 ● づく態勢を決定し、都市整備部の必要配備要
員を召集し、⽔害を防止する

都整 06 02 都整06-02 都市整備部 道路管理課 応急対策 課 資器材等の確保 ●
パトロールや連絡等に必要な資器材等を調達
し、必要としている班に配置する

都整 06 03 都整06-03 都市整備部 道路管理課 応急対策 課 ライフライン事業者との連絡調整 ●
関係機関と連絡をとりあい、ライフラインに
ついて情報を収集する。また、復旧⼯事の時
期や分担などについて調整会議を開催する.

都整 06 04 都整06-04 都市整備部 道路管理課 応急対策 課 道路情報の収集 ●
他の道路管理者と連絡をとりあい、道路状況
や交通状況について情報を収集する

都整 06 05 都整06-05 都市整備部 道路管理課 応急対策 課 道路浸⽔、被害情報の広報 ●
被害や浸⽔した道路の情報について、広報を
⾏う

都整 06 06 都整06-06 都市整備部 道路管理課 応急対策 課
道路・橋梁・堤防の被害状況を調
査

●
パトロール隊（３人一組）を組織し、道路
（擁壁等大型構造物含む）・橋梁・堤防の被
害状況を調査する

都整 06 07 都整06-07 都市整備部 道路管理課 応急対策 課 被災した道路、橋梁等の応急措置 ●
◆被災した道路、橋梁等の応急措置
◆通⾏不能箇所には、通⾏規制等緊急措置を
⾏う

都整 06 08 都整06-08 都市整備部 道路管理課 応急対策 部 遺体の搬送・収容 ●
指⽰に基づき、指定された遺体安置所まで搬
送し、遺体受付班に引き渡す
（５名一班）

都整 07 01 都整07-01 都市整備部 道路建設課 応急対策 計画 台風・集中豪⾬時の⽔防態勢 ● づく態勢を決定し、都市整備部の必要配備要
員を召集し、⽔害を防止する

都整 07 02 都整07-02 都市整備部 道路建設課 応急対策 課
道路・橋梁・堤防の被害状況を調
査

●
パトロール隊（３人一組）を組織し、道路
（擁壁等大型構造物含む）・橋梁・堤防の被
害状況を調査する

都整 07 03 都整07-03 都市整備部 道路建設課 応急対策 課 被災した道路、橋梁等の応急措置 ●
◆被災した道路、橋梁等の応急措置
◆通⾏不能箇所には、通⾏規制等緊急措置を
⾏う

都整 07 04 都整07-04 都市整備部 道路建設課 応急対策 部 遺体の搬送・収容 ●
指⽰に基づき、指定された遺体安置所まで搬
送し、遺体受付班に引き渡す
（５名一班）

部 課 業務区分 所管 業務名

■業務開始時期

業務内容

警戒期 応急期 復旧期

部C 課C 連C 業務NO

建築課

道路管理課

道路建設課

都市整備部

31



 

 

■第 3 章 受援・応援 

- 72 - 

【都市整備部(4/4)】 

 

応急
準備期

気
象
予
警
報

1
時
間
以
内

破
堤
か
ら
2
1
時
間

〜
2
4
時
間

1
週
間

２
週
間

1
か
月

都整 08 01 都整08-01 都市整備部 道路補修課 応急対策 計画 台風・集中豪⾬時の⽔防態勢 ● づく態勢を決定し、都市整備部の必要配備要
員を召集し、⽔害を防止する

都整 08 02 都整08-02 都市整備部 道路補修課 応急対策 課
道路・橋梁・堤防の被害状況を調
査

●
パトロール隊（３人一組）を組織し、道路
（擁壁等大型構造物含む）・橋梁・堤防の被
害状況を調査する。

都整 08 04 都整08-04 都市整備部 道路補修課 応急対策 課 道路の啓開作業 ● 道路障害物の除去、ガレキの処理

都整 08 03 都整08-03 都市整備部 道路補修課 応急対策 課 被災した道路・橋梁等の応急措置 ●
◆被災した道路、橋梁等の応急措置
◆通⾏不能箇所には、通⾏規制等緊急措置を
⾏う

都整 08 05 都整08-05 都市整備部 道路補修課 復旧・復興 部 住家被害認定調査応援 ●
住家被害認定調査の応援職員を建築課へ派遣
する

都整 09 01 都整09-01 都市整備部 公園課 応急対策 計画 台風・集中豪⾬時の⽔防態勢 ● づく態勢を決定し、都市整備部の必要配備要
員を召集し、⽔害を防止する

都整 09 02 都整09-02 都市整備部 公園課 応急対策 課 避難場所等の施設調査・点検業務 ●
避難場所、応急給⽔施設、公園施設、児童遊
園施設、排⽔場施設、河川管理施設、船着
場、緊急船舶接岸箇所の調査･点検

都整 09 03 都整09-03 都市整備部 公園課 応急対策 課 受託業者との連絡調整 ●
排⽔場、上千葉砂原公園ふれあい動物広場、
⽔元⾦⿂展⽰場、⽔元小合溜⽔質浄化施設管
理運営受託業者との連絡

都整 09 06 都整09-06 都市整備部 公園課 応急対策 部 遺体の搬送・収容 ●
指⽰に基づき、指定された遺体安置所まで搬
送し、遺体受付班に引き渡す
（５名一班）

都整 09 09 都整09-09 都市整備部 公園課 復旧・復興 課
災害廃棄物・ガレキ等の仮置場の
確保・確認

●
環境部等と調整し、地区集積所等・一次仮置
場を確保する。

都整 09 04 都整09-04 都市整備部 公園課 応急対策 課 災対施設の開設活動業務 ● 応急給⽔施設を開設し、活動に従事する

都整 09 05 都整09-05 都市整備部 公園課 応急対策 課 災対施設の開設活動業務 ●
応急収容、船着場の各災対施設を開設し、活
動に従事する

都整 09 08 都整09-08 都市整備部 公園課 復旧・復興 課 施設等の応急復旧業務 ●

◆点検結果に基づき施設等の応急復旧を⾏う
◆復旧は避難場所、応急給⽔施設、公園施設
(ガレキ置き場等に活⽤する公園等）、排⽔場
施設、河川管理施設、船着場等災害時の活⽤
施設を優先して⾏う

都整 09 11 都整09-11 都市整備部 公園課 優先・継続 課 通常業務の再開 ●
公園、児童遊園、排⽔場などの維持管理の業
務を再開

部 課 業務区分 所管 業務名

■業務開始時期

業務内容

警戒期 応急期 復旧期

部C 課C 連C 業務NO

道路補修課
都市整備部

公園課
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【会計管理者】 

 

応急
準備期

気
象
予
警
報

1
時
間
以
内

破
堤
か
ら
2
1
時
間

〜
2
4
時
間

1
週
間

２
週
間

1
か
月

会計 01 01 会計01-01 会計管理者 会計管理課 応急対策 本部
【災害対策本部・情報管理班】
問い合わせ対応担当業務

●

◆一般電話及び臨時窓⼝において区
⺠等からの情報提供、問い合わせ等
への対応 ◆情報提供、要請等の分
類及び災害対策本部等への報告

会計 01 02 会計01-02 会計管理者 会計管理課 応急対策 課 集中管理自転⾞の配⾞ ●

応急対策及び復旧対策において、災
害対策本部が連絡または調査等に使
⽤する自転⾞として、集中管理自転
⾞を管理し配⾞を⾏う

会計 01 05 会計01-05 会計管理者 会計管理課 復旧・復興 課 審査及び⾦銭出納事務 ●
緊急に支払を要する経費について、
支出命令の内容が法令に違反してい
ないか等を審査し、支払を⾏う

会計 01 09 会計01-09 会計管理者 会計管理課 復旧・復興 本部
【災害対策本部・庶務班】
財務会計担当業務

●

◆災害対策に係る各種経費の支出等
の管理
◆災害対策に起因する補償等に係る
交渉等

会計 01 06 会計01-06 会計管理者 会計管理課 復旧・復興 課
物品管理事務
（義援物資）

●

全国から送られて来る救援物資を担
当する部が速やかに対応できるよう
に収得事務及び在庫物品管理の⽅法
を⽰す

会計 01 10 会計01-10 会計管理者 会計管理課 復旧・復興 課 義援⾦受⼊・払出事務補助 ●
被災者に対する義援⾦の受⼊・払出
に伴う主管課と指定⾦との連絡、調
整

会計 01 03 会計01-03 会計管理者 会計管理課 優先・継続 課 公⾦等確認業務 ●
公⾦保管⾦庫等に保管されている現
⾦などの公⾦の確認、保管場所を確
保する

会計 01 08 会計01-08 会計管理者 会計管理課 優先・継続 課 会計管理事務 ●

区⻑に対する牽制機関として審査権
に基づき、支出負担⾏為が法令等に
違反がないか予算に基づくものか、
債務の確定を確認し、支出命令書が
法令、契約等に違反がないかを内容
審査する

会計 01 04 会計01-04 会計管理者 会計管理課 優先・継続 課
物品管理事務
（貸出物品）

● 貸出⽤物品の管理事務

会計 01 07 会計01-07 会計管理者 会計管理課 優先・継続 課
⾦銭出納保管事務
（収納・支出）

●
区に債権を有する者に対する支払と
区に納付する必要がある者からの収
納事務

会計 01 11 会計01-11 会計管理者 会計管理課 優先・継続 課 ⾦銭出納保管事務（資⾦） ●

歳計現⾦・歳計外現⾦を合同運⽤し
て資⾦が不⾜しないように管理する
ため、期⽇までに各課に翌⽉の収支
予定表の作成依頼をし、取りまと
め、歳計現⾦等及び各種基⾦の安全
確実な効率的運⽤を⾏う

部 課 業務区分 所管 業務名

■業務開始時期

業務内容

警戒期 応急期 復旧期

部C 課C 連C 業務NO

会計管理者
会計管理課
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【教育委員会事務局(1/5)】 

 

応急
準備期

気
象
予
警
報

1
時
間
以
内

破
堤
か
ら
2
1
時
間

〜
2
4
時
間

1
週
間

２
週
間

1
か
月

教育 01 02 教育01-02 教育委員会事務局 教育総務課 応急対策 部
【避難所運営対策本部】
避難所運営対策本部の設営・本部
会議の開催

●
避難所運営対策本部会議の準備及び
運営を⾏う

教育 01 03 教育01-03 教育委員会事務局 教育総務課 応急対策 部
【避難所運営対策本部 総務班】
避難所運営対策本部の連絡調整

●
ＩＰ無線機などの各種通信機器等を
活⽤し、避難所運営対策本部の窓⼝
として連絡調整を⾏う

教育 01 04 教育01-04 教育委員会事務局 教育総務課 応急対策 部
【避難所運営対策本部 物資班】
物資状況確認業務

●
各避難所の備蓄物資の状態や過不⾜
を把握し、避難所間での調整や搬出
⼊について検討する

教育 01 05 教育01-05 教育委員会事務局 教育総務課 応急対策 部
【避難所運営対策本部 総務班】
避難所管理

●
各避難所の被害状況や人的要望、受
⼊れ状況等を随時把握する

教育 01 06 教育01-06 教育委員会事務局 教育総務課 応急対策 部
【避難所運営対策本部 施設班】
避難所の被害状況の把握

●
避難所施設、設備等の被害状況を把
握する

教育 01 07 教育01-07 教育委員会事務局 教育総務課 応急対策 部
【避難所運営対策本部 施設班】
生活空間整備

●
災害時要配慮者のスペースやプライ
バシーへの配慮が必要な更⾐室等を
確保する

教育 01 08 教育01-08 教育委員会事務局 教育総務課 応急対策 部
【避難所運営対策本部 施設班】
避難所の⼆次被害の防止

●
避難所施設、設備等の安全を確保す
る

教育 01 09 教育01-09 教育委員会事務局 教育総務課 応急対策 部
【避難所運営対策本部 施設班】
ライフライン点検

●
受⽔槽等の被害状況を把握するとと
もに、避難所で必要な⽔の確保に努
める

教育 01 10 教育01-10 教育委員会事務局 教育総務課 応急対策 部
【避難所運営対策本部 施設班】
ライフライン点検

● 物資の搬⼊⼿段や経路等を確保する

教育 01 11 教育01-11 教育委員会事務局 教育総務課 応急対策 部
【避難所運営対策本部】
緊急医療救護所又は避難所救護所
に関する開設支援

●
緊急医療救護所又は避難所救護所の
開設のため、必要な支援を⾏う

教育 01 14 教育01-14 教育委員会事務局 教育総務課 応急対策 部
【避難所運営対策本部 総務班】
遺体安置場所確保

●
避難所の適切な場所に遺体安置場所
を確保するため、避難所と調整を⾏
う

教育 01 16 教育01-16 教育委員会事務局 教育総務課 復旧・復興 部
【避難所運営対策本部】
安全確認、復旧準備

●
施設、設備等の復旧に向け必要な対
応を⾏う

教育 01 01 教育01-01 教育委員会事務局 教育総務課 中止・休止 課 臨時休校等の情報発信 ●
浸⽔エリアに応じて臨時休校を⾏う
学校の情報発信を⾏う

教育 02 01 教育02-01 教育委員会事務局 学校施設課 応急対策 部
【避難所運営対策本部 総務班】
避難所運営対策本部の連絡調整

●
ＩＰ無線機などの各種通信機器等を
活⽤し、避難所運営対策本部の窓⼝
として連絡調整を⾏う

教育 02 02 教育02-02 教育委員会事務局 学校施設課 応急対策 部
【避難所運営対策本部 総務班】
避難所管理

●
各避難所の被害状況や人的要望、受
⼊れ状況等を随時把握する

教育 02 03 教育02-03 教育委員会事務局 学校施設課 応急対策 部
【避難所運営対策本部 施設班】
避難所の被害状況の把握

●
避難所施設、設備等の被害状況を把
握する

教育 02 04 教育02-04 教育委員会事務局 学校施設課 応急対策 部
【避難所運営対策本部 施設班】
生活空間整備

●
災害時要配慮者のスペースやプライ
バシーへの配慮が必要な更⾐室等を
確保する

教育 02 05 教育02-05 教育委員会事務局 学校施設課 応急対策 部
【避難所運営対策本部 施設班】
避難所の⼆次被害の防止

●
避難所施設、設備等の安全を確保す
る

教育 02 06 教育02-06 教育委員会事務局 学校施設課 応急対策 部
【避難所運営対策本部 施設班】
ライフライン点検

●
受⽔槽等の被害状況を把握するとと
もに、避難所で必要な⽔の確保に努
める

教育 02 07 教育02-07 教育委員会事務局 学校施設課 応急対策 部
【避難所運営対策本部 施設班】
ライフライン点検

● 物資の搬⼊⼿段や経路等を確保する

教育 02 08 教育02-08 教育委員会事務局 学校施設課 応急対策 部
【避難所運営対策本部 施設班】
学校施設の被害状況把握

●
避難所施設、設備等の被害状況を把
握する

教育 02 09 教育02-09 教育委員会事務局 学校施設課 復旧・復興 部
【避難所運営対策本部 施設班】
学校施設の復旧

●
施設、設備等の復旧に向け必要な対
応を⾏う

部 課 業務区分 所管 業務名

■業務開始時期

業務内容

警戒期 応急期 復旧期

部C 課C 連C 業務NO

教育総務課
教育委員会事務局

学校施設課

34
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【教育委員会事務局(2/5)】 

 

応急
準備期

気
象
予
警
報

1
時
間
以
内

破
堤
か
ら
2
1
時
間

〜
2
4
時
間

1
週
間

２
週
間

1
か
月

教育 03 01 教育03-01 教育委員会事務局 学務課 応急対策 部
【避難所運営対策本部 総務班】
避難所運営対策本部の連絡調整

●
ＩＰ無線機などの各種通信機器等を活⽤
し、避難所運営対策本部の窓⼝として連
絡調整を⾏う

教育 03 08 教育03-08 教育委員会事務局 学務課 応急対策 部
【避難所運営対策本部】
名簿管理

● 各避難所で作成された名簿を管理する

教育 03 02 教育03-02 教育委員会事務局 学務課 応急対策 部
【避難所運営対策本部 物資班】
給⾷担当

●
飲料⽔や⾷料の充⾜状況を把握し、各班
と連携し必要な支援や調整等を⾏う

教育 03 04 教育03-04 教育委員会事務局 学務課 応急対策 部
【避難所運営対策本部 総務班】
災害対策本部への要請

●
避難所や各班からの要望を災害対策本部
へ提出する

教育 03 07 教育03-07 教育委員会事務局 学務課 応急対策 部

【避難所運営対策本部 物資班、
給⾷保健班】
生活⽤⽔、必要器材の確保調整業
務

●
各避難所の生活⽤⽔の状態や過不⾜を把
握し、避難所間での調整や搬出⼊、必要
器材の確保について検討する

教育 03 09 教育03-09 教育委員会事務局 学務課 応急対策 部
【避難所運営対策本部 物資班】
物資輸送調整業務

●

各避難所で必要な物資について、総務班
と連携して状況把握に努め、輸送状況等
にも充分配慮して、供給を継続できるよ
う調整を図る

教育 03 03 教育03-03 教育委員会事務局 学務課 応急対策 部
【避難所運営対策本部 給⾷保健
班】
衛生担当

●

避難所の環境衛生について、トイレや炊
き出し及びペットの飼育等の適切な情報
提供や指導を⾏うとともに、各班と連携
し必要な支援を⾏う

教育 03 05 教育03-05 教育委員会事務局 学務課 応急対策 部
【避難所運営対策本部 給⾷保健
班】
救護担当

●

避難者の健康状態を把握し、特に要支援
者の体調変化に注意するとともに、避難
所で対応できない場合の措置について各
班と連携し必要な情報提供や支援を⾏う

教育 03 06 教育03-06 教育委員会事務局 学務課 応急対策 部
【避難所運営対策本部】
相談担当

●
避難者の健康被害などの相談内容につい
て状況を把握し、相談窓⼝の確認や人材
の派遣要請等を各班と連携して⾏う

教育 03 10 教育03-10 教育委員会事務局 学務課 応急対策 部
【避難所運営対策本部 総務班】
遺体安置場所確保

●
避難所の適切な場所に遺体安置場所を確
保する

教育 03 11 教育03-11 教育委員会事務局 学務課 応急対策 部
【避難所運営対策本部】
避難所救護所等に関する開設支援

●
避難所救護所等の開設のため、必要な支
援を⾏う

教育 03 17 教育03-17 教育委員会事務局 学務課 復旧・復興 課 学校給⾷運営 ●
被災した学校については、委託事業者と
協⼒し給⾷再開に向けて体制を構築す
る。

教育 03 12 教育03-12 教育委員会事務局 学務課 復旧・復興 課 教科書・学⽤品の無償給与 ●
災害により学⽤品を失った児童生徒に対
し、教科書や教材、文房具、通学⽤品な
どを無償で給与する

教育 03 16 教育03-16 教育委員会事務局 学務課 優先・継続 課 学校給⾷運営 ●
被災しなかった学校については、給⾷提
供を継続する。委託事業者と協⼒し、実
施体制を構築する。

教育 03 13 教育03-13 教育委員会事務局 学務課 優先・継続 課 学齢児童、生徒就学事務 ●

翌年度学齢に達する児童・生徒の保護者
へ就学通知書を送付し、新小学生には就
学前健康診断を実施する。指定校変更・
区域外就学の受付。

教育 03 14 教育03-14 教育委員会事務局 学務課 優先・継続 課 一般校具・教材等管理 ●
学習教材・校具の購⼊に必要な予算を区
⽴学校へ令達する。学校の支出命令伝票
を審査する。

教育 03 15 教育03-15 教育委員会事務局 学務課 優先・継続 課 就学援助 ●

保護者の申請に基づき就学援助の認定審
査を⾏う。学⽤品費、校外活動費等を年
間４回（８⽉、11⽉、１⽉、３⽉）に
分けて保護者⼝座に支給する。

部 課 業務区分 所管 業務名

■業務開始時期

業務内容

警戒期 応急期 復旧期

部C 課C 連C 業務NO

学務課
教育委員会事務局

35
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【教育委員会事務局(3/5)】 

 

応急
準備期

気
象
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警
報

1
時
間
以
内

破
堤
か
ら
2
1
時
間

〜
2
4
時
間

1
週
間

２
週
間

1
か
月

教育 04 02 教育04-02 教育委員会事務局 教育指導課 応急対策 部
【避難所運営対策本部】
避難所運営対策本部の設営・本部
会議の開催

●
避難所運営対策本部会議の準備及び運営
を⾏う

教育 04 03 教育04-03 教育委員会事務局 教育指導課 応急対策 部
【避難所運営対策本部 総務班】
避難所運営対策本部の連絡調整

●
ＩＰ無線機などの各種通信機器等を活⽤
し、避難所運営対策本部の窓⼝として連
絡調整を⾏う

教育 04 10 教育04-10 教育委員会事務局 教育指導課 応急対策 部 避難所開設準備 ●
地域住⺠等による避難所開設が円滑に⾏
えるよう、教育委員会事務局教育総務課
等と連絡調整を⾏う

教育 04 11 教育04-11 教育委員会事務局 教育指導課 復旧・復興 課
教育情報化推進
（校務系システムの稼働確認・復
旧）

●
校務系システムの稼働確認・保守事業者
に復旧依頼をする

教育 04 04 教育04-04 教育委員会事務局 教育指導課 応急対策 課
幼稚園、学校の人的被災状況等把
握業務

●
幼稚園、学校の人的被災被害や避難、保
護者への引渡し状況等を把握する

教育 04 05 教育04-05 教育委員会事務局 教育指導課 応急対策 部
【避難所運営対策本部】
各班への情報提供・管理

●
避難所や災害対策本部から集まる避難所
に係る情報を収集、管理し、各班へ情報
提供する

教育 04 06 教育04-06 教育委員会事務局 教育指導課 応急対策 部
【避難所運営対策本部】
災害対策本部からの要請伝達

●
災害対策本部からの要請を各班へ伝達す
る

教育 04 08 教育04-08 教育委員会事務局 教育指導課 応急対策 部
【避難所運営対策本部】
災害対策本部への要請

●
避難所や各班からの要望を災害対策本部
へ提出する

教育 04 07 教育04-07 教育委員会事務局 教育指導課 応急対策 部
【避難所運営対策本部】
従事職員の飲料⽔・⾷料の供給、
宿泊・休憩場所の確保

●
従事職員の活動における環境整備、支援
を⾏う

教育 04 12 教育04-12 教育委員会事務局 教育指導課 復旧・復興 課
教育情報化推進
（学習系システムの稼働確認・復
旧）

●
学習系システムの稼働確認・保守事業者
に復旧依頼をする

教育 04 13 教育04-13 教育委員会事務局 教育指導課 復旧・復興 課 授業再開学校支援業務 ●
授業再開に向けた幼稚園、小・中学校の
支援業務

教育 04 01 教育04-01 教育委員会事務局 教育指導課 中止・休止 課
移動教室、体験学習、連合⾏事の
安全確認・中止判断

●
⾏事挙⾏中における安全確認、中止措置
等の対応を⾏う

教育 04 01 教育04-01 教育委員会事務局 教育指導課 中止・休止 課
移動教室、体験学習、連合⾏事の
中止連絡

●
⾏事挙⾏中における保護者等への連絡を
⾏う

教育 04 09 教育04-09 教育委員会事務局 教育指導課 優先・継続 課 教育相談 ●
児童・生徒、保護者、学校からの教育に
関する相談に対応する

教育 05 01 教育05-01 教育委員会事務局 総合教育センター 教育支援課 応急対策 課

教育相談者・ふれあいスクール明
石登校児童・生徒、にほんごス
テップアップ教室登校児童・生
徒、研修受講者の来館状況把握等

●
総合教育センター来館者の状況や、保護
者への引渡し状況等を把握する

教育 05 03 教育05-03 教育委員会事務局 総合教育センター教育支援課 応急対策 課
特別支援学級に係る移動教室、体
験学習連合⾏事

●
⾏事挙⾏中における安全確認、中止措置
等の対応

教育 05 02 教育05-02 教育委員会事務局 総合教育センター教育支援課 応急対策 課
小・中学校に設置している校内サ
ポートルームやにほんごステップ
アップ教室の状況把握等

●
小・中学校に設置している校内サポート
ルーム等の状況や、保護者への引き渡し
状況等を把握する

教育 05 05 教育05-05 教育委員会事務局 総合教育センター教育支援課 応急対策 課
総合教育センター施設・設備⾯の
被害状況の把握

●
センター業務再開に向けての設備⾯の状
況把握

教育 04,05 01 教育04,05-01 教育委員会事務局 教育指導課,総合教育センター教育支援課 復旧・復興 課 児童生徒の心のケア ● 被災した児童・生徒の心のケアを⾏う

教育 05 06 教育05-06 教育委員会事務局 総合教育センター教育支援課 復旧・復興 課
各小・中学校の授業再開と直結し
ている業務の再開（にほんごス
テップアップ教室等）

●
各小・中学校の授業再開状況の把握、再
開に向けての調整業務

教育 05 07 教育05-07 教育委員会事務局 総合教育センター教育支援課 復旧・復興 課
各小・中学校の授業再開と直結し
ていない業務の再開

●
センター内の体制整備、関係機関との調
整業務

教育 05 04 教育05-04 教育委員会事務局 総合教育センター教育支援課 優先・継続 課 教育相談 ●
児童・生徒、保護者、学校からの教育に
関する相談に対応する

教育 06 01 教育06-01 教育委員会事務局 地域教育課 応急対策 部
【避難所運営対策本部 物資班】
生活⽤⽔、必要器材の確保調整業
務

●
各避難所の生活⽤⽔の状態や過不⾜を把
握し、避難所間での調整や搬出⼊、必要
器材の確保について検討する

教育 06 02 教育06-02 教育委員会事務局 地域教育課 応急対策 部
【避難所運営対策本部 物資班】
物資調整業務

●
各班と連携をとり各避難所で必要になる
と思われる物資を想定し、確保のための
調整を⾏う

教育 06 03 教育06-03 教育委員会事務局 地域教育課 応急対策 部
【避難所運営対策本部 物資班】
物資輸送調整業務

●

各避難所で必要な物資について、総務班
と連携して状況把握に努め、輸送状況等
にも充分配慮して、供給を継続できるよ
う調整を図る

部 課 業務区分 所管 業務名

■業務開始時期

業務内容

警戒期 応急期 復旧期

部C 課C 連C 業務NO

総合教育センター教育支援課

地域教育課

教育委員会事務局
教育指導課
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【教育委員会事務局(4/5)】 

 

応急
準備期

気
象
予
警
報

1
時
間
以
内

破
堤
か
ら
2
1
時
間

〜
2
4
時
間

1
週
間

２
週
間

1
か
月

教育 07 01 教育07-01 教育委員会事務局 放課後支援課 応急対策 部
【避難所運営対策本部 給⾷保健
班】
給⾷担当

●
飲料⽔や⾷料の充⾜状況を把握し、各班
と連携し必要な支援や調整等を⾏う

教育 07 03 教育07-03 教育委員会事務局 放課後支援課 応急対策 部
【避難所運営対策本部 給⾷保健
班】
物資状況確認業務

●
各避難所の備蓄物資の状態や過不⾜を把
握し、避難所間での調整や搬出⼊につい
て検討する

教育 07 02 教育07-02 教育委員会事務局 放課後支援課 応急対策 部
【避難所運営対策本部 給⾷保健
班】
衛生担当

●

避難所の環境衛生について、トイレや炊
き出し及びペットの飼育等の適切な情報
提供や指導を⾏うとともに、各班と連携
し必要な支援を⾏う

教育 07 04 教育07-04 教育委員会事務局 放課後支援課 応急対策 部
【避難所運営対策本部 給⾷保健
班】
救護担当

●

避難者の健康状態を把握し、特に要支援
者の体調変化に注意するとともに、避難
所で対応できない場合の措置について各
班と連携し必要な情報提供や支援を⾏う

教育 07 05 教育07-05 教育委員会事務局 放課後支援課 応急対策 部
【避難所運営対策本部 給⾷保健
班】
相談担当

●
避難者の健康被害などの相談内容につい
て状況を把握し、相談窓⼝の確認や人材
の派遣要請等を各班と連携して⾏う

教育 07 08 教育07-08 教育委員会事務局 放課後支援課 応急対策 課 児童の保護状況の把握 ●
私⽴学童保育クラブの児童の保護状況及
び保護者の引き取りが⾒込めない児童の
状況把握及び保護者への引き渡し

教育 07 13 教育07-13 教育委員会事務局 放課後支援課 応急対策 課 児童の保護状況の把握 ●
わくわくチャレンジ広場の参加児童の保
護状況及び保護者の引き取りが⾒込めな
い児童の状況把握

教育 07 10 教育07-10 教育委員会事務局 放課後支援課 復旧・復興 課 学童保育クラブの再開 ●
私⽴学童保育クラブ再開に向けて、適切
な運営ができるよう学童実施事業者と連
絡・調整を⾏う

教育 07 14 教育07-14 教育委員会事務局 放課後支援課 復旧・復興 課
放課後⼦ども事業(わくわくチャレ
ンジ広場)の再開

●
わくわくチャレンジ広場再開に向けて、
適切な運営ができるようサポーター及び
学校と連絡・調整を⾏う

教育 07 11 教育07-11 教育委員会事務局 放課後支援課 復旧・復興 課 学童保育クラブ使⽤料の減免 ●
被災児童の学童使⽤料の減額・免除⼿続
きを実施

教育 07 06 教育07-06 教育委員会事務局 放課後支援課 中止・休止 課
私⽴学童保育クラブの休止協議・
判断

●
私⽴学童保育クラブ実施事業者と協議
し、休止の判断を⾏う

教育 07 12 教育07-12 教育委員会事務局 放課後支援課 中止・休止 課
放課後⼦ども事業(わくわくチャレ
ンジ広場)の休止等の判断

● わくわくチャレンジ広場の休止判断

教育 07 07 教育07-07 教育委員会事務局 放課後支援課 中止・休止 課
私⽴学童保育クラブの休止等の情
報発信

●
私⽴学童保育クラブ実施事業者と協議し
た休止等の情報を区⺠・利⽤者向けに周
知を⾏う

教育 07 12 教育07-12 教育委員会事務局 放課後支援課 中止・休止 課
放課後⼦ども事業(わくわくチャレ
ンジ広場)の休止等の情報発信

●
わくわくチャレンジ広場の休止情報の児
童・保護者向けの周知、広報

教育 07 09 教育07-09 教育委員会事務局 放課後支援課 優先・継続 課 保育施設等の復旧 ●
学童保育クラブ建物設備等の状況把握及
び応急対応

教育 08 01 教育08-01 教育委員会事務局 ⽣涯学習課 中止・休止 課
区⺠大学、博物館事業等の中止状
況の周知

●
区⺠大学や博物館事業等の休止判断を⾏
い、区⺠、利⽤者向けに周知する

教育 08 02 教育08-02 教育委員会事務局 ⽣涯学習課 応急対策 部
【避難所運営対策本部】
避難所運営対策本部の設営・本部
会議の開催

●
避難所運営対策本部会議の準備及び運営
を⾏う

教育 08 04 教育08-04 教育委員会事務局 ⽣涯学習課 応急対策 部
【避難所運営対策本部 総務班】
避難所運営対策本部の連絡調整

●
ＩＰ無線機などの各種通信機器等を活⽤
し、避難所運営対策本部の窓⼝として連
絡調整を⾏う

教育 08 12 教育08-12 教育委員会事務局 ⽣涯学習課 応急対策 課 文化財保護 ●
区内文化財や文化的景観の重要な構成要
素の浸⽔被害を未然に防ぐため、必要に
応じた緊急避難的措置を講ずる

教育 08 06 教育08-06 教育委員会事務局 ⽣涯学習課 応急対策 部
【避難所運営対策本部 総務班】
避難所開設状況及び従事者の集約
と名簿作成

●
その他従事職員の情報管理及び避難所開
設状況を把握する。

教育 08 14 教育08-14 教育委員会事務局 ⽣涯学習課 応急対策 課
博物館収蔵資料の浸⽔しない階層
への移動

●

博物館の地下及び１階収蔵庫にある紙、
布、木製品、⾦属等の収蔵品、及びデジ
タルデータ⽤パソコンを博物館３階へ移
動する。

教育 08 05 教育08-05 教育委員会事務局 ⽣涯学習課 応急対策 部
【避難所運営対策本部 総務班】
災害対策本部からの要請伝達

●
災害対策本部からの要請を各班へ伝達す
る

教育 08 07 教育08-07 教育委員会事務局 ⽣涯学習課 応急対策 部
【避難所運営対策本部 物資班】
物資状況確認業務

●
各避難所の備蓄物資の状態や過不⾜を把
握し、避難所間での調整や搬出⼊につい
て検討する。

教育 08 08 教育08-08 教育委員会事務局 ⽣涯学習課 応急対策 部
【避難所運営対策本部 物資班】
生活⽤⽔、必要器材の確保調整業
務

●
各避難所の生活⽤⽔の状態や過不⾜を把
握し、避難所間での調整や搬出⼊、必要
器材の確保について検討する

教育 08 09 教育08-09 教育委員会事務局 ⽣涯学習課 応急対策 部
【避難所運営対策本部】
避難所対応

●
各避難所から集まる各種問い合わせ内容
を整理、分類し、必要な対応をする

教育 08 10 教育08-10 教育委員会事務局 ⽣涯学習課 応急対策 部
【避難所運営対策本部 物資班】
物資調整業務

●
各班と連携をとり各避難所で必要になる
と思われる物資を想定し、確保のための
調整を⾏う

教育 08 11 教育08-11 教育委員会事務局 ⽣涯学習課 応急対策 部
【避難所運営対策本部 物資班】
物資輸送調整業務

●

各避難所で必要な物資について、総務班
と連携して状況把握に努め、輸送状況等
にも充分配慮して、供給を継続できるよ
う調整を図る

教育 08 13 教育08-13 教育委員会事務局 ⽣涯学習課 応急対策 課 文化財保護 ●
区内文化財や文化的景観の重要な構成要
素の被害状況調査を⾏い、必要に応じた
緊急避難的措置を講ずる

教育 08 15 教育08-15 教育委員会事務局 ⽣涯学習課 復旧・復興 課 博物館資料の調査及び修復 ●
博物館資料の被害状況の調査及び修復を
⾏う。

部 課 業務区分 所管 業務名

■業務開始時期

業務内容

警戒期 応急期 復旧期

部C 課C 連C 業務NO

放課後支援課

⽣涯学習課

教育委員会事務局
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【教育委員会事務局(5/5)】 

 

応急
準備期

気
象
予
警
報

1
時
間
以
内

破
堤
か
ら
2
1
時
間

〜
2
4
時
間

1
週
間

２
週
間

1
か
月

教育 09 01 教育09-01 教育委員会事務局 ⽣涯スポーツ課 中止・休止 課
体育施設、スポーツ事業の休止判
断

● 施設や事業の休止を判断する

教育 09 02 教育09-02 教育委員会事務局 ⽣涯スポーツ課 優先・継続 課 指定管理者との協議・調整 ●
維持管理を担当する指定管理者と体育施設の
管理・運営についての協議・調整・指導・助
⾔を⾏う

教育 09 01 教育09-01 教育委員会事務局 ⽣涯スポーツ課 中止・休止 課
体育施設、スポーツ事業の休止広
報

●
施設や事業の休止を区⺠や参加者向けに周
知、広報を⾏う

教育 09 06 教育09-06 教育委員会事務局 ⽣涯スポーツ課 応急対策 本部
【先遣部隊との連携】
災害対策本部代替施設としての開
設準備

●
◆先遣部隊の確認◆先遣部隊の受け⼊れ◆事
前準備の実施◆災害対策本部室の区画・表⽰
◆災害対策本部室の使⽤資器材の配置

教育 09 07 教育09-07 教育委員会事務局 ⽣涯スポーツ課 応急対策 本部
災害対策本部代替施設としての開
設準備

●
◆区⺠対応窓⼝の設営◆執務スペースの設営
◆情報掲⽰場所の確保◆その他必要なスペー
スの確保◆⾞両、人員の誘導

教育 09 08 教育09-08 教育委員会事務局 ⽣涯スポーツ課 応急対策 本部
【ライフライン等の継続的管理】
災害対策本部代替施設の機能維持

●
◆ライフライン等の点検と処置の継続◆施設
の備蓄物資等の管理◆し尿処理対策◆ごみの
収集・分別・処理

教育 09 09 教育09-09 教育委員会事務局 ⽣涯スポーツ課 応急対策 課
【施設利⽤者の安全確保】（奥⼾
スポーツセンター）
所管施設の被害状況の確認

●
◆各自の安全確保◆施設利⽤者の安全確認
◆避難⾏動の判断・指⽰

教育 09 13 教育09-13 教育委員会事務局 ⽣涯スポーツ課 応急対策 本部
【救援物資の受領・保管】
物資輸送拠点の運営

●
◆物資の受け⼊れ【⾞両誘導】◆物資の受領
◆物資の分別◆物資の仕分け◆物資の保管

教育 09 14 教育09-14 教育委員会事務局 ⽣涯スポーツ課 応急対策 本部
【ライフライン等の継続的管理】
物資輸送拠点の機能維持

●
◆ライフライン等の点検と処置の継続◆施設
の備蓄物資等の管理◆し尿処理対策◆ごみの
収集・分別・処理

教育 09 15 教育09-15 教育委員会事務局 ⽣涯スポーツ課 応急対策 課
【施設利⽤者の安全確保】（⽔元
スポーツセンター）
所管施設の被害状況の確認

●
◆各自の安全確保◆施設利⽤者の安全確認
◆避難⾏動の判断・指⽰

教育 09 16 教育09-16 教育委員会事務局 ⽣涯スポーツ課 応急対策 課
【施設全体の被害状況の確認】
（⽔元スポーツセンター）
所管施設の被害状況の確認

●
◆施設全体（外観）の目視点検◆施設近隣の
被害状況の確認◆災害対策本部への被害状況
の報告

教育 09 03 教育09-03 教育委員会事務局 ⽣涯スポーツ課 応急対策 課
【施設利⽤者の安全確保】
施設の被害状況の確認

●
◆各自の安全確保◆施設利⽤者の安全確認
◆避難⾏動の判断・指⽰

教育 09 04 教育09-04 教育委員会事務局 ⽣涯スポーツ課 応急対策 課
【施設全体の被害状況の確認】
施設の被害状況の確認

●
◆施設全体（外観）の目視点検◆施設近隣の
被害情報の確認◆災害対策本部への被害状況
の報告

教育 09 05 教育09-05 教育委員会事務局 ⽣涯スポーツ課 応急対策 課
【施設内部及び設備の被害状況の
確認】
施設の被害状況の確認

●

◆各フロア部分の確認◆電気設備の確認◆ガ
ス設備の確認◆⽔道設備の確認◆通信機器類
の確認◆下⽔道設備（トイレ等）の確認◆施
設内ライフライン被害状況のとりまとめ

教育 09 10 教育09-10 教育委員会事務局 ⽣涯スポーツ課 応急対策 課
【施設全体の被害状況の確認】
（奥⼾スポーツセンター）
所管施設の被害状況の確認

●
◆施設全体（外観）の目視点検◆施設近隣の
被害状況の確認◆災害対策本部への被害状況
の報告

教育 09 11 教育09-11 教育委員会事務局 ⽣涯スポーツ課 応急対策 課
【施設内部及び設備の被害状況の
確認】（奥⼾スポーツセンター）
 所管施設の被害状況の確認

●

◆各階の確認◆電気設備の確認◆ガス設備の
確認◆⽔道設備の確認◆通信機器類の確認◆
各階の下⽔道設備（トイレ等）の確認◆施設
内ライフライン被害状況のとりまとめ

教育 09 17 教育09-17 教育委員会事務局 ⽣涯スポーツ課 応急対策 課
【施設内部及び設備の被害状況の
確認】（⽔元スポーツセンター）
所管施設の被害状況の確認

●

◆各階フロア部分の確認◆ライフラインの確
認
◆通信機器類の確認◆下⽔道設備（トイレ
等）の確認◆エレベーター設備の確認◆施設
内ライフライン被害状況のとりまとめ

教育 09 18 教育09-18 教育委員会事務局 ⽣涯スポーツ課 応急対策 本部 遺体安置所としての開設準備 ●

◆駐⾞場の区分・表⽰◆記録所・遺体洗浄テ
ントの設営◆受付の準備◆本部事務室の設営
◆職員控室の設営◆パーテーションの配置◆
検視所の設営◆検案所の設営◆遺体安置所の
設営◆遺体対⾯・引渡所の設営◆家族・関係
者控室・区⺠相談室の設営

教育 09 19 教育09-19 教育委員会事務局 ⽣涯スポーツ課 応急対策 本部
【遺体安置所運営要員の受⼊】
遺体安置所の開設

●

◆本部及び関係機関からの遺体安置所の運営
要員（態勢）の配置予定確認◆運営要員の規
模を把握し、飲料⽔、⾷糧等の必要量を確認
◆飲料⽔等不⾜時の補てん要請

教育 09 20 教育09-20 教育委員会事務局 ⽣涯スポーツ課 応急対策 本部
【ライフライン等の継続的管理】
遺体安置所の機能維持（⽔元体育
館）

●
◆ライフライン等の点検と処置の継続◆施設
の備蓄物資等の管理◆し尿処理対策◆ごみの
収集・分別・処理

教育 09 12 教育09-12 教育委員会事務局 ⽣涯スポーツ課 応急対策 本部
物資輸送拠点としての開設準備
（エイトホール）

●

◆物資搬⼊⼝の設営◆物資搬出⼝の設営
◆荷下し場所及び仕分け場所、分別場所、保
管場所の設営◆事務所の設営◆開設準備完了
報告

教育 10 02 教育10-02 教育委員会事務局 中央図書館 応急対策 課 図書資料の浸⽔対策 ● 図書資料の浸⽔を防ぐ⼿段を講じる

教育 10 03 教育10-03 教育委員会事務局 中央図書館 復旧・復興 課 図書資料の保全及び修復業務 ●
被害状況を踏まえ、図書資料の保全及び修復
などを⾏う

教育 10 01 教育10-01 教育委員会事務局 中央図書館 中止・休止 課 施設利⽤の停止判断 ● 施設利⽤を停止し、利⽤者の安全確保を図る

教育 10 01 教育10-01 教育委員会事務局 中央図書館 中止・休止 課 施設利⽤の停止等情報の周知 ● 休館等情報を区⺠向けに周知する

部 課

中央図書館

業務区分 所管 業務名

■業務開始時期

業務内容

警戒期 応急期 復旧期

部C 課C 連C 業務NO

教育委員会事務局
⽣涯スポーツ課
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【監査事務局】 

 

応急
準備期

気
象
予
警
報

1
時
間
以
内

破
堤
か
ら
2
1
時
間

〜
2
4
時
間

1
週
間

２
週
間

1
か
月

監査 01 01 監査01-01 監査事務局 監査事務局 応急対策 本部
【災害対策本部・本部運営支援
班】
本部運営支援担当業務

●

◆災害対策本部において開催される会
議体の準備及び運営◆災害対策本部に
おいて講じた応急対策業務に係る検討
過程、決定内容等の記録

監査 01 02 監査01-02 監査事務局 監査事務局 優先・継続 課 例⽉出納検査 ●

毎⽉1回、会計管理者から提出された
検査資料について、その計数を関係諸
帳簿と照合確認するとともに、検査当
⽇における保管現⾦の確認を⾏うもの

監査 01 03 監査01-03 監査事務局 監査事務局 優先・継続 課 住⺠監査請求 ●

区の職員等の財務会計上の不当な⾏為
または怠る事実について、区⺠から監
査委員に監査を求め、必要な措置を講
じるよう請求があった場合に監査を実
施するもの

監査 01 04 監査01-04 監査事務局 監査事務局 優先・継続 課 決算審査・基⾦運⽤状況審査 ●

区⻑からの依頼に基づき、決算及び基
⾦の運⽤状況を⽰す書類などの計数を
確認するとともに、予算の効率的な執
⾏、基⾦の適正かつ効率的な運⽤等に
ついて審査するもの

監査 01 05 監査01-05 監査事務局 監査事務局 優先・継続 課 財政健全化判断⽐率審査 ●

区⻑からの依頼に基づき、健全化判断
⽐率及びその算定基礎となる事項を記
載した書類を確認して、⽐率が適正に
算定されているかを審査するもの

部 課 業務区分 所管 業務名

■業務開始時期

業務内容

警戒期 応急期 復旧期

部C 課C 連C 業務NO

監査事務局
監査事務局
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【選挙管理委員会事務局】 

 

応急
準備期

気
象
予
警
報

1
時
間
以
内

破
堤
か
ら
2
1
時
間

〜
2
4
時
間

1
週
間

２
週
間

1
か
月

選管 01 02 選管01-02 選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 応急対策 本部
選挙執⾏事務
（選挙期間のみ）

●
◆投票当⽇の被災状況を想定し、繰り
延べ投票の検討を⾏う

選管 01 01 選管01-01 選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 応急対策 本部
【災害対策本部・情報管理班】
問い合わせ対応担当業務

●

◆一般電話及び臨時窓⼝において区⺠
等からの情報提供、問い合わせ等への
対応◆情報提供、要請等の分類及び災
害対策本部等への報告

選管 01 03 選管01-03 選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 優先・継続 課
選挙執⾏事務
（選挙期間のみ）

●

◆国レベル・都レベルの各種選挙及び
国⺠審査の執⾏◆区議区⻑選挙の執⾏
※必要人数は、区議区⻑選を想定した
人数。

選管 01 04 選管01-04 選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 優先・継続 課
検審・裁判員候補者予定者選定事
務
（選定期間のみ）

●
検察審査会審査員及び裁判員候補者予
定者の選定

選管 01 05 選管01-05 選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 優先・継続 課
在外選挙人名簿調製事務
（選挙期間のみ）

● 在外選挙人名簿の調製

選管 01 06 選管01-06 選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 優先・継続 課
選挙管理委員会運営事務
（選挙期間のみ）

● 選挙管理委員会の運営

選管 01 07 選管01-07 選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 優先・継続 課
選挙人名簿調製事務
（選挙期間のみ）

● 選挙人名簿の調製

部 課 業務区分 所管 業務名

■業務開始時期

業務内容

警戒期 応急期 復旧期

部C 課C 連C 業務NO

選挙管理委員会事務局
選挙管理委員会事務局
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【区議会事務局】 

 
 

応急
準備期

気
象
予
警
報

1
時
間
以
内

破
堤
か
ら
2
1
時
間

〜
2
4
時
間

1
週
間

２
週
間

1
か
月

区議 01 01 区議01-01 区議会事務局 区議会事務局 応急対策 部 議会棟における避難誘導 ●
◆議会棟内の議員・区⺠等の避難誘導
を⾏う

区議 01 03 区議01-03 区議会事務局 区議会事務局 応急対策 課 支援体制準備 ●
区議会の支援体制を⽴ち上げる準備を
⾏う（正副議⻑への連絡・登庁準備）

区議 01 04 区議01-04 区議会事務局 区議会事務局 応急対策 課 議員の安否・所在確認 ●
◆議員の安否・居所を確認し、議⻑に
報告する
◆各議員との連絡体制を確⽴する

区議 01 05 区議01-05 区議会事務局 区議会事務局 応急対策 課 各地域の被害状況等の整理・報告 ●
議員から報告された被災地、避難所等
における被害状況等を整理し、区議会
災害等対策会議に報告する

区議 01 06 区議01-06 区議会事務局 区議会事務局 応急対策 課 災害対策本部への要請 ●
◆議員からの情報を分類し、区議会災
害等対策会議から災害対策本部への提
案・情報提供を⾏う

区議 01 02 区議01-02 区議会事務局 区議会事務局 応急対策 部 議会棟における被害発生の確認 ●
◆議会棟内及び議会棟周辺における被
害発生の有無を確認

区議 01 07 区議01-07 区議会事務局 区議会事務局 優先・継続 課
議決事項等報告、条例・規則改正
に係る業務
（議会会期中）

●
◆自治法に基づく議決事項の報告◆区
議会に関する例規の制定、改廃事務

区議 01 08 区議01-08 区議会事務局 区議会事務局 優先・継続 課
本会議、各委員会理事会等運営
（議会会期中）

●

◆本会議（代表・一般質問、議案等の
付託・審査・議決ほか）、各委員会、
随時の会議の運営◆本会議資料の印刷
◆議場配布

区議 01 09 区議01-09 区議会事務局 区議会事務局 優先・継続 課
議員提出議案、請願・陳情に係る
業務
（議会会期中）

●

◆本会議に上程する決議及び意⾒書の
議案作成◆本会議に上程する区議会例
規の議案作成◆請願・陳情の受付及び
委員会付託の事務◆提出者への連絡

区議 01 10 区議01-10 区議会事務局 区議会事務局 優先・継続 課
専決処分・個人情報公開状況・出
資法人会計報告書等収受

● 各報告書の収受・議会への報告

区議 01 11 区議01-11 区議会事務局 区議会事務局 優先・継続 課 監査報告書・例⽉出納検査結果 ● 各報告書の収受・議会への報告

部 課 業務区分 所管 業務名

■業務開始時期

業務内容

警戒期 応急期 復旧期

部C 課C 連C 業務NO

区議会事務局
区議会事務局
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第 3 章 受援・応援  
1.外部応援職員等の受け入れ 

⽔害が発生すると、国・都・他⾃治体・救助機関等、様々な主体からの人的支援を受ける
こととなります。国等による支援で、主に想定される外部応援職員等は、以下のとおりです。 

 

関係省庁 支援チーム/制度 主な活動内容 

⾃衛隊 災害派遣部隊 ・孤立者の救助 
・人員や物資の輸送、給⽔ 

消防庁 緊急消防援助隊 ・孤立者の救助 
警察庁 警察災害派遣隊 ・治安維持 

・緊急交通路の確保 
厚生労働省 災 害 派 遣 医 療 チ ー ム

（DMAT） 
・急性期（概ね 48 時間以内）から医療活動
を実施 
・病院の医療行為を支援 
・被災地の外に搬送する広域医療搬送 

厚生労働省 災害派遣精神医療チーム
（DPAT） 

・被災地での精神保健活動への専門的支援 
・被災した医療機関への専門的支援 

厚生労働省 災害時健康危機管理支援
チーム（DHEAT） 

・保健医療分野の指揮調整機能の円滑な実施
の応援 
・避難所における保健衛生対策 

国土交通省 緊 急 災 害 対 策 派 遣 隊 
（TEC-FORCE） 

・被災状況の迅速な把握 
・被災地の早期復旧その他災害応急対応に対
す る技術的な支援 

環境省 災害廃棄物処理支援ネッ
トワーク 
（D.Waste-Net） 

・一時仮置場の確保・管理運営、処理困難物
対応 等に関する現地支援 
・生活ごみやし尿、避難所ごみ、片付けごみ
の収 集・運搬、処理に関する現地支援 

総務省 応急対策職員派遣制度 ・災害時に被災地方公共団体を支援するため
に、他の地方公共団体から一般職員を派遣す
る仕組み 

※このほか、各課で所掌する業務に関しては国や都、関係団体等から専門職員等の派遣を受
けます。  
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2.各課の受援業務候補の一覧 
⽔害時には、可能な限り受援の準備をしておくことが重要です。以下に各課の受援業務候

補の一覧を整理しています。中川上流部の氾濫のような局所的かつ被害が小さい場合にお
いても、可能な限り受援の準備をしておくことが重要です。以下に中川上流部の氾濫を見据
えた各課の受援業務候補の一覧を整理しています。 
※この受援業務候補の一覧は、R7 年度に実施したワークショップでの意見を基に整理して 

います。 
※中川上流部の氾濫で受援が必要な業務は、荒川の氾濫のような更に大きな被害が想定さ 

れる場合においても受援が必要不可欠になります。 
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各課の受援業務候補の一覧 
【総務部】 

 
 
【地域振興部】 

 
  

受援・応援の
分類

具体的な受援・応援先
の機関・団体名

応援者に依頼したい
作業内容

応援の想定必要人数
(目安の応援者人数)

応援者に必要不可⽋
なスキルや経験など

自由記載欄
備考など

総務03-02 総務部 すぐやる課 優先・継続 課
（法律等専門）区⺠相
談事務

◆区役所本庁舎や地区センターに
て定期的に法律相談を開催 ◆税
⾦と経理相談、建築相談など専門
相談を関係団体と協⼒のもと、区
役所本庁舎で実施している。本庁
舎が浸⽔した場合には、オンライ
ンや電話で対応する。

協定団体・関
係機関・他自
治体等からの
応援

葛飾弁護士倶楽部・東
京都宅地建物取引業協
会葛飾支部・東京⼟地
家屋調査士会葛飾支
部・東京司法書士会城
北支部・東京税理士会
葛飾支部・一般社団法
人葛飾区建築設計事務
所協会（各種相談の実
施）

法律相談、その他税⾦
と経理相談、建築相談
など専門相談を依頼。
本庁舎が浸⽔した場合
には、オンラインや電
話で相談を依頼。

〇弁護士１名/１⽇
〇その他相談
１名〜２名/１週間

各種資格を所持して
いる者

総務03-01 総務部 人権推進課 応急対策 課
災害ボランティアセン
ターの運営支援

災害発生時に葛飾区社会福祉協議
会が男⼥平等推進センター内に設
置する「災害ボランティアセン
ター」の運営が円滑に進むよう、
必要な支援を⾏う

平時からの委
託事業者

総合管理委託業者
電気設備業者
区職員︓室内⽚づけや
必要物品の確認

館内の電気設備の点検
本部との連絡応援
（区役所本部に出向き
報告する人、⾜りない
物資の調達）

5人程度
電気関係の知識
館内の施錠確認

総務03-02 総務部 人権推進課 優先・継続 課 拠点施設の保全管理
館内利⽤者の安全を確保するた
め、館内各設備を保全管理する

平時からの委
託事業者

総合管理委託業者
電気設備業者
複合施設の職員

館内の電気設備の点検
複合施設の職員

5人程度
電気関係の知識
館内の施錠確認

受援業務内容

総務部

業務名 業務内容業務NO 部 課 業務区分 所管

受援・応援の
分類

具体的な受援・応援先
の機関・団体名

応援者に依頼したい
作業内容

応援の想定必要人数
(目安の応援者人数)

応援者に必要不可⽋
なスキルや経験など

自由記載欄
備考など

地振04-11
地域振興

部
文化国際課 応急対策 課

【⽔害時一時滞在施設
運営】
一時滞在者への対応及
び管理

◆施設運営に係る情報の⼊⼿、◆
滞留者の案内・誘導、◆滞留者の
受け⼊れ、集計
◆施設滞在者への情報提供、◆配
⾷、給⽔、◆滞在者の安全確保、
◆保健衛生活動

その他

文化施設指定管理者と
の協定に基づく連携、
庁内や他自治体からの
応援

滞留者の案内・誘導、
滞留者の受け⼊れ・集
計、配⾷・給⽔、滞在
者の安全確保

6〜10人程度

施設の被害状況に
よっては、エレベー
ターが停止し使⽤で
きない可能性がある
ため、階段の上り下
りができる⽅

地域振興課の
⽔害時一時滞
在施設の運営
に準じた対応

地域振興部

受援業務内容

業務名 業務内容業務NO 部 課 業務区分 所管
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【産業観光部】 

 
  

受援・応援の
分類

具体的な受援・応援先
の機関・団体名

応援者に依頼したい
作業内容

応援の想定必要人数
(目安の応援者人数)

応援者に必要不可⽋
なスキルや経験など

自由記載欄
備考など

産観03-01 産業観光部 観光課 応急対策 課
施設等利⽤休止判断、
利⽤者の避難及び施設
の被害状況の確認

◆所管施設やイベントの利⽤休止
判断や、利⽤者の避難、施設被害
状況を確認する

その他
設計・整備・保守関
連企業・インフラ関
係企業

施設の復旧や
修繕策におい
て施設部の技
術的支援が必
要と想定され
る

産観
01,02,03-

04
産業観光部

産業経済課
商工振興課

観光課
応急対策 本部

【１階フロア部分の準
備】
物資輸送拠点としての
開設準備

◆物資搬⼊⼝の設営、◆物資搬出
⼝の設営、◆荷下し場所及び仕分
け場所、分別場所、保管場所の設
営、◆事務所の設営

庁内からの応
援

左記の業務内容 10人程度

産観
01,02,03-

07
産業観光部

産業経済課
商工振興課

観光課
応急対策 本部

【救援物資の受領・保
管】
物資輸送拠点の運営

◆物資の受け⼊れ【⾞両誘導】
◆物資の受領、◆物資の分別、◆
物資の仕分け、◆物資の保管

庁内からの応
援

左記の業務内容 10人程度
産観
01,02,03-04
と同じ人員

産観
01,02,03-

08
産業観光部

産業経済課
商工振興課

観光課
応急対策 本部

【ライフライン等の継
続的管理】
物資輸送拠点の機能維
持

◆ライフライン等の点検と処置の
継続、◆施設の備蓄物資等の管
理、◆し尿処理対策、◆ごみの収
集・分別・処理

庁内からの応
援

左記の業務内容 10人程度
産観
01,02,03-04
と同じ人員

産業観光部

受援業務内容

業務名 業務内容業務NO 部 課 業務区分 所管
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【産業観光部】 

 
  

受援・応援の
分類

具体的な受援・応援先
の機関・団体名

応援者に依頼したい
作業内容

応援の想定必要人数
(目安の応援者人数)

応援者に必要不可⽋
なスキルや経験など

自由記載欄
備考など

環境02-08 環境部
リサイクル

清掃課
復旧・復興 課

地区集積所等・一次仮
置場の設置・管理

協定業者へ地区集積所等・一次仮
置場の設置・管理を委託する

庁内からの
応援

受付業務、廃棄物ごと
の管理、場内搬⼊等指
⽰、危険物の目視確認
等

災害の規模によって
変動するため、記載
は割愛

環境02-10 環境部
リサイクル

清掃課
復旧・復興 課

収集運搬⾞両等の広域
支援要請

収集運搬⾞両の必要台数の推計を
⾏い、支援を要する運搬⾞両の種
類ごとの台数と期間を決定し、特
別区災害廃棄物処理対策本部を通
して、広域支援を要請する

協定団体・関
係機関・他自
治体等からの
応援

・災害廃棄物処理の協
定締結団体や平時から
の委託事業者が対象だ
が、複数団体あるため
記載は割愛
・周辺自治体等

災害廃棄物の収集運搬
業務

災害の規模によって
変動するため、記載
は割愛

廃棄物の収集運搬の
技能

環境03-07 環境部 清掃事務所 応急対策 課
し尿収集運搬（可燃ご
み扱い）

避難所や一般家庭から排出される
凝固剤等によって固形化されたし
尿を可燃ごみとして回収する。

受援は不要と
考えられる
が、委託会社
の被災状況に
よっては必要
となる場合も
あり得る。

環境03-10 環境部 清掃事務所 優先・継続 課 廃棄物収集運搬

清掃⼯場や中継所の稼動状況、稼
動可能⾞両（雇上含む）と従事可
能職員数、集積所や道路状況等の
情報から策定した収集計画に基づ
き、早期に収集作業を開始する

受援は不要と
考えられる
が、委託会社
の被災状況に
よっては必要
となる場合も
あり得る。

環境部

受援業務内容

業務名 業務内容業務NO 部 課 業務区分 所管
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【福祉部(1/3)】 

 

受援・応援の
分類

具体的な受援・応援先
の機関・団体名

応援者に依頼したい
作業内容

応援の想定必要人数
(目安の応援者人数)

応援者に必要不可⽋
なスキルや経験など

自由記載欄
備考など

福祉02-03 福祉部
くらしのまる
ごと相談課

応急対策 部
福祉避難所の開設、運
営
【災対福祉部】

福祉避難所の開設と運営（要配慮
者で避難が必要な区⺠の受⼊れ、
⾏動障害のある障害者はできるだ
け障害者施設へ案内する）

その他

協定自治体、社会福祉
施設、特別支援学校、
葛飾区介護サービス事
業者協議会

要避難者のケア、救援
物資の受⼊・仕分、避
難要配慮者のケア、⾼
齢者・障害児等の受
⼊、在宅⾼齢者の安否
確認・避難誘導

200人程度

救援物資の受⼊、仕
分以外の作業につい
ては、福祉専門職等
の要配慮者への対応
ができる人が望まし
いと思われる。

介護保険課 応急対策 部
福祉避難所の開設、運
営
【災対福祉部】

福祉避難所の開設と運営（要配慮
者で避難が必要な区⺠の受⼊れ、
⾏動障害のある障害者はできるだ
け障害者施設へ案内する）

協定団体・関
係機関・他自
治体等からの
応援

葛飾区介護サービス事
業者協議会

被災者の介護の支援 未定

福祉03-01 福祉部 ⾼齢者支援課 応急対策 部
福祉避難所（第2順位
避難所）の安全確認
【災対福祉部】

福祉避難所51か所（区⽴施設︓
2、特養︓22、⽼健︓8、養護︓
1、ケア︓1、障害者施設︓17）
の安全確認を⾏い、開設可能かを
確認する

庁内からの応
援

建築課（人⼿が⾜りな
い場合は東京都へ応急
危険度判定のできる職
員を依頼）

応急危険度判定 ２人程度 一級建築士等

庁内の人出が
不⾜する場合
は東京都へ依
頼

福祉03-03 福祉部 ⾼齢者支援課 応急対策 部
最優先となる避難⾏動
要支援者の安否確認
【災対福祉部】

最優先に支援が必要となる、平常
時でも生命維持に不可⽋な医療、
介護等のサービスを受けている⾼
齢者や障害者の安否確認

その他
居宅介護支援事業者、
介護サービス事業者

最優先に支援が必要と
なる、平常時でも生命
維持に不可⽋な医療、
介護等のサービスを受
けている⾼齢者や障害
者の安否確認及び福祉
避難所への搬送

不明

最優先に支援が必要
となる、平常時でも
生命維持に不可⽋な
医療、介護等のサー
ビスを受けている⾼
齢者の情報を知って
いる⽅

福祉03-04 福祉部 ⾼齢者支援課 応急対策 部
福祉避難所の開設、運
営
【災対福祉部】

福祉避難所の開設と運営（要配慮
者で避難が必要な区⺠の受⼊れ、
⾏動障害のある障害者はできるだ
け障害者施設へ案内する）

協定団体・関
係機関・他自
治体等からの
応援

避難所運営補助 14人程度
できれば避難所運営
経験者

福祉03-07 福祉部 ⾼齢者支援課 応急対策 部

最優先で対応すべき避
難⾏動要支援者への支
援者（ホームヘルパー
等）の派遣【災対福祉
部】

最優先安否確認者への緊急支援
（⾷事、飲料⽔、ホームヘルパー
等の提供）

協定団体・関
係機関・他自
治体等からの
応援

避難所運営補助 14人程度
できれば避難所運営
経験者

福祉03-10 福祉部 ⾼齢者支援課 応急対策 部
避難⾏動要支援者の安
否確認
【災対福祉部】

常時、生命維持に不可⽋な医療、
介護等のサービスを受けていない
⾼齢者や障害者の安否確認

その他
居宅介護支援事業者、
介護サービス事業者

福祉03-12 福祉部 ⾼齢者支援課 応急対策 部

避難⾏動要支援者への
支援者（ホームヘル
パー等）の派遣
【災対福祉部】

常時、生命維持に不可⽋な医療、
介護等のサービスを受けていない
⾼齢者や障害者への支援（ホーム
ヘルパー等の提供）

その他
居宅介護支援事業者、
介護サービス事業者

福祉部

受援業務内容

業務名 業務内容業務NO 部 課 業務区分 所管
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【福祉部(2/3)】 

 
 
  

受援・応援の
分類

具体的な受援・応援先
の機関・団体名

応援者に依頼したい
作業内容

応援の想定必要人数
(目安の応援者人数)

応援者に必要不可⽋
なスキルや経験など

自由記載欄
備考など

福祉06-03 福祉部 国保年⾦課 応急対策 部
福祉避難所の開設、運
営
【災対福祉部】

福祉避難所の開設と運営（要配慮
者で避難が必要な区⺠の受⼊れ、
⾏動障害のある障害者はできるだ
け障害者施設へ案内する）

庁内からの
応援

区内福祉避難所への職
員配置

避難所運営
情報連絡等

区内約80施設
×1〜3人=１２０人

福祉避難所と
の協定書に職
員派遣が記載
されている施
設について、
要員確保が必
要

福祉05-05 福祉部 障害者施設課 応急対策 部
福祉避難所の開設、運
営
【災対福祉部】

福祉避難所の開設と運営（要配慮
者で避難が必要な区⺠の受⼊れ、
⾏動障害のある障害者はできるだ
け障害者施設へ案内する）

協定団体・関
係機関・他自
治体等からの
応援

物資搬⼊にかかる補助
避難所環境整備にかか
る補助

142人程度
福祉避難所運営経験
または
障害福祉業務経験

福祉05-07 福祉部 障害者施設課 応急対策 部

最優先で対応すべき避
難⾏動要支援者への支
援者（ホームヘルパー
等）の派遣【災対福祉
部】

最優先安否確認者への緊急支援
（⾷事、飲料⽔、ホームヘルパー
等の提供）

庁内からの
応援

⾷事・飲料⽔提供の補
助

20人程度

福祉04-04 福祉部 障害福祉課 応急対策 部
福祉避難所の開設、運
営
【災対福祉部】

福祉避難所の開設と運営（要配慮
者で避難が必要な区⺠の受⼊れ、
⾏動障害のある障害者はできるだ
け障害者施設へ案内する）

協定団体・関
係機関・他自
治体等からの
応援

協定を交わしている福
祉避難所施設の職員

福祉避難所開設時の⼿
伝い・避難者の対応等

36（各施設２人程
度）

施設の状況を良く
知っている、障害者
対応に慣れている者

ー

福祉04-09 福祉部 障害福祉課 優先・継続 課 ⼿話相談

◆聴覚障害者及び⾳声⾔語機能障
害者に対して⼿話通訳者が福祉に
関する相談及び受付を⾏う
◆他課からの依頼に基づき、⼿話
通訳者を派遣し聴覚障害者等の⼿
続き等の支援を⾏う

協定団体・関
係機関・他自
治体等からの
応援

ー
聴覚障害者及び⾳声⾔
語機能障害者に対する
⼿話通訳等

２人（交代要員を含
める）

⼿話通訳士、⼿話通
訳者及びそれに準ず
る者

ー

福祉08-03 福祉部 ⻄⽣活課 応急対策 部
福祉避難所の開設、運
営
【災対福祉部】

福祉避難所の開設と運営（要配慮
者で避難が必要な区⺠の受⼊れ、
⾏動障害のある障害者はできるだ
け障害者施設へ案内する）

協定団体・関
係機関・他自
治体等からの
応援

⾼齢者等要配慮者への
臨時対応

10人程度
医師、看護師、ヘル
パー、保健師、栄養
士など

福祉部

受援業務内容

業務名 業務内容業務NO 部 課 業務区分 所管
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【福祉部(3/3)】 

 
  

受援・応援の
分類

具体的な受援・応援先
の機関・団体名

応援者に依頼したい
作業内容

応援の想定必要人数
(目安の応援者人数)

応援者に必要不可⽋
なスキルや経験など

自由記載欄
備考など

福祉01-04 福祉部 福祉管理課 応急対策 部
最優先となる避難⾏動
要支援者の安否確認
【災対福祉部】

最優先に支援が必要となる、平常
時でも生命維持に不可⽋な医療、
介護等のサービスを受けている⾼
齢者や障害者の安否確認

協定団体・関係機
関・他自治体等か
らの応援

安否確認 不明 特になし

福祉01-05 福祉部 福祉管理課 応急対策 部
福祉避難所の開設、運
営
【災対福祉部】

福祉避難所の開設と運営（要配慮
者で避難が必要な区⺠の受⼊れ、
⾏動障害のある障害者はできるだ
け障害者施設へ案内する）

協定団体・関係機
関・他自治体等か
らの応援

NPO法人
HandOverJapan

開設・運営補助 10人程度 避難所運営支援経験
令和７年度に協定締
結予定

福祉01-07 福祉部 福祉管理課 応急対策 部

最優先で対応すべき避
難⾏動要支援者への支
援者（ホームヘルパー
等）の派遣
【災対福祉部】

最優先安否確認者への緊急支援
（⾷事、飲料⽔、ホームヘルパー
等の提供）

協定団体・関係機
関・他自治体等か
らの応援

⾷事などの配送 不明 不明

必要な支援の内容に
よって必要な人員や
スキルなどが変わる

福祉01-08 福祉部 福祉管理課 応急対策 部
福祉避難所の運営状況
の確認と支援
【災対福祉部】

防災害対策⽤ＩＰ無線等を使い、
各福祉避難所の運営状況を確認
し、必要な支援を⾏う

その他 必要な支援 不明 不明

必要な支援の内容に
よって必要な人員や
スキルなどが変わる

福祉01-12 福祉部 福祉管理課 応急対策 部
避難⾏動要支援者の相
談窓⼝の開設 【災対
福祉部】

◆福祉ニーズの把握 ◆具体的な
支援やサービス提供の⼿配 ◆⼊
所措置等への仲介

協定団体・関係機
関・他自治体等か
らの応援

NPO法人
HandOverJapan

福祉避難所の避難者に
対するニーズの把握、
関係機関への仲介

4人程度
生活相談、福祉等制
度案内

令和７年度に協定締
結予定

福祉01-13 福祉部 福祉管理課 応急対策 部
避難⾏動要支援者の安
否確認
【災対福祉部】

常時、生命維持に不可⽋な医療、
介護等のサービスを受けていない
⾼齢者や障害者の安否確認

協定団体・関係機
関・他自治体等か
らの応援

安否確認 不明 特になし

福祉01-15 福祉部 福祉管理課 応急対策 部

避難⾏動要支援者への
支援者（ホームヘル
パー等）の派遣
【災対福祉部】

常時、生命維持に不可⽋な医療、
介護等のサービスを受けていない
⾼齢者や障害者への支援（ホーム
ヘルパー等の提供）

協定団体・関係機
関・他自治体等か
らの応援

必要な支援 不明 不明

必要な支援の内容に
よって必要な人員や
スキルなどが変わる

福祉01-16 福祉部 福祉管理課 復旧・復興 課 災害弔慰⾦等の支給
災害弔慰⾦・災害障害⾒舞⾦支給
制度の周知、申請受付、支給⼿続
き事務

庁内からの応援 左記の業務内容
災害の規模により必
要人数は異なる

特になし

福祉01-17 福祉部 福祉管理課 復旧・復興 課 災害援護資⾦等の融資
災害援護資⾦、生活福祉資⾦等の
制度の周知、申請受付、貸付⼿続
き事務

庁内からの応援 左記の業務内容
災害の規模により必
要人数は異なる

融資事務経験職員が
望ましい。

福祉部

受援業務内容

業務名 業務内容業務NO 部 課 業務区分 所管
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【健康部】 

 
 
【子育て支援部】 

 
 
  

受援・応援の
分類

具体的な受援・応援先
の機関・団体名

応援者に依頼したい
作業内容

応援の想定必要人数
(目安の応援者人数)

応援者に必要不可⽋
なスキルや経験など

自由記載欄
備考など

健康02-09 健康部 ⽣活衛⽣課 応急対策 課 逸走動物対策 ◆一時保護施設の設置及び運営
協定団体・関係機
関・他自治体等か
らの応援

・保護した逸走動物の
管理

8人程度 動物⾏政担当者等

健康部

受援業務内容

業務名 業務内容業務NO 部 課 業務区分 所管

受援・応援の
分類

具体的な受援・応援先
の機関・団体名

応援者に依頼したい
作業内容

応援の想定必要人数
(目安の応援者人数)

応援者に必要不可⽋なスキ
ルや経験など

自由記載欄
備考など

子育03-04
子育て
支援部

子育て
施設支援課

復旧・復興 課
私⽴教育・保育施設の
再開

私⽴教育・保育施設の再開に向け
て、適切な運営ができるよう連絡・
調整を⾏う

再開に向けた施設の
清掃・消毒等が必要
であり、清掃・消毒
等の受援を依頼する
可能性あり

子育て支援部

受援業務内容

業務名 業務内容業務NO 部 課 業務区分 所管
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【都市整備部(1/2)】 

 

受援・応援の
分類

具体的な受援・応援先
の機関・団体名

応援者に依頼したい
作業内容

応援の想定必要人数
(目安の応援者人数)

応援者に必要不可⽋なスキ
ルや経験など

自由記載欄
備考など

都整05-12 都市整備部 建築課 復旧・復興 課
住家被害認定調査、住家被害
認定調査票（結果）をＤＢに
取り込み処理【応援職員】

協定団体・関係機
関・他自治体等か
らの応援

東京都・協定自治体・
葛飾建築協会
・東京都建築士事務所
協会葛飾支部

住家被害認定調査
ＰＣ⼊⼒

１７６人程度 建築物の構造の知識

都整05-11 都市整備部 建築課 復旧・復興 課
住家被害認定調査、住家被害
認定調査票（結果）をＤＢに
取り込み処理【区役所職員】

現場に⾏き、調査対象建築物の全半壊等を判
定し地図に記⼊すると共に、全景や損壊箇所
を撮影する。
調査票を調査員より受け取り、調査⽤ＤＢに
取り込む。（データーのエラー処理、全景や
損壊箇所の撮影データも調査票と結びつけ
る）

庁内からの
応援

都市整備部
施設部

住家被害認定調査
ＰＣ⼊⼒

約１５人程度 建築物の構造の知識

都整05-04 都市整備部 建築課 応急対策 部
応急危険度判定の実施
【応援職員】

◆１被災建築物の危険性を判定し、当⾯の使
⽤の可否を決める
◆２判定結果の報告

協定団体・関係機
関・他自治体等か
らの応援

都市整備部・施設部
東京都・協定自治体・
葛飾建築協会
・東京都建築士事務所
協会葛飾支部

応急危険度判定 １７６人程度
建築物の構造の知識
又は、応急危険度判定士

都整06-01 都市整備部 公園課 応急対策
台⾵・集中
豪⾬時の水

防態勢

区⽔防計画に基づく態勢を決
定し、都市整備部の必要配備
要員を召集し、⽔害を防止す
る

づく態勢を決定し、都市整備部の必要配備要
員を召集し、⽔害を防止する

協定団体・関係機
関・他自治体等か
らの応援

葛飾造園災害対策協議
会

⽔害の防止 10人程度
重機、散⽔⾞、運転資格な
ど

都整06-02 都市整備部 公園課 応急対策

避難場所等
の施設調

査・点検業
務

避難場所、応急給⽔施設、公
園施設、児童遊園施設、排⽔
場施設、河川管理施設、船着
場、緊急船舶接岸箇所の調
査･点検

避難場所、応急給⽔施設、公園施設、児童遊
園施設、排⽔場施設、河川管理施設、船着
場、緊急船舶接岸箇所の調査･点検

協定団体・関係機
関・他自治体等か
らの応援

葛飾造園災害対策協議
会

調査・点検の補助 8人程度 重機、運転資格など

都整06-03 都市整備部 公園課 応急対策
災対施設の
開設活動業

務

応急給⽔施設を開設し、活動
に従事する

応急給⽔施設を開設し、活動に従事する
庁内からの
応援

応急給⽔施設の開設、
活動補助

10人程度

都整06-04 都市整備部 公園課 応急対策
災対施設の
開設活動業

務

応急収容、船着場の各災対施
設を開設し、活動に従事する

応急収容、船着場の各災対施設を開設し、活
動に従事する

協定団体・関係機
関・他自治体等か
らの応援

葛飾造園災害対策協議
会

応急収容、船着場の各
災対施設の開設、活動
補助

2人程度 重機、運転資格など

都整06-05 都市整備部 公園課 応急対策
遺体の搬
送・収容

指⽰に基づき、指定された遺
体安置所まで搬送し、遺体受
付班に引き渡す
（５名一班）

指⽰に基づき、指定された遺体安置所まで搬
送し、遺体受付班に引き渡す
（５名一班）

庁内からの
応援

遺体の搬送・収容 6人程度 搬送⾞両運転

都整06-06 都市整備部 公園課 復旧・復興
施設等の応
急復旧業務

◆点検結果に基づき施設等の
応急復旧を⾏う ◆復旧は避
難場所、応急給⽔施設、公園
施設(ガレキ置き場等に活⽤
する公園等）、排⽔場施設、
河川管理施設、船着場等災害
時の活⽤施設を優先して⾏う

◆点検結果に基づき施設等の応急復旧を⾏う
◆復旧は避難場所、応急給⽔施設、公園施設
(ガレキ置き場等に活⽤する公園等）、排⽔
場施設、河川管理施設、船着場等災害時の活
⽤施設を優先して⾏う

3人程度

都整06-07 都市整備部 公園課 優先・継続
通常業務の

再開
公園、児童遊園、排⽔場など
の維持管理の業務を再開

公園、児童遊園、排⽔場などの維持管理の業
務を再開

庁内からの
応援

維持管理業務 20人程度

都市整備部

受援業務内容

業務名 業務内容業務NO 部 課 業務区分 所管
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【都市整備部(2/2)】 

 

受援・応援の
分類

具体的な受援・応援先
の機関・団体名

応援者に依頼したい
作業内容

応援の想定必要人数
(目安の応援者人数)

応援者に必要不可⽋なスキ
ルや経験など

自由記載欄
備考など

都整07-01 都市整備部 都市計画課 復旧・復興 部
家屋・住家の被害概況の把握
（被害区域調査）

◆区及び都の災害対策本部に集約される被害
状況に基づいて家屋被害状況を把握する ◆
大被害地区・中被害地区については、現地踏
査により補⾜調査を⾏う

協定団体・関係機
関・他自治体等か
らの応援

指定なし 左記業務内容同 10人程度 なし

都整07-02 都市整備部 都市計画課 復旧・復興 課 復興に係る業務

◆都市復興基本⽅針及び⾻⼦案の策定 ◆都
市復興基本計画の策定 ◆第1次建築制限区
域の指定 ◆復興対象地区の設定 ◆第2次
建築制限区域の指定 ◆時限的市街地

協定団体・関係機
関・他自治体等か
らの応援

指定なし

都整07-03 都市整備部 都市計画課 復旧・復興 課
相談所の設置
（事業地区）

復興事業を適⽤する地区に復興相談所を設置
し、復興に係る⼟地や建物、住宅等に関する
相談業務を⾏う

協定団体・関係機
関・他自治体等か
らの応援

指定なし 左記業務内容同 94人程度
街づくり実務経験者
復興事業経験者

都整07-03 都市整備部 道路建設課 応急対策 課
被災した道路、橋梁等の応急
措置

◆被災した道路、橋梁等の応急措置
◆通⾏不能箇所には、通⾏規制等緊急措置を
⾏う

■ 検討対象 必要
平時からの委託事業

者

破損道路修繕⼯
事などの緊急対
応

都整08-02 都市整備部 道路補修課 応急対策 課
道路・橋梁・堤防の被害状況
を調査

パトロール隊（３人一組）を組織し、道路
（擁壁等大型構造物含む）・橋梁・堤防の被
害状況を調査する。

協定団体・関係機
関・他自治体等か
らの応援

コンサルタント会社 道路・橋梁等の点検 ６人程度

以下の資格保有者
・国⼟交通省登録資格にお
ける橋梁等施設分野の診断
業務が可能な資格
・技術士（公益社団法人
⽇本技術士会）
・RCCM（一般社団法人
建設コンサルタンツ協会）

都整08-04 都市整備部 道路補修課 応急対策 課 道路の啓開作業 道路障害物の除去、ガレキの処理
協定団体・関係機
関・他自治体等か
らの応援

⺠間建設会社 道路障害物の除去等 60人程度
道路障害物の除去等を⾏う
ために建設機械を運転でき
る⽅など。

都市整備部

受援業務内容

業務名 業務内容業務NO 部 課 業務区分 所管
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【会計管理者】 

 
 
【教育委員会事務局(1/3)】 

 

受援・応援の
分類

具体的な受援・応援先
の機関・団体名

応援者に依頼したい
作業内容

応援の想定必要人数
(目安の応援者人数)

応援者に必要不可⽋なスキ
ルや経験など

自由記載欄
備考など

会計01-02 会計管理者 会計管理課 応急対策 課 集中管理自転⾞の配⾞
応急対策及び復旧対策において、災害対策本
部が連絡または調査等に使⽤する自転⾞とし
て、集中管理自転⾞を管理し配⾞を⾏う

庁内からの応援
自転⾞の管理、貸出調
整

1人程度 特になし

会計01-06 会計管理者 会計管理課 復旧・復興 課
物品管理事務
（義援物資）

全国から送られて来る救援物資を担当する部
が速やかに対応できるように収得事務及び在
庫物品管理の⽅法を⽰す

庁内からの応援 本部や各部署との調整 2人程度 特になし

実際に物資管理
や配分を担う場
合は応援人数が
さらに必要（他
自治体等で経験
がある人が望ま
しい）

会計管理者

受援業務内容

業務名 業務内容業務NO 部 課 業務区分 所管

受援・応援の
分類

具体的な受援・応援先
の機関・団体名

応援者に依頼したい
作業内容

応援の想定必要人数
(目安の応援者人数)

応援者に必要不可⽋
なスキルや経験など

自由記載欄
備考など

教育02-03
教育委員会

事務局
学校施設課 応急対策 部

【避難所運営対策本部施設班】
避難所の被害状況の把握

避難所施設、設備等の被害状況を把握する
協定団体・関係機
関・他自治体等か
らの応援

葛飾建築協会等 被害状況の把握と復旧 10人程度
学校施設を把握して
いること

教育02-05
教育委員会

事務局
学校施設課 応急対策 部

【避難所運営対策本部施設班】
避難所の⼆次被害の防止

避難所施設、設備等の安全を確保する
協定団体・関係機
関・他自治体等か
らの応援

葛飾建築協会等 建物の安全対策 10人程度
学校施設を把握して
いること

教育02-06
教育委員会

事務局
学校施設課 応急対策 部

【避難所運営対策本部施設班】
ライフライン点検

受⽔槽等の被害状況を把握するとともに、避
難所で必要な⽔の確保に努める

平時からの委託事
業者

保守点検業者・ライフ
ライン業者等

被害状況の把握と復旧 10人程度
学校施設を把握して
いること

教育02-07
教育委員会

事務局
学校施設課 応急対策 部

【避難所運営対策本部施設班】
ライフライン点検

物資の搬⼊⼿段や経路等を確保する
平時からの委託事
業者

保守点検業者・ライフ
ライン業者等

被害状況の把握と復旧 10人程度
学校施設を把握して
いること

教育02-08
教育委員会

事務局
学校施設課 応急対策 部

【避難所運営対策本部施設班】
学校施設の被害状況把握

避難所施設、設備等の被害状況を把握する
協定団体・関係機
関・他自治体等か
らの応援

葛飾建築協会等 被害状況の把握 10人程度
学校施設を把握して
いること

教育02-09
教育委員会

事務局
学校施設課 復旧・復興 部

【避難所運営対策本部施設班】
学校施設の復旧

施設、設備等の復旧に向け必要な対応を⾏う
協定団体・関係機
関・他自治体等か
らの応援

葛飾建築協会等 被害の復旧 10人程度
学校施設を把握して
いること

教育委員会事務局

受援業務内容

業務名 業務内容業務NO 部 課 業務区分 所管
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【教育委員会事務局(2/3)】 

 

受援・応援の
分類

具体的な受援・応援先
の機関・団体名

応援者に依頼したい
作業内容

応援の想定必要人数
(目安の応援者人数)

応援者に必要不可⽋
なスキルや経験など

自由記載欄
備考など

教育03-01
教育委員会

事務局
学務課 応急対策 部

【避難所運営対策本部総務班】
避難所運営対策本部の連絡調整

ＩＰ無線機などの各種通信機器等を活⽤し、
避難所運営対策本部の窓⼝として連絡調整を
⾏う

庁内からの
応援

10人程度以下

教育03-03
教育委員会

事務局
学務課 応急対策 部

【避難所運営対策本部給⾷保健
班】
衛生担当

避難所の環境衛生について、トイレや炊き出
し及びペットの飼育等の適切な情報提供や指
導を⾏うとともに、各班と連携し必要な支援
を⾏う

庁内からの
応援

10人程度以下

教育03-05
教育委員会

事務局
学務課 応急対策 部

【避難所運営対策本部給⾷保健
班】
救護担当

避難者の健康状態を把握し、特に要支援者の
体調変化に注意するとともに、避難所で対応
できない場合の措置について各班と連携し必
要な情報提供や支援を⾏う

協定団体・関係機
関・他自治体等か
らの応援

医療的専門知識に基づ
く助⾔

10人程度以下 医療従事者

教育03-06
教育委員会

事務局
学務課 応急対策 部

【避難所運営対策本部】
相談担当

避難者の健康被害などの相談内容について状
況を把握し、相談窓⼝の確認や人材の派遣要
請等を各班と連携して⾏う

協定団体・関係機
関・他自治体等か
らの応援

医療的専門知識に基づ
く助⾔

10人程度以下 健康相談業務経験者

教育03-10
教育委員会

事務局
学務課 応急対策 部

【避難所運営対策本部総務班】
遺体安置場所確保

避難所の適切な場所に遺体安置場所を確保す
る

庁内からの
応援

10人程度以下

教育03-11
教育委員会

事務局
学務課 応急対策 部

【避難所運営対策本部】
緊急医療救護所又は避難所救護
所に関する開設支援

緊急医療救護所又は避難所救護所の開設のた
め、必要な支援を⾏う

協定団体・関係機
関・他自治体等か
らの応援

医療的専門知識に基づ
く助⾔

10人程度以下 医療従事者

教育03-12
教育委員会

事務局
学務課 復旧・復興 課 教科書・学⽤品の無償給与

災害により学⽤品を失った児童生徒に対し、
教科書や教材、文房具、通学⽤品などを無償
で給与する

平時からの
委託事業者

教科書取次店や供給会
社

物品の配達 10人程度以下 運転免許

教育03-16
教育委員会

事務局
学務課 優先・継続 課 学校給⾷運営

被災しなかった学校については、給⾷提供を
継続する。委託事業者と協⼒し、実施体制を
構築する。

平時からの
委託事業者

各校の給⾷調理業務委
託事業者

給⾷提供の継続 学校による

教育03-17
教育委員会

事務局
学務課 復旧・復興 課 学校給⾷運営

被災した学校については、委託事業者と協⼒
し給⾷再開に向けて体制を構築する。

平時からの
委託事業者

各校の給⾷調理業務委
託事業者

給⾷再開準備 学校による

教育09-05
教育委員会

事務局
⽣涯

スポーツ課
応急対策 課

【施設内部及び設備の被害状況
の確認】
施設の被害状況の確認

◆各フロア部分の確認◆電気設備の確認◆ガ
ス設備の確認◆⽔道設備の確認◆通信機器類
の確認◆下⽔道設備（トイレ等）の確認◆施
設内ライフライン被害状況のとりまとめ

平時からの
委託事業者

指定管理者と協
働して対応

教育09-08
教育委員会

事務局
⽣涯

スポーツ課
応急対策 本部

【ライフライン等の継続的管
理】
災害対策本部代替施設の機能維
持

◆ライフライン等の点検と処置の継続◆施設
の備蓄物資等の管理◆し尿処理対策◆ごみの
収集・分別・処理

平時からの
委託事業者

指定管理者と協
働して対応

教育09-10
教育委員会

事務局
⽣涯

スポーツ課
応急対策 課

【施設全体の被害状況の確認】
施設の被害状況の確認

◆施設全体（外観）の目視点検◆施設近隣の
被害状況の確認◆災害対策本部への被害状況
の報告

平時からの
委託事業者

指定管理者と協
働して対応

教育09-11
教育委員会

事務局
⽣涯

スポーツ課
応急対策 課

【施設内部及び設備の被害状況
の確認】
施設の被害状況の確認

◆各階の確認◆電気設備の確認◆ガス設備の
確認◆⽔道設備の確認◆通信機器類の確認◆
各階の下⽔道設備（トイレ等）の確認◆施設
内ライフライン被害状況のとりまとめ

平時からの
委託事業者

指定管理者と協
働して対応

教育委員会事務局

受援業務内容

業務名 業務内容業務NO 部 課 業務区分 所管
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【教育委員会事務局(3/3)】 

 

受援・応援の
分類

具体的な受援・応援先
の機関・団体名

応援者に依頼したい
作業内容

応援の想定必要人数
(目安の応援者人数)

応援者に必要不可⽋
なスキルや経験など

自由記載欄
備考など

教育09-12
教育委員会

事務局
⽣涯

スポーツ課
応急対策 本部 物資輸送拠点としての開設準備

◆物資搬⼊⼝の設営◆物資搬出⼝の設営
◆荷下し場所及び仕分け場所、分別場所、保
管場所の設営◆事務所の設営◆開設準備完了
報告

平時からの
委託事業者

指定管理者と協
働して対応

教育09-13
教育委員会

事務局
⽣涯

スポーツ課
応急対策 本部

【救援物資の受領・保管】
物資輸送拠点の運営

◆物資の受け⼊れ【⾞両誘導】◆物資の受領
◆物資の分別◆物資の仕分け◆物資の保管

平時からの
委託事業者

指定管理者と協
働して対応

教育09-14
教育委員会

事務局
⽣涯

スポーツ課
応急対策 本部

【ライフライン等の継続的管
理】
物資輸送拠点の機能維持

◆ライフライン等の点検と処置の継続◆施設
の備蓄物資等の管理◆し尿処理対策◆ごみの
収集・分別・処理

平時からの
委託事業者

指定管理者と協
働して対応

教育09-16
教育委員会

事務局
⽣涯

スポーツ課
応急対策 課

【施設全体の被害状況の確認】
施設の被害状況の確認

◆施設全体（外観）の目視点検◆施設近隣の
被害状況の確認◆災害対策本部への被害状況
の報告

平時からの
委託事業者

指定管理者と協
働して対応

教育09-17
教育委員会

事務局
⽣涯

スポーツ課
応急対策 課

【施設内部及び設備の被害状況
の確認】
施設の被害状況の確認

◆各階フロア部分の確認◆ライフラインの確
認
◆通信機器類の確認◆下⽔道設備（トイレ
等）の確認◆エレベーター設備の確認◆施設
内ライフライン被害状況のとりまとめ

平時からの
委託事業者

指定管理者と協
働して対応

教育09-18
教育委員会

事務局
⽣涯

スポーツ課
応急対策 本部 遺体安置所としての開設準備

◆駐⾞場の区分・表⽰◆記録所・遺体洗浄テ
ントの設営◆受付の準備◆本部事務室の設営
◆職員控室の設営◆パーテーションの配置◆
検視所の設営◆検案所の設営◆遺体安置所の
設営◆遺体対⾯・引渡所の設営◆家族・関係
者控室・区⺠相談室の設営

平時からの
委託事業者

指定管理者と協
働して対応

教育09-20
教育委員会

事務局
⽣涯

スポーツ課
応急対策 本部

【ライフライン等の継続的管
理】
遺体安置所の機能維持

◆ライフライン等の点検と処置の継続◆施設
の備蓄物資等の管理◆し尿処理対策◆ごみの
収集・分別・処理

平時からの
委託事業者

指定管理者と協
働して対応

教育08-12
教育委員会

事務局
⽣涯学習課 応急対策 課 文化財保護

区内文化財や文化的景観の重要な構成要素の
浸⽔被害を未然に防ぐため、必要に応じた緊
急避難的措置を講ずる

庁内からの
応援

安全な場所への移動、
被害を最小限にするた
めの養生等

15人程度以上

教育08-13
教育委員会

事務局
⽣涯学習課 応急対策 課 文化財保護

区内文化財や文化的景観の重要な構成要素の
被害状況調査を⾏い、必要に応じた緊急避難
的措置を講ずる

協定団体・関係機
関・他自治体等か
らの応援

文化財の分野毎の専門
調査機関、学識経験
者、建築士

被害状況調査、修復⽅
法検討、修復作業

10人程度
学芸員資格保有者、
学識経験者、建築士

教育08-15
教育委員会

事務局
⽣涯学習課 復旧・復興 課 博物館資料の調査及び修復

博物館資料の被害状況の調査及び修復を⾏
う。

協定団体・関係機
関・他自治体等か
らの応援

資料の修復作業及び助
⾔

10人程度
⽔害にあった資料の
修復経験

教育委員会事務局

受援業務内容

業務名 業務内容業務NO 部 課 業務区分 所管
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【選挙管理委員会事務局】 

 
 

受援・応援の
分類

具体的な受援・応援先
の機関・団体名

応援者に依頼したい
作業内容

応援の想定必要人数
(目安の応援者人数)

応援者に必要不可⽋
なスキルや経験など

自由記載欄
備考など

選管01-03
選挙管理委
員会事務局

選挙管理委員
会事務局

優先・継続 課
選挙執⾏事務
（選挙期間のみ）

◆国レベル・都レベルの各種選挙及び国⺠審
査の執⾏ ◆区議区⻑選挙の執⾏
※必要人数は、区議区⻑選を想定した人数。

庁内からの応援 投票所での従事等 投票所での従事等 1000人程度 選挙従事の経験等

選挙管理委員会事務局

受援業務内容

業務名 業務内容業務NO 部 課 業務区分 所管
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〒124-8555 東京都葛飾区⽴石五丁目１３番１号 
℡ ０３－３６９５－１１１１（代表） 

 
 
 

57



 

１ 
 

庶務報告Ｎｏ.３ 

地 域 振 興 部 

令和８年３月２３ 日 

 

災害時物資輸送計画の策定等について 
  

  危機管理課 

  

１ 概要 

  東日本大震災を契機に制度化された災害時のプッシュ型支援は、平成 28 年４

月の熊本地震から運用され始め、令和６年１月の能登半島地震でも実施された。

しかし、内閣府による能登半島地震の検証では、プッシュ型支援を受け入れる拠

点施設の開設・運営の遅れや物資を運ぶ車両・燃料・道路の制限により、住民向

けの支援が遅れたことが報告されている。 

東京都では、令和７年２月に板橋区と令和７年８月には羽村市・日の出町と合

同で緊急支援物資輸送訓練を実施するなど、都と区市町村間での災害時物流の

実効性確保の取組が進められている。 

  区では、「災害対策用備蓄方針」や河川を境界とした輸送のブロック分け案の

中で備蓄品の確保や物資輸送の考え方を定めてきたが、令和７年６月 30 日に協

定を締結している物流事業者と共に物流検証訓練を実施し、発災直後の輸送手

段の不足、拠点施設の受入容量不足及び運営方法等が課題として挙げられた。 

そこで、近年の災害事例や検証結果を踏まえ、本区における備蓄品の配分や輸

送に関する現在の課題整理及び検証を進め、災害時に迅速かつ円滑に区民へ物

資支援を行う物流体制の強化を図る必要があるため、令和８年度に「災害時物資

輸送計画」の策定を行うことから、これを報告するもの 

 

２ 内容 

（１）策定方針 

  ①区内備蓄品（区備蓄品及び区内配置した都寄託物資）の配分計画の作成 

首都直下地震における被害想定を基に、各避難所における発災後経過日数ご

との必要物資量を算出し、区内のブロック拠点倉庫の配置状況等を踏まえた区

内備蓄品の各避難所への配分計画を作成する。 

  ②地域輸送拠点の検証 

   地域輸送拠点の受入規模や設備、搬入・搬出経路や道路へのアクセス等を踏

まえ、発災時に想定される拠点の機能や運用について検証を行う。なお、地域

輸送拠点の検証に当たっては、協定を締結している民間の物流事業者の施設

活用も含める。 

  ③輸送手段及び輸送ルートの検討 

   災害時のフェーズごとに区内備蓄品、プッシュ型支援、プル型支援へと切り

替わる物資について、それぞれの輸送手段や道路啓開計画に基づく輸送ルー

トを検討する。 



 

２ 
 

  ④運営要員の確保及び運営方法の検討 

   運営要員及び方法について、必要となる人数や資器材を検討するとともに、

将来的な物流マニュアルの作成や物資輸送訓練を見据えた検討を行う。 

 

（２）計画掲載項目（案） 

①区内備蓄品の現況及び首都直下地震における被害想定 

②国、都の物資に関する最近の動向 

③区内備蓄品の管理・整備・入替計画（学校倉庫整理含む。） 

④発災からの物資配分・輸送計画 

⑤各施設の整備・運用（平時・災害時） 

⑥職員・応援者の指定、役割 

⑦輸送手段の確保 

⑧使用する資器材・物資の確保・調達計画 

⑨他自治体への物資等の応援を行う場合の方針  

 

３ 策定方法 

  策定に当たっては、応急対策連絡会の支援物資輸送部会との協議を行うとと

もに、訓練を通した検証を進めていく。また、計画の策定に合わせ、災害対策本

部に所属する資源物資管理班の強化を進めていく。 

 

４ 今後のスケジュール案 

令和８年 ４月～ 計画素案の作成開始 

 ６月～ 関係部署及び関係事業者との協議 

 10 月頃 関係部署及び関係事業者に校正依頼 

 12 月頃 危機管理対策特別委員会へ計画の素案を報告 

令和９年 ３月 葛飾区防災会議及び危機管理対策特別委員会へ

報告後、公表予定 

 

５ その他 

  令和７年度に実施した災害時物流体制の強化に向けた主な取組については、

別紙のとおり 



 
 

 

災害時物流体制の強化に向けた主な取組（令和７年度） 
 

令和６年度に設置した応急対策連絡会支援物資輸送部会等において図上訓練

や意見交換を進め、災害時の各フェーズにおける課題解決に向け、以下の取組を

進めた。 

   

災害時の 
各フェーズ 取 組 

フェーズ１ 

(発災～発災初

期) 

各避難所の 

備蓄品活用時 

目標：発災初期は可能な限り避難所内の備蓄量で賄える環境を構

築 

具体的な取組 

· 倉庫整理委託及び学校との協議などによる避難所備蓄倉

庫の改善 

· 葛飾区総合防災情報システムの構築に合わせた備蓄倉庫

のロケーション（住所）管理 

· 備蓄物資のコンパクト化 

フェーズ２ 

(～発災３日) 

区内備蓄の 

活用時 

目標：区内資源の活用推進 

具体的な取組 

· 都寄託物資の区内備蓄に向けた協議 

· 避難者と連携した輸送手段の確保（リヤカーを令和８年度

予算案に計上） 

· 公用車を活用した輸送体制の確保（令和７年度の総合防災

訓練において試行） 

フェーズ３ 

(発災４日～) 

プッシュ型、 

プル型支援時 

目標：三者（区民・事業者・行政）の協働による物流体制の確保 

具体的な取組 

· 構築中の葛飾区総合防災情報システムと内閣府新物資シ

ステム（B-PLo）の連携 

· 構築中の葛飾区総合防災情報システムによる物資支援要

請機能の導入 

各フェーズ 

共通 
目標：円滑な物資輸送手段の構築及び全体計画の策定 

具体的な取組例 

· 震災時等の燃料の仮貯蔵・仮取扱い等の手続 

· 区と単価契約をしている給油事業所との協議（アンケート

などにより、災害時の協力体制を確認） 

· 災害時物資輸送計画の検討（令和８年度予算案に計上） 

 

別紙 



 

１ 
 

庶務報告Ｎｏ.４ 

地 域 振 興 部 

令和８年３月２３ 日 

 

災害対策用備蓄食糧品の買入れについて 

 

  危機管理課 

  

１ 買入れの目的 

災害発生時に使用するための、第１順位避難所、独立備蓄倉庫及び帰宅困難者

一時滞在施設に配備している災害対策用備蓄食糧品の消費期限が近くなってきた

ものについて、入替えのための買入れを実施するもの 

 

２ 契約の概要 

（１）買入れ物件 

第１順位避難所 34 箇所、独立備蓄倉庫４箇所及び帰宅困難者一時滞在施設 

１箇所のビスケット、アルファ化米 

（２）予算措置（令和８年度当初予算案に計上） 

36,219,380 円 

（３）納期（予定） 

   第１順位避難所分 令和８年８月末日（夏季休業期間中） 

   独立備蓄倉庫等分 令和８年 12 月末日 

 

３ 入替え物件の利活用について 

入替えを行った消費期限の近い食糧品（残り消費期限１年）については、避難

所開設訓練や防災訓練等で使用し利活用するとともに、立石の独立備蓄倉庫等に

区役所職員用の備蓄品として配備していく。 

  



 

２ 
 

４ 買入れ物件の内訳 

 

 

 

入替え対象施設 名称 数
１箱当たり

の入数 保存期限

備蓄用ビスケット 1,292箱 60食 ５年
備蓄用アルファ化米（炊出用） 120箱 50食 ５年
備蓄用ビスケット 328箱 60食 ５年
備蓄用アルファ化米（炊出用） 710箱 50食 ５年

帰宅困難者一時
滞在施設

（１箇所）
備蓄用ビスケット

25箱 60食 ５年
備蓄用ビスケット 1,645箱 60食 ５年
備蓄用アルファ化米（炊出用） 830箱 50食 ５年

第１順位避難所
（34箇所）

独立備蓄倉庫
（４箇所）

合計



 

１ 
 

庶務報告Ｎｏ.５ 

地 域 振 興 部 

令和８年３月２３ 日 

 

令和７年度葛飾区総合防災訓練の実施結果及び 

危機管理課が計画する主要な訓練等について 

 

運用訓練担当課 

 

１ 概 要 

防災意識を高揚させるとともに、大規模地震の発生時、災害対策本部として、

いつ・誰が・どのように対応をすべきかを確認し、職員の災害対応力を向上させ

るため、令和７年度葛飾区総合防災訓練を実施したので、訓練を通じた主な課題

と対応方針、今後の訓練予定を報告するもの 

 

２ 令和７年度葛飾区総合防災訓練 

（１）実施日時 

令和７年 11 月 30 日（日）８時 30 分から 17 時 15 分まで 

（２）参加者（受託業者を除く） 

プレーヤー：64 名、コントローラ（統制、状況付与）：14 名 

リエゾン：警察、消防、自衛隊、東京都 計７名 

（３）訓練想定 

   令和７年 11 月 30 日（日）午前５時 30 分（訓練開始３時間半前）に都心南

部を震源とするＭ7.3 の地震が発生し、葛飾区内では最大震度６強を観測。区

内でも死者や負傷者が発生しているほか、道路閉塞や延焼火災の被害が多数報

告され、停電や断水、ガス供給停止や通信障害も発生している状況を想定 

（４）訓練概要 

   上記想定の下、ロールプレイ形式（ブラインド）での図上訓練を実施し、午

前の部（発災３時間半から６時間半）は災害救助法の適用や延焼火災拡大に伴

う避難指示の発令などの発災直後の対応、午後の部（発災 31 時間半から 34 時

間半）は第 1順位避難所への備蓄物資の輸送や第２順位避難所（福祉避難所含

む。）の開設準備など被災者支援策の充実に向けた対応などを実施、さらに午後

の部では訓練で作成した災害対策本部資料による第５回災害対策本部会議の

開催及び記者会見を実施 

   また、構築中の葛飾区総合防災情報システム（以下「システム」という。）を

試験的に利用することで、他部署での対応を含めた情報共有の迅速化や効率化

などを確認するとともに、ドローンを用いて避難所の概況を画像報告するなど、

システムの活用方法も検証 
   総合防災訓練の実施状況 別紙１のとおり 

（５）訓練を通じた主な課題と対応方針 

別紙２のとおり 
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３ 令和８年度に危機管理課が計画する主要な研修・訓練 

  別紙３のとおり 

  そのうち、下記を葛飾区総合防災訓練として実施する。 

（１）全庁情報連絡訓練 

  ア 実施時期 

    令和８年６月初旬 平日 1日 1回 

  イ 目 的 

    時々刻々と変化する状況に応じ、各部署が実施すべき業務を認識させ、報

告要領を確認 

  ウ 訓練内容 

    中川上流部の破堤を想定し、フェーズごと（２時間間隔に切替え）に葛飾

区業務継続計画（BCP）〈水害編〉に基づく各課の災害対応業務と職員の体制

状況をシステムで報告 

（２）図上訓練向け事前操作研修 

  ア 実施時期 

    令和８年８月 20 日(木)、21 日(金) 午前又は午後 

  イ 訓練内容 

    本訓練に参加する職員に対するシステムの操作研修 

（３）図上訓練向け事前説明会、研修 

  ア 実施時期 

    令和８年８月 25 日(火)、26 日(水) 午前又は午後 

  イ 訓練内容 

    本訓練に参加する職員に対する訓練ルール等の説明とともに、水害時の基

礎的な知識に関する研修 

（４）災害対策本部図上訓練（本訓練） 

  ア 実施時期 

    令和８年８月 30 日（日） 

  イ 目 的 

    令和７年度に見直しを行った「葛飾区業務継続計画（BCP）〈水害編〉」の職 

   員への周知及び検証などを進め、水害発生時の対応力の向上を図る。 

  ウ 訓練内容 

    中川上流部の破堤を想定し、氾濫発生から本区への氾濫流到達に至るまで

に必要な災害対応についての、ワークショップ形式とロールプレイ形式での

図上訓練 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
総合防災訓練の実施状況 

１ 災害対策本部会議及び記者会見の実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 訓練風景 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５階）               （７階） 

 

３ 構築中のシステム 

 
（ダッシュボード画面）          （クロノロジー一覧画面） 

 

４ 避難所の概況把握 

 

 

 

 

 

 

 

別紙１ 



 
 

 

訓練を通じた主な課題と対応方針 
番号 課 題 対応方針 
１ 訓練参加者へ訓練に必要な知識を

習得するための事前研修を行い

個々の事象へは適切に対処した

が、計画的な災害対応策の立案が

不十分 

ワークショップ形式訓練とロールプレ

イ形式訓練の連続実施により、知識の

活用を意識させ、計画的に災害対応策

を立案させる。 

２ 災害対策本部全体の司令塔として

の役割を果たす統括班の能力向上

が不十分 

統括班（危機管理課）において、災害

対応についてのワークショップを実施

し、職員の能力向上を図る。 

３ システムの活用により、情報の共

有や対応依頼の流れなどが改善し

たものの、重要性、緊急性等の観

点からの情報の評価が不十分 

情報の重要性、緊急性等の観点からの

評価について、情報管理班情報連絡担

当の任務として明確化するとともに、

災害対策本部内の情報共有の要領につ

いて適切に統制する。 

４ 平時における備蓄状況や災害時の

拠点備蓄倉庫の運用・避難所への

配送の考え方の整理・共有不十分 

備蓄倉庫の棚卸、システムの物資管理

機能の運用を進めるとともに、官民の

役割分担を含めた備蓄配分・物資輸送

計画を策定し、一貫した災害時物流を

実現する。 

５ 災害対策本部内において、受援・

渉外担当と職員支援担当の連携等

が不十分 

現庁舎における当面の災害対応では、

職員支援担当の柔軟な配置変換を検討

する。 

６ コントローラ及び災害対策本部に

災害対策本部勤務に関する業務経

験、業務イメージを有する職員が

不足しており、効果的な訓練の実

施困難 

コントローラ及び災害対策本部要員補

佐として、危機管理課ＯＢの活用を検

討する。 

７ 資源管理班資源維持管理担当とし

て職務を指定されている施設部課

長等は、避難所等の応急危険度判

定等の災対施設部業務を行う必要

があり、発災初期に業務が集中 

資源維持管理担当の強化施策について

今後検討する。 

８ 意思決定者等に対する情報提供へ

の白地図やホワイトボードの活用

不十分 

情報共有に求められる速度、重要度等

に合わせ、システムの活用又はホワイ

トボード・紙の併用を使い分ける。 

 

別紙２ 



別紙３ 

 

令和８年度に危機管理課が計画する主要な研修・訓練（国や都の訓練は除く） 

No 時期 研修・訓練 対象 内容 

１ ４月中 第１回安否確認・参

集状況回答訓練 

全職員 

(職員用メール) 

令和８年度に運用を開始する葛飾区総合防災情報システムの安否確認・参集状況機能について、

その作動及び集計機能の確認を行うため、全職員向けに職員メールアドレスへ、メールの配信

及び回答訓練を行う。（電話は使用しない） 

２ ４月～６月 水害 BCP 研修 全職員 令和７年度に改定している水害 BCP に関する動画による研修を実施する。 

３ ４月～６月 新任職員向け研修 新任職員 過去に実施した地震及び水害の動画研修を実施する。 

４ ５月 19 日～ 

22 日 

午前又は午後 

葛飾区総合防災情

報システム運用研

修 

各課から２～３

名(68課)25人×

８回 

葛飾区総合防災情報システムのログインからクロノロジー入力等の機能説明及び操作研修を実

施する。本研修に合わせて操作マニュアル等を公開する。 

５ ６月３日 一括配信訓練 

（寮職員向け研修

に合わせて実施） 

危機管理課、広

報課、寮職員 

寮職員向け研修に合わせて実施 

Ｊアラート試験放送日に合わせ、安全・安心情報メール、各種ＳＮＳ、区民向け防災ポータル

サイトへの一括配信機能の操作訓練を実施する。 

６ ６月初旬 

平日１日１回 

全庁情報連絡訓練 

※ 

全庁 水害を想定し、フェーズごと（２時間間隔に切替え）に水害 BCP に基づく各課の災害対応業務

を葛飾区総合防災情報システムで報告する訓練を実施する。 

７ ６月中旬～ 

下旬 

第２回安否・参集状

況回答訓練 

全職員 

(電話又はメー

ル) 

事前に職員が登録した連絡先に対し、安否確認・参集状況の配信訓練を実施する。 

管理職と避難所指定職員には、災害対策用スマートフォン等の電話へ自動音声による架電、そ

れ以外の職員には早期に連絡が取れるメールアドレスへ配信する。 

８ ７月中旬～ 

８月上旬 

避難所指定職員向

け避難所報告訓練 

避難所指定職員 避難所の開設準備、点検状況、避難者数を葛飾区総合防災情報システムで報告する訓練を実施

する。 

９ ８月 20,21 日 

午前又は午後 

図上訓練向け事前

操作研修 ※ 

災害対策本部職

員 

災害対策本部訓練に参加する職員に対し、総合防災情報システムの操作研修を実施する。 

10 ８月 25,26 日 

午前又は午後 

図上訓練向け事前

説明会、研修 ※ 

災害対策本部職

員 

災害対策本部図上訓練に参加する職員について、訓練ルール等の説明を行うとともに、水害時

の基礎的な知識に関する研修を実施する。 

11 ８月 30 日 災害対策本部図上

訓練 ※ 

災害対策本部職

員ほか 

中川上流部の破堤を想定し、午前中は各班でのワークショップ形式、午後はロールプレイ形式

の訓練を実施する。 

12 12 月下旬 危機管理ロールプ

レイ研修 

新規採用職員等 対象者をグループに分け、災害発生時に実施すべき事項のロールプレイ形式の研修により災害

対応を疑似体験させ、危機管理に対する意識づけをする。 

※は本文に記載あり 
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庶務報告Ｎｏ.６ 

地 域 振 興 部 

令和８年３月２３ 日 

 

令和７年度に締結した災害時における協定について 
 

運用訓練担当課 

 

 このことについて、災害時における区民の安全・安心を確保することを目的と

して、以下のとおり新たに協定を締結したことを報告する。 

 

番号 協定名 

(主管課) 

協定先 協定内容 締結日 

１ 建築 IoT モニ

タリングシス

テムによる応

急危険度判定

支援に関する

共同研究協定

（営繕課） 

(学) 

東京理科大

学 

大規模地震発生時の建物の状

態を早期に把握することで、

速やかに応急危険度判定を実

施すべき公共施設の抽出に資

する研究を行うことを定めた

もの 

令和７

年４月

１日 

２ 災害時におけ

る緊急輸送業

務に関する協

定（災害要配慮

者支援担当課） 

(一社)福祉

移送ネット

ワークアイ

ラス、(株)

ライフリン

クス 

中川氾濫のおそれがある場合

又は氾濫した場合において、

緊急輸送業務に対する協力事

項について、必要な事項を定

めたもの 

令和７

年５月

15 日 

３ 災害時におけ

る緊急輸送業

務についての

協定 

（地域保健課） 

東京慈恵会

医科大学 

葛飾医療セ

ンター 

災害が発生した際において葛

飾区地域防災計画及び葛飾区

災害医療救護計画等に基づき

実施する傷病者等の緊急輸送

業務に対する協力事項につい

て、必要な事項を定めたもの 

令和７

年６月

10 日 

４ 災害時におけ

る応急物資の

供給等に関す

る協定 

(危機管理課) 

スギホール 

ディングス 

(株) 

災害が発生し、又は発生する

おそれがある場合に、区民生

活早期安定を図るため、医薬

品、食糧、生活必需品等の調

達、供給等について、必要な事

項を定めたもの 

令和７

年８月

18 日 

５ 福祉避難所開

設・運営協力協

定（災害要配慮

者支援担当課） 

(NPO)Hand 

Over Japan 

地震、水害発生時、又は水害発

生のおそれがある場合、福祉

避難所の開設及び運営に関し

て必要な事項を定めたもの 

 

 

令和７

年10月

28 日 
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６ 災害時におけ

る物流業務等

の協力に関す

る協定(危機管

理課) 

(一社)AZ-

COM ネット

ワーク 

 

災害が発生し、又は発生する

おそれがある場合において、

物流業務等を円滑に実施する

ため、必要な事項を定めたも

の 

令和７

年12月

26 日 

７ 災害時の医療

救護活動につ

いての協定 

（地域保健課) 

(一社) 

葛飾区 

薬剤師会 

災害が発生した際における薬

剤師会に派遣を要請する基準

や薬剤師会が編成する薬剤師

班の業務の内容等について、

葛飾区地域防災計画及び葛飾

区災害医療救護計画等に基づ

き、葛飾区が行う医療救護活

動に対する薬剤師会の協力に

関して、新たに必要な事項を

定めたもの 

令和８

年３月

24 日 

(予定) 

８ 災害時の接骨

救護活動につ

いての協定 

（地域保健課） 

(公) 

東京都 

柔道整復師

会 

葛飾支部 

災害が発生した際における接

骨救護班の派遣及び衛生資材

の提供など、葛飾区地域防災

計画及び葛飾区災害医療救護

計画等に基づき、葛飾区が行

う接骨救護活動に対する柔道

整復師会の協力に関して、新

たに必要な事項を定めたもの 

令和８

年３月

24 日 

(予定) 
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庶務報告Ｎｏ.７ 

地 域 振 興 部 

令和８年３月２３ 日 

 

地震時の出火防止対策の推進について 

 

地域防災担当課 

 

１ 事業概要 

令和４年に公表された首都直下地震における本区の被害想定では、焼失棟数

が全壊棟数を上回ると想定されており、出火防止対策の強化が急務である。 

地震による火災の過半数は電気が要因と言われており、揺れを感知して通電

を遮断する感震ブレーカーの設置率を向上させて出火件数自体を減らすことと

合わせ、初期消火率も向上させて延焼拡大を防ぐことも必要である。 

そのため、既に実施している感震ブレーカー設置支援事業を拡大するととも

に、新たに戸建て住宅向けの消火器購入支援事業を創設し、出火防止対策をさら

に推進するものである。 

 

２ 感震ブレーカー設置支援事業の拡大（別紙１） 

（１）事業の実施状況（令和８年３月２日現在） 

令和６年度から、火災危険度ランク３以上の地域で、集合住宅を除く木造戸

建て住宅（２階建て以下）に居住する約 37,500 世帯に対し、感震ブレーカー

の設置費助成と、感震ブレーカーの無償配付・取付を実施している（取付は令

和６年度のみ実施）。 

また、令和７年度から感震ブレーカー機能付分電盤取替工事の助成限度額

を５万円に増額して申請者の費用負担を軽減し、設置を促進している。 

ア 感震ブレーカー設置費助成（令和６年度からの累積件数） 

218 件 

イ 感震ブレーカー配付（令和６年度からの累積件数） 

5,814 件 

ウ 感震ブレーカー設置率 

アとイを合計すると 6,032 件となり、本事業の対象における感震ブレー

カー設置率は、事業開始前の７％から 16 ポイント（＝6,032／37,500）増加

して 23％になったと推測される。 

（２）事業の拡大 

これまで大規模地震時の火災危険、延焼危険が高い地域の建物へ集中的に感

震ブレーカーの設置支援を進め、一定程度の普及が図られた。 

令和８年度は、対象地域を火災危険度ランク１、２の地域にも拡大し、区内

全域で大規模震災時の出火防止対策をさらに促進する。 
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ア 感震ブレーカー設置費助成 

既存の設置費助成を継続するとともに、新たに火災危険度ランク１、２の

地域の木造戸建て住宅（２階建て以下）を対象世帯に追加する。 

火災危険度ランク１、２の地域の助成限度額は、感震ブレーカーの設置方

法によらず２万円（助成率 10/10）とする。 

対象世帯 設置方法 助成限度額 

①世帯全員がア～ウのいずれかに当てはまる

世帯 

ア 満 65 歳以上の方 

イ 身体障害者手帳１級又は２級の交付を

受けている方 

ウ 愛の手帳１度又は２度の交付を受けて

いる方 

②火災危険度ランク３以上の地域の木造戸建

て住宅（２階建て以下）に居住する世帯 

感震ブレーカー

機能付分電盤へ

の取替 

５万円 

（1/2） 

感震ブレーカー

の取付（分電盤

取替以外） 

２万円 

（10/10） 

③火災危険度ランク１、２の地域の木造戸建

て住宅（２階建て以下）に居住する世帯       

設置方法によら

ず 

２万円 

（10/10） 

イ 感震ブレーカー配付 

対象②に限定していた配付事業を対象③にも拡大し、区内全域の木造戸

建て住宅（２階建て以下）に居住する世帯に対し、一括遮断型の感震ブレー

カーを危機管理課窓口で配付する。 

（３）申請期間 

ア 感震ブレーカー設置費助成 

令和８年４月１日から令和９年２月 26 日まで（予定） 

イ 感震ブレーカー配付 

令和８年４月１日から予定数量に達するまで 

（４）予算措置（令和８年度当初予算案に計上） 

感震ブレーカー設置費助成  15,840,000 円 

・対象①、②の感震ブレーカー機能付分電盤への取替 

270 件×50,000 円＝13,500,000 円 

・対象①、②の感震ブレーカーの取付（分電盤取替以外）、対象③ 

130 件×20,000 円×0.9＝2,340,000 円 
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３ 住宅用消火器購入支援事業の新設（別紙２） 

（１）事業概要 

消火器等の購入を促進するため、区内の戸建て住宅に居住する世帯（集合住

宅を除く。）を対象とし、新たに消火器、住宅用消火器、エアゾール式簡易消

火具（以下「消火器等」という。）を購入した際の費用を助成する。 

（２）助成対象 

新品の消火器等で、日本消防検定協会の検定又は評価を受けたもの、製造者

等が自主的に規格に適合していることを証明する表示が付されたものに限る。 

なお、消火器の薬剤詰め替え費用や購入と同時に古い消火器を処分した費用

も対象とする。 

（３）助成限度額 

消火器等の種類によらず、5,000 円（助成率 1/2）とする。 

（４）申請期間 

令和８年６月下旬から令和９年２月 26 日まで（予定） 

（５）予算措置（令和８年度当初予算案に計上） 

   消火器購入費助成  2,500,000 円 

   （500 件×5,000 円＝2,500,000 円） 

 

４ 各事業の周知 

（１）周知方法 

葛飾区ホームページ、広報かつしか等により周知する。 

（２）消火器等の適正廃棄の周知 

消火器と住宅用消火器は、「消火器リサイクル推進センター」が実施するリ

サイクルシステムの対象であり、最寄りのリサイクル窓口に引取りを申し込む

ことができる。 

一方、エアゾール式簡易消火具はリサイクルシステムの対象ではないため、

購入者自身で中身を出し切ってから廃棄しなければならない。 

消火器等の不法投棄や不適切な廃棄につながらないよう、廃棄方法も考慮し

て製品を購入するよう周知を図る。 

 



▶ ⽴石１〜４・６〜８丁目
▶ 東⽴石２〜４丁目
▶ 四つ木１〜４丁目
▶ 東四つ木３・４丁目
▶ 宝町１・２丁目
▶ 堀切１〜８丁目
▶ 東堀切１・２丁目
▶ 小菅１〜３丁目
▶ お花茶屋１〜３丁目

⽕災危険度ランク３以上の地域
▶ ⻲有２・５丁目
▶ ⻄⻲有３・４丁目
▶ ⻘⼾１・２・５・６丁目
▶ 新小岩１〜４丁目
▶ 東新小岩４〜８丁目
▶ ⻄新小岩３〜５丁目
▶ 奥⼾２・３丁目
▶ ⾼砂２・３・５・６・８丁目
▶ 鎌倉１〜４丁目

▶ 細田１・４・５丁目
▶ 柴又１〜４・６・７丁目
▶ 新宿１・２・５丁目
▶ ⾦町２〜５丁目
▶ 東⾦町３〜６丁目
▶ ⽔元２・４丁目
▶ 東⽔元１丁目
▶ 南⽔元１・２・４丁目
▶ ⻄⽔元１〜３・６丁目

対象世帯 設置⽅法 助成限度額

【対象①】
世帯全員がア〜ウのいずれかに当てはまる世帯
ア 満65歳以上の⽅
イ 身体障害者⼿帳１級又は２級の交付を受け

ている⽅
ウ 愛の⼿帳１度又は２度の交付を受けている

⽅

【対象②】
火災危険度ランク３以上の地域の木造⼾建て住
宅（２階建て以下）に居住する世帯

感震ブレーカー機能付分電盤への取替

５万円
（1/2）

感震ブレーカーの取付（分電盤取替以外）

２万円
（10/10）

【対象③】
火災危険度ランク１、２の地域の木造⼾建て住
宅（２階建て以下）に居住する世帯

設置⽅法によらず ２万円
（10/10）

「感震ブレーカー 震太郎」
大和電器株式会社製

感震ブレーカー設置支援事業の拡大
別紙１

火災危険度ランク３以上の地域で集中的に実施してきた感震ブレーカー設置費助成と配付事業を、火災危険
度ランク１、２の地域にも拡大し、区内全域で木造⼾建て住宅に対する出火防止対策をさらに推進します。

外付け型分電盤内部への
感震部品取付

コンセント型

新たに追加し、助成対象を区内全域の木造⼾建て住宅（２階建て以下）に拡大

・下表の対象①〜③の世帯に対し、一括遮断型の感震ブレーカーの設置に要した費⽤を助成します。

・三つ穴式コンセントやアース付きコンセントに取り付ける、一括遮断型の感震
ブレーカーを危機管理課窓⼝で配付します。
※取付は申請者自身で⾏います。（資格不要）

・配付対象は、区内の木造⼾建て住宅（２階建て以下）に居住する世帯（対象②
＋対象③ ）です。

（１）感震ブレーカー設置費助成 申請期間︓令和８年４⽉１⽇から令和９年２⽉26⽇まで（予定）

（２）感震ブレーカー無償配付 申請期間︓令和８年４⽉１⽇から予定数量に達するまで

新たに追加し、配付対象を区内全域の木造⼾建て住宅（２階建て以下）に拡大



対象世帯 対象製品 助成限度額

区内の⼾建て住宅に居住
する世帯

※集合住宅を除きます。
※木造以外や３階建て以上

の住宅も対象です。

・消⽕器
・住宅⽤消⽕器
・エアゾール式簡易消⽕具

※新品の消火器等で、⽇本消防検
定協会の検定又は評価を受けた
もの、製造者等が自主的に規格
に適合していることを証明する
表⽰が付されたものに限ります。

消火器等の種類
によらず５千円
（助成率1/2）

（参考）消火器のリサイクル
・2010年1⽉以降に国内で販売されたすべての消火器、住宅⽤消火器には処理費⽤を

あらかじめ徴収する「新品⽤リサイクルシール」が貼付されている。
・消火器にリサイクルシールが貼付されている場合、または国内事業者が製造した消

火器でリサイクルシールを購⼊した場合は、「消火器リサイクル推進センター」に
処分を依頼することができる。

・エアゾール式簡易消火具はリサイクルシステムで回収できないため、他のスプレー
⽸と同様に自身で内部の薬剤と圧⼒を抜き、廃棄しなければならない。

住宅⽤消⽕器購入支援事業の新設
別紙２

出典：東京消防庁ホームページ「持っていますか？マイ消火器」https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/kasai/extinguisher.html

火災時に消火器具を使⽤した７割以上で被害軽減に効果があるとされていることから、⼾建て住宅に備える
消火器等の購⼊支援事業を創設し、火災時の迅速な初期消火を推進します。

左から、消⽕器、住宅⽤消⽕器、
エアゾール式簡易消⽕具

参考：日本消防検定協会ホームページ 住宅防火対策のために

（参考）消火器等の特徴

種 類 消火器 住宅⽤消火器 エアゾール式簡易消火具

特 徴

・住宅⽤消火器より、消火能
⼒や使⽤範囲が優れている

・家庭内で起こる一般的な火
災に対応

・コンパクトで誰でも操作し
やすい

・家庭内で起こる、初期段階
の火災に対応

・スプレー⽸のように⽚⼿で
操作が可能

耐⽤年数 ８〜10年 ５年程度 ３〜５年程度

薬剤詰替 ○ できる × できない × できない

リサイクル ○ できる ○ できる × できない

表 ⽰

出典：消火器リサイクルセンター
「リサイクルシールとは」
https://www.ferpc.jp/recycleseal
/kind/

・対象世帯が、新たに消火器、住宅⽤消火器、エアゾール式簡易消火具を購⼊した際の費⽤を助成します。
※消火器の薬剤詰め替え費⽤や購⼊と同時に古い消火器を処分した費⽤も対象とします。

住宅⽤消⽕器購入支援事業 申請期間︓令和８年６⽉下旬から令和９年２⽉26⽇まで（予定）

https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/kasai/extinguisher.html
https://www.ferpc.jp/recycleseal
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防犯対策の強化について 

 

生活安全担当課 

 

１ 犯罪発生状況 

  本区の犯罪発生件数は、ピーク時である平成15年の9,830件から、令和７年には約

３割の3,309件と、大幅に減少しているものの、ここ数年で、コロナ前の水準に近づ

いている。自転車盗難についても、ピーク時から着実に減少しているが、犯罪発生

件数に占める割合が、約４割を占めている。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

また、高齢者等をターゲットとした特殊詐欺や強盗事件が、引き続き全国的に発 

生しており、区民の防犯対策への関心は依然として高い状況にある。 

 こうした状況を踏まえ、安全・安心なまちづくりを進めるため、個人宅の防犯対 

策への支援や自治町会などの地域団体による街頭防犯カメラの設置支援に加え、区 

による防犯カメラの設置などを進めていく。これにより、自助・共助・公助の連携 

による防犯対策の強化を図っていく。 

 

２ 防犯対策の強化について 

（１）住まいの防犯対策の更なる推進 

  ①住まいの防犯対策費助成 

   個人住宅に防犯対策品を購入・設置した経費の一部助成を継続実施する。 

    ※令和７年度実績 2,185件（令和８年２月27日時点） 

庶務報告Ｎｏ.８ 

地 域 振 興 部 

令和８年３月２３日 

9,830

5,613

3,365 2,693 2,290 2,316 2,853 3,037 3,309
2,747
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全刑法犯

自転車盗難

2,721 
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    申請の多い品目：録画機能付きドアホン1,222件、防犯カメラ680件  

防犯性の高い錠274件、センサーライト195件   

   ア 助成上限額・助成率  

助成上限額：５万円 助成率：１/２ 

※東京都防犯機器等購入緊急補助事業を活用し、令和８年度の東京都補助 

上限額１万円を上乗せする。 

      イ 対象品目 

防犯カメラ、録画機能付きドアホン、防犯性の高い錠、補助錠、センサー 

ライト、センサーアラーム、面格子、防犯フィルム、防犯ガラス、防犯砂 

利  

    ウ 申請受付（予定） 

令和８年４月20日（月）から令和９年３月31日（水）まで 

  ②共同住宅の防犯対策費助成 

   共同住宅の所有者・管理者による共用部への防犯カメラ設置費用の一部を助成 

      ※令和７年度実績 

 65件（令和８年２月27日時点） 

  設置予定台数268台（駐輪場91台、その他共用部177台）    

ア 助成上限額・助成率  

助成上限額：50万円 助成率：１/２ 

   イ 申請受付（予定） 

令和８年４月20日（月）から令和９年２月26日（金）まで 

（２）街頭防犯カメラの設置の更なる推進 

  ①地域団体による街頭防犯カメラ設置費助成 

 東京都の緊急対策により、令和８年度まで、都区合計で23／24又は11／12に引

上げとなっているため、この機会を捉えて更なる設置促進を図る。 

 ※令和７年度 252台設置 累計1,727台 

  ②区設置の街頭防犯カメラ 

   地域団体の設置が難しい駅前や主要道路上に、区が管理する街頭防犯カメラ60

台の設置を進めている。クラウド型ネットワークカメラとし、災害時にも活用

する。令和７年度は駅前に20台、令和８年度は主要道路に40台をそれぞれ設置

する。 
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（３）地域等における防犯対策への啓発活動の拡大 

  ①自転車盗難防止キャンペーンの拡大 

   発生件数の多い大型商業施設や駅前で、従来の警察や地域団体に加え、被害の

多い若年層も参加する自転車盗難防止キャンペーンの実施、ＳＮＳによる動画

等による注意喚起など、若年層への啓発を強化し、施錠意識の向上を図る。 

    ※令和７年度実績 12回（令和８年２月27日時点） 

令和８年度 20回程度実施予定 

  ②街の防犯診断 

   自治町会や商店会に、防犯アドバイザーを派遣し、防犯上注意が必要な場所や

防犯カメラ設置推奨箇所等の助言や講演会（令和８年度より）を実施し、地域

の防犯活動の活性化、防犯カメラ設置促進を図る。 

      ※令和７年度実績 ９回（令和８年２月27日時点） 

令和８年度 15回実施予定 

③防犯講話の拡大 

   自治町会、小地域福祉活動や地域の講座などに出向いた防犯講話を引き続き実

施し、特殊詐欺被害防止対策、自宅での防犯対策などを分かりやすく周知す

る。 

※令和７年度実績 31回・延べ1,104人（令和８年２月27日時点） 

    令和８年度 50回程度実施予定 



 

 
 

庶務報告Ｎｏ.１ 

健 康 部 

令 和 ８ 年 ３ 月 ２３ 日 

 

令和７年度葛飾区医療救護訓練の実施結果について 

 

 災害医療を更に強化し、一人でも多くの命を救える体制の構築を図るため、

「葛飾区災害医療救護計画」の改定内容に基づき、災害医療体制における区北部

（Ａブロック）の各病院前に緊急医療救護所を設置し、葛飾区医療救護訓練を実

施したため報告するもの 

 

１ 訓練実施日時 

  令和７年 10 月 26 日（日）午前９時から正午まで 

 

２ 訓練実施場所 

（１）災害拠点病院（東京都立東部地域病院） 

（２）災害拠点連携病院（亀有病院、嬉泉病院、第一病院） 

（３）災害医療支援病院（葛飾橋病院、東京かつしか赤十字母子医療センター） 

（４）軽症処置エリア（中之台小学校、道上小学校、東金町小学校） 

（５）歯科医療救護所（奥瀬歯科医院、関根歯科医院） 

（６）災対健康部（健康プラザかつしか２階危機管理室） 

 

３ 訓練参加団体（約 960 名の参加） 

地元自治町会（19 自治町会 209 名）、葛飾区医師会、葛飾区歯科医師会、葛

飾区薬剤師会、東京都柔道整復師会葛飾支部、葛飾区歯科技工士会、東京都

立東部地域病院、亀有病院、嬉泉病院、第一病院、葛飾橋病院、東京女子医

科大学附属足立医療センター、東京かつしか赤十字母子医療センター、葛飾

区医師会附属看護専門学校、東京都助産師会足立葛飾地区分会、日本医療救

援機構（MeRU JAPAN）、日本チェーンドラッグストア協会、大塚製薬株式会

社、東京都栄養士会葛飾区支部、葛飾警察署、本田消防署、金町消防署 

 

４ 主な訓練実施内容（別紙参照） 

（１）各病院前に緊急医療救護所を設置してのトリアージ訓練、軽症者の誘導 

（２）軽症処置エリアの開設訓練 

（３）東京女子医科大学附属足立医療センター（二次保健医療圏対策拠点）へ、 

傷病者の搬送訓練 

（４）医師会無線及びＩＰ無線による災対健康部、災害拠点病院、軽症処置エリア

間等の通信訓練・安否確認システムの運用 

（５）妊産婦や基礎疾患、透析患者の傷病者対応訓練  
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（６）災害用処方箋の運用及び OTC 医薬品対応訓練 

（７）警察・消防による傷病者搬送訓練 

（８）災対健康部、医師会、歯科医師会、薬剤師会及び東京都柔道整復師会葛飾

支部における本部設置訓練 

 

５ 来年度の訓練に向けて 

 令和７年 12 月 23 日に、各訓練会場のリーダーを含めた 47 名の訓練参加者

と振り返り会を実施した。参加者や訓練参加団体からの意見や各年度における

改善点等を踏まえ、令和８年度の訓練は、地震災害を想定し本区全域に被害が

発生した事を想定した、Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ全ブロック合同での図上訓練を実施す

る予定である。 

 

６ 葛飾区医療救護訓練実施状況 

年度 

 

訓練実施 

ブロック 

主な訓練参加医療機関 参加 

人数 

主な訓練内容 

Ｒ４ 

 

区南部 

D ブロック 

イムス東京葛飾総合病院 

坂本病院 

小澤病院 

約350名 病院前トリアージ 

軽症処置エリア開設 

Ｒ５ 

 

区西部 

C ブロック 

平成立石病院 

堀切中央病院 

イムス葛飾ハートセンター 

約500名 病院前トリアージ 

軽症処置エリア開設 

無線通信訓練 

Ｒ６ 

 

区東部 

B ブロック 

東京慈恵会医科大学葛飾 

医療センター 

金町中央病院 

かつしか江戸川病院 

約800名 病院前トリアージ 

軽症処置エリア開設 

無線通信訓練 

各災対本部設置運営 

Ｒ７ 区北部 

Ａブロック 

東京都立東部地域病院 

亀有病院 

嬉泉病院 

第一病院 

約960名 病院前トリアージ 

軽症処置エリア開設 

無線通信訓練 

各災対本部設置運営 

透析・重症歯科症例 
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７ 課題と対応 

年度 課題 課題解決に向けた対応 

Ｒ４ 医療従事者におけるトリアージ

実施方法の明確化 

医療従事者を対象としたトリアージ研

修会の実施 

Ｒ５ 災害時における情報整理及び情

報共有 

訓練参加者を対象としたクロノロジー

（時系列記録表）研修会の実施 

Ｒ６ 各種の無線を使用した情報連携 

各師会本部の役割の明確化 

医師会無線やＩＰ無線を活用した無線

通信訓練及び各師会本部設置訓練の継

続的な実施 

Ｒ７ 指揮命令系統の確立 

緊急医療救護所への参集基準の

明確化 

傷病者搬送における病院救急車

の運用 

災害時を想定した各医療機関及び各師

会における業務継続計画（BCP）及びマ

ニュアルの策定 

病院救急車が配備されている医療機関

との協定締結及び運用方法の連絡会実

施 
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主な訓練実施内容 

 
 
 
 
 
 
 

 

①病院前トリアージポスト ②軽症処置エリア開設 

 
 
 
 
 
 
 

 

③東京女子医科大学附属足立医療セン

ターへの搬送 
④災対健康部（各無線を使用した通信

訓練） 
 
 
 
 
 
 
 

 

⑤傷病者対応訓練（精神疾患） ⑥災害用処方箋の運用 

 

 

⑦傷病者搬送訓練（葛飾警察署） ⑧各師会における本部設置訓練（葛飾

区医師会） 
 

別紙 

４ 


